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会長挨 拶

野村健太郎(愛知工業大学)

今夏は、いつまでも酷暑が続き、また台風が数多く襲来し大雨の被害を日本各地にもたらし

ました。皆様お元気のことと拝察申します。

扱て、悲しいことに去る 3月31日に元会長山上達人先生が御逝去されました。先生には本学

会の設立時から貢献され、痛恨の極みで惜しみても余りあるものです。御冥福をお祈りします。

先生の御研究は、生産性会計・付加価値会計、社会責任会計、環境会計とまさに本学会の研

究活動・報告足跡と一致している。企業と社会との関わりの重要性を認識して会計を考察すべ

きとする学会設立の趣旨と対応している。株主はもちろんのこと、その他多くの利害関係者の

立場を考察しないと、社会全体の富は豊かにならない。日本会計研究学会とは相違して日本社

会関連学会の存立の意義が認識されるわけである。

そして、社会を広く理解して、環境との関連を重視し、環境改善・維持を考察するものとし

て環境会計が存在し、これをも社会関連会計としてとり込み、研究対象としていくべきことと

なった。昨今の気象異常も地球環境変化に起因しており、環境改善は大きなテーマであり、本

学会としても軽視できない分野である。

そして、近時、 CSR(企業社会責任)が盛かんに論議されることになってきた。かつ、こ

れこそ我が学会の取り組むべき課題である。 CSRに関する会計は、付加価値会計や環境会計

とは無縁ではなく、まさにこれらを包含する内容となっているからである。地球保全に理解を

示す誠実な企業をめざし、それによって企業価値を高めようとするものである。 CSRをより

オベレーショナノレにして、企業経営で操作可能な中身にすべく、多くの企業で実際に運用され

るようになってきた。日本ばかりでなく、各国でもとり入れられ、まさにグローパル次元の研

究課題となっている。証券市場でも SRIとして運用されてきた。

さて、 CSRは「企業」を中心として考察されてきたが、しかし、最近では「企業」のみに

留まらず組合、 NPO組織、公共団体に対しても CSRが論じられている。 CSRというが「企

業J のみに焦点を当てず、広い対象とすべきものとなっている。本学会もこの点に配慮してい

かなければならない。

ところで、本学会は、「宇土会J を重視して企業との関連で種々の研究報告がなされているが、

最近では、医療、介護、福祉などと会計との関連に関しても多くの研究報告が行われるように

なってきた。本学会の発展を考慮すると好ましいことである。人聞が出生してから死亡に至る

までの過程、つまり一生涯において、生育、教育、就業、健康、医療、福祉、介護、年金など

を社会保障の側面から把握して、困窮者が出ないよう一定レベル以上の保障を行っていくため、

セーフティネット(安全網)を張り巡らせて社会生産性を豊かにしていかなければならない。

社会保障を r会計」の側面から貢献すべき余地がないのかの探究である。とくに将来の子弟に

ツケを残さず負担をかけない、つまり国債の発行残高を安易に累積させない「世代会計」のあ

り方、実態、改善の課題は、本学会の大きなテーマとなる。



目次

記念講演

環境経営の研究方法について...・ H ・...… ……… 一 … ……・真船洋之助…... 1 

研究論文

社会環境情報開示におけるステイクホルダーの人間観に関する一考察

向山敦夫…・・ 13 

複式簿記による環境会計の実践

一環境負荷の期間的計算一……….....・ H ・-……・…………・…・宮崎 修行…・ー 19 

環境報告書の利用者と利用目的

ー「環境情報開示目的に関する調査」を中心にー ・……・………一松尾孝正…一 31 

国立大学法人の会計制度の特徴 …・...・ H ・-…一……・……・・…・… 野村健太郎….. 47 

環境管理会計における環境コストの考察 …・・……・・……ー…・一一一・ 長岡 正一… 57 

非営利情報に基づく裁量的利益調整行動の分析 …・…・…・…・…・… 佐藤 清和…ー 69 

環境パフォーマンス情報における比較可能性

一大手建設業の廃棄物情報に注目して一………………...・ H ・-…・…宮武記章一… 81 

スタディ・グループ報告

非営利組織体の会計

~介護施設を例として(第2年度最終報告)

学会行事

日本社会関連会計学会会則

日本社会関連会計学会役員選挙規則

日本社会関連会計学会 スタディ・グループ規程

咋士会関連会計研究』投稿規程

大原昌明・飯野幸江

川島和浩・石津寿恵…… 89



Research in Corporate Social 
Accounting and Reporting 

Volume 16 December，2004 

Commemoration Lecture 

Alternative Perspectives on Environmental Management Research Methodlogy 

Younosuke Mafune 1 

Articles 

A Discussion of Human Concept of Stakeholders in Corporate Social and 

Environmental Reporting 

Atsuo Mukoyama 13 

Practicing Environmental Accounting by Double Entry Bookkeeping System 

--Periodical Detemination of Environmental Impact--

Nobuyuki Miyazaki 19 

User and User's Purpose of Environmental Report 

. Nobumasa Matsuo 31 

Roform of the Accounting System for the National Universities 

Kentaro Nomura 47 

A Study on Environmental Costs in Environmental Management Accounting 

TαdashiNagαokα57  

Analysis of Earnings Management Using Cash Flow-based MS Ratio 

. Kiyokazu Sato 69 

The Comparability of Environmental Performance Information 

. Noriaki Miyαtake 81 

Study Group 

A Study of Accounting No-for-profit Organization(part II):A Focus on Nursing and 

Personal Care Facilities 

Published by 

Mαsaaki Ohara 89 

Yukie Iino 

Kazuhiro Kawashima 

Toshie Ishizu 

The .TIα:pan Corporlαte Social Accounting and Reporting Association 
Osaka City University 

Graduate School of Business 
3-3-138 Sugimoto， Sumiyoshi-ku Osaka， 558-8585 ]apan 



1 

環境経営の研究方法について

真船洋之助

I はじめに

環境経営や環境会計の研究業績が次第に多くなってきていることを知るのはよろこぼしいこ

とである。しかし、その研究方法になるとそれほど関心が払われていない。ほとんどの研究者

は、これまでの実証主義的な研究方法に従っているのが実情であろう。 1)

最近のヨーロッパの，思想、哲学、芸術、建築などの広範な領域に認められるポストモダニズ、

ムやポスト構造主義の動きの中に、従来の実証主義万能の考え方に対する批判を見て取ること

ができる。この流れは、後にも指摘するように、ラデイカルな構造主義者のある部分とも重なっ

ている。批判の方法としてのポストモダニズムは、伝統的な定量的・定性的社会科学の真理探

究の願いを疑問視するのである (Alvesson，2002， p .10)。ポストモダニズ、ムのほかに、解釈

主義、批判理論、ポスト構造主義などの出現が、社会科学を新しい視点から眺めることを追っ

ている。

この発表においては、環境経営や環境会計の研究の底流にある最近の、とくに欧米の研究方

法の違いを明らかにし、機能主義ないし実証主義を中心とする経営研究の「主流」に比べて、

批判的研究方法 (criticalstudy or research)がどのような意味をもちうるのかを検討してみ

たい。

E 競合する社会科学的研究の方法

社会科学的研究はすべてその背後に存在、認識、価値、人間性、そして方法などに関するい

くつかの仮定を組み合わせて成り立っている。この仮定の組み合わせ方に応じて、研究の観点、

方法が異なってくる。したがって方法も多様になる。

社会科学的研究方法の類型化については、つとにBurrellとMorganによるパラダイムの分類

図がよく知られている (Burrelland Morgan， 1979， p. 22;訳、 36頁)0 2) この図は、 2つの

基本的な分析次元、すなわち、 (1)主観・客観の次元と、 (2)レギュレーション・ラディカルチェ

ンジの次元を基礎にして、これを直角に交差させて、 4つの象限を作るのである(図-1 競

合する研究パラダイム。ただし、この図はパレノレとモーガンの図における「レギュレーション

とラデイカルチェンジの軸」を「現状維持と変化の軸」に変更している)0 (1)は主観を重視する
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図-1 競合する研究パラダイム

客観主義

批判的構造主義 実証主義

変化 現状維持

批判的人間主義 解釈主義

主観主義

(Welford， Hijacking Environmentalism， Earthscan， London， 1997， p. 43) 

考え方から、客観を重視する考え方にいたる線(現状維持)である。 (2)は、社会がぱらぱらに

ならない側面、社会の連帯と凝集性を重視する規制の側面と、他方で、現代社会の急激な変化、

深層にあるコンフリクト、構造矛盾など、本質的に人間の発展を阻害する構造からの解放に関

心をもっ次元に連なる線(変化)である。

B町 rell/Morganは、こうして2つのポールを用いて4つのパラダイムの分類に導いた。すな

わち、機能主義(実証主義)、解釈主義、ラデイカル構造主義、それにラデイカル人間主義がそ

れである。このパラダイム分類は、組織論ばかりでなく、市場調査論、マーケテイング論、批

判的マネジメント論、批判会計論などに色濃い影響を与えている。 3)

しかし、ここではこのパラダイム分類をあえてとらない。表象 (representation)という見地

から、競合する考え方の異同をもっとはっきりさせ、研究方法の違いを明確にするために、Barrell/

Morganとは違った分類法を用いたい。ここでは批判理論と、伝統的な規範的研究(例えば、機

能主義)、解釈的研究などがどのように異なるのかを明らかにしたいからである。 4)

Alvesson/Deetzは、 Burrell/Morganとは異なり、主観・客観のポールではなく、合意・

非合意 (consensus-dissensus)のポールを立てている(図一2 表象という行為のメタ理論を

基にした諸局面の比較)。

これは、秩序や秩序を創り出す研究方法に傾斜しようとするのか、それとも闘争、コンフリ

クト、緊張などを自然の状態であるとする考え方に傾斜しようとするのかを区別する図である。

ここで注意しなければならないのは、非合意は“disagree"(意見の不一致)ではないことであ

る。非合意 (dissensus)は批判理論やポストモダニズムの研究においてはキーエレメントをな

すもので、秩序を重視する合意志向とは反対のものである。現在の秩序は基本的なコンフリク

トに基づく抑圧、それによる人々の支配など、多様な利害の存在を示す。研究の狙いは、コン

フリクトや緊張を和らげる秩序維持のメカニズムにチャレンジすることである。記述するため

の言語より、相違点や相違を否定したり、区別し直すなどのほうが研究にふさわしいと考えて

いる (Alvessonand Deetz， p. 27) 0 r合意」のポールに近づけば近づくほど、言語をもって
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表現という行為のメタ理論に由来する諸局面の比較国一2

支配的な社会的討韓との関係

非合意

(批判的研究)(対話的研究)

(後期モダン、(ポストモダン、

改革論者)脱構築主義者)

エリート/演揮的

(規範的研究)

(モダン、

(解釈主義的研究)

地域的/創発的

概
念
と
問
題
の
起
源 (前期モダン、

進歩的)伝統的)

合意

(AlvessonandDeetz， DoingCriticalManagementResearch， Sage， London， 2000， p. 24). 

表象の体系であり、価値から中立かっ透明であり、仮定のもとに成り立つ世界を表象するため

に使われるものと見る見方に近づいて行く。

Alvesson/Deetzは、合意は非合意から生じるものであり、結局非合意に陥る。批判理論的

研究は、支配的な秩序の代わりに、非合意の創造を通して社会的合意をもたらそうと試みる。

コンフリクトを和らげて新しい秩序否定的弁証法を使う批判理論によるイデオロギー批判は、

この

ような意味のことを述べている。批判理論は非合意にいたる線上に置かれるゆえんである。
アプリオリ

次は、エリート/演緯的 (eHte/apriori)のポールである。このポーノレを立てるのは、理論重

を生み出すよりも、誤った秩序を壊すことである。これが非合意の意味である。彼らは、

視の傾向を強調したいからである。研究者の概念体系はローカルな意味の体系を超えた一般性

をもつことを要請する。そのような概念体系は日常的に人が抱くものよりよいと考えているか

らである。

これに対して、地域的・創発的 Oocal/emergent)のポールは、オープンな言語を用いて研

究しているか、高尚な主張をもった知識を生み出そうとしていないかどうかを問題にする。知

識の形式は真理というより、洞察という形式に近い。研究者は専門的なすぐれた観察者という

このような立場での研究は、いより、知識生産における熟達した協力者といったほうがよい。

ろいろな形の参加的研究として行われるものが多い。

AlvessonとDeetzの社会科学的研究法の分類に関する提言は、すでに上に述べたBurrell/Morgan

の4つのパラダイム区分を修正したものである。 AlvessonとDeetzのいう『規範的」という言

葉は、 Burrell/Morganがいう機能主義の研究上の立場と同じである。 AlvessonとDeetzはこれ

レギュラリティー研究と、価値判断を入れる研究の双方に注意を向けるこによって規範的な、
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とができるという。「対話的」というのは、「ポストモダニズム」の側面に注意を向けたいから

である。「エリート/演鐸的」と「地域的/創発的」の局面は、 Burrell/Morganのいう主観ー

客観の局面に代わるものである。

E 社会科学の4つのタイプの研究方法

以下において、社会科学的研究法の4つのタイプ(規範的研究、解釈的研究、批判理論的研

究、対話的研究)の特徴を、ディスコース(討議、言説)の特徴としてまとめたAlvessonとDeetz

の見解を基礎にして検討を加えてみよう(Alvessonand Deetz， pp. 23?48)。これらの4つの

プロトタイプの特徴を一覧表にまとめであるのが、表-1 (類型化した4つの研究方法の主張

〔ディスコース〕の特徴)である。

表-1 類型化した4つの研究方法の主張(ディスコース)の特徴

ア イ ス コ 一 ス
問 題

規範的 解釈的 批判的 対話的

基本目標 対象の間にある 統一した文化の 支配をあばく コンフリクトを

法律に似た関係 表示 和らげる

方法 法則定立的科学 解釈学、民族誌 文化批判、イデ 脱構築、系譜的
f Adh オロギー批判 方法

希望 進歩的解放 統合的価値の発 社会秩序の改革 失われた声のた

見 めに居場所を主

張
社会関係の象徴 経済的 社会的 政治的 大衆的
組織の象徴 市場 コミュニティ 政治社会 お祭り
取り組む問題 非効率、無秩序 無意味さ、非正 支配、同意 周辺的地位に追

統性 いやること、コ

ンフリクトを伴

う抑圧
閉鎖的コミュニ 誠実さ、影響力、 社会的文化変容、 誤った認識、制 ディスカーシブ
ケーションに対 情報ニーズ 集団的肯定 度的歪み (討議的)

する関心
語りのスタイル 科学的/ぜ榊旬、 ロマン的、受容 治癒的、指導的 反語的、両値的

戦略的 的 な
時期区分 モダン(近代) 前期モダン 後期モダン ポストモダン
組織の利点 統制、専門知識 献身的参加、労 参加、知識の増 多様性、創造性

働生活の質 大
雰囲気 楽観的 友愛的 懐疑的 遊び好き
社会的懸念 無秩序 自我感喪失 権威 全体化すること、

ノーマライズす

ること

(Alvesson and Deetz， Doing Critical Management Research， London， Sage， 2000， p. 32) 
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(1) 規範的研究 (normativestudies) :周知のように、この研究方法は北米を中心とした組

織論、応用組織論の研究においては支配的なものである。このディスコースを主張する研究者

は方法論的決定論者、機能主義者、また単に変数分析を行うものであるという。AlvessonとDeetz

によると、このデ、イスコースを唱える者は規則の作成を重視し、規則性を探求し、経験をノー

マライズし、戦略的/命令的な方向づけに関心をもっているという。研究実践は十九世紀の自

然科学の考え方のほかに、操作化、仮説化、統計的演緯、パターン認知過程などの最近の方法

も取り入れる。文化に注目し、それを変数を用いて操作できる対象と考えている。組織をカオ

スの特徴をもつものと見ると、ポストモダンの組織論と重なる部分が出てくる。多くのマノレキ

ストによる研究は、この規範的テーマを用いている。彼らは特定の社会的コミュニティを特別

視し、規範的コンセプションを基礎にした経済的、構造的説明を展開していると見る (p.31-33)。

(2) 解釈的研究 (interpretivestudies) :組織を解釈的に見ょうというのは、組織を社会的サ

イトとしてとらえ、特殊なタイプのコミュニティであると見るからである。組織活動の経済的

側面より社会的側面が重視される。人聞は客体ではなく、単純にテストもされない。研究する

主体というとらえ方が重要である。多くの研究者は定性的方法を取り、民族誌学(ethnography)、

現象学、解釈学 (hermeneutics)などを厳密な仕方で利用する。さらにAlvessonとDeetzはい

う。通常はフィールドスタディが中心であり、観察とインタビューを重視する。解釈的研究の

狙いは、特定の現象がいかにして社会的に生み出され、規範、儀礼ないし儀式、日常行動によ

り維持されていくかを示すことにあると。最近では解釈的研究に注目するものが増えて、分裂、

緊張、コンフリクト、抑圧のプロセスなどに多くの関心が寄せられるようになっている。

(3) 批判理論的研究 (criticaltheory studies) :批判理論的研究者は一般に、組織を社会的・

歴史的産物であると見ている。したがって組織をコンフリクトや支配の考察の中に置くことに

なる。ここで支配というのは、意味のあるコンフリクトを隠蔽したり、圧迫したりすることを

指す。組織はだいたいおいて政治のサイトの問題として扱われる。したがって一般社会理論、

とりわけ公共的局面における意思決定の理論が重要になる。 AlvessonとDeetzは、営利組織に

対する批判理論のスタンスを次のようにまとめている。「営利組織は自然資源の利用、所得の分

配、望む財・サービスの生産、人間の資質の開発、および社会の方向づけなどに対する、重要

な集団コンフリクトの接合と拡散のための公開討論の場を用意する建設的な社会的制度であるJ

のに対して、営利的組織は他方で、「権力と支配のさまざまな形はゆがんだ意思決定に導き、社

会的害悪と重大な荒廃、非効率を助長する」としている (p.35)。批判理論的研究の狙いは、

現実の社会構築がいかにある種の利益に偏向し、また何らかの構築が不明瞭に付され、誤認さ

れるかを陰に陽に明らかにすることによって、支配の諸形態、不均整、ゆがめられたコミュニ

ケーションを証明し、批判することである。そしてこのために必要なのは、よりオープンな合

意構築の助けになる議論のために非合意を生み出したり、いろいろな形の社会的・政治的意識、

同意、制度的にゆがめられたコミュニケーション、ルーティンな決まり、誤ったノーマライゼー
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ションを問題にすることなどである (p.35)。批判理論的研究は価値とのかかわりもち、道徳

や倫理も拒否しない。批判理論の定義については必ずしも一般に承認されたものはないが、次

のような流派を含めて考察する見解はひとつの参考になるであろう。このくくり方は、理論や

コンセプトは異なるが、著作には共通する重要なディスカーシブな特徴がある点に注目したも

のである。ただし、このくくり方では、 Giddensの構造化理論まで批判理論に含むことになり、

拡大解釈しすぎているきらいがある。

・フランクフルト学派の批判理論 (FrankfurtSchool critical theorists) 

・コンフリクト理論 (conflicttheorists; Dahrendorlを晴矢とする流れ)

・構造化理論 (structurationists;Giddens， 1984， 1991) 

・フェミニスト研究 (feministwork; Harding， 1991; Pringle， 1988) 

・労働晶程論C1abourprocesstheory;Braverman，1974;Burawoy， 1979， 1985;Knights 

and Wi11mott， 1990) 

通常の理解(狭義)においては、批判理論といえば①1920年代と1930年代の聞にはじまるフ

ランクフルト学派と、②ノ、ーパーマスからの流れを指していると見たほうがよいであろう。

(4) 対話的研究 (dialecticstudies) : rポストモダニスト」という言葉はあまりにもコマー

シヤノレに使われ、乱用されているので、その代わりに「対話的J (dia1ectic)という用語が用い

られている。構造のプロセスにとって重要な『区別の体系としての言語J (1anguage as a system 

of distinctions)を重視し、進歩と解放の「荘厳な物語」や大規模な理論体系(エリート/演

揮的アプローチ:批判理論とマルクス主義や機能主義のような規範的研究を指す)を拒否し、

権力と知識の結びつき、支配のシステムの中での専門的知識の主張の役割の重視、現代世界の

流動的、超現実的な性格とマスメディアや情報技術の役割に注目する。そして物語/フィクショ

ン/レトリックを研究過程の中心におき、人間と実在の構築された本質に焦点を当てようとす

る。 AlvessonとDeetzは、このアプローチの中にポストモダニズムと脱構築主義を含めている。

対話的研究は、いかなるディスコースにも含まれているフラグメンテーション(分断化され

たアイデンティティ)と潜在的な不統ーに注目する。批判理論的研究と同じように、不均整と

支配に関心を寄せるが、しかし批判理論のように集団や支配のタイプをあらかじめ決めるよう

なことはしない。支配は流動的で、状況的で、誰かが行うようなものではない。集団や個人の

アイデンティティは固定的なもの、一元的なものとは見ていない。日常生活の現実、意味の体

系、自己の概念の中での抑圧を加えているコンフリクトを和らげ、レジスタンスの地域的な形

を強めようとする。批判理論が世界の改革を目指すのに対して、対話的研究は現実のもつ不公

平さ(不完全性と一面性)、レジスタンスと複雑性の背後に隠されている点を明らかにしたいと

望んでいる (p.36)。

W 批判的研究方法の展開
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マネジメントや会計の研究に批判理論的方法を適用する傾向は、とりわけイギリスの動きの

中に顕著である。この傾向に指導的役割を果たしているAlvessonとDeetzは、批判的研究の方

法はまったく異なる2つの別々の知的な流れの聞をつないでいる点に注目している (Alvesson

and Deetz， 2000， p. 1)。

ひとつは、批判理論とポストモダ、ニストの双方の研究の中に生き続けている「批判の伝統」

である。それは、既定の社会秩序、支配的な実践、イデオロギー、ディスコース(討議、言説)

および制度を疑問視する考え方である。もうひとつの流れは、定性的、ないし解釈的研究(日

常生活のミクロの実践を理解するのが目標)である。

批判的研究は、一般に人間の意思決定において支配したり、制約するものから自由にする、

それに反抗するように刺激を与える(これらはすべて解放につながる)ことを目的にしている。

社会の中に広範に存在する不釣合いの関係、例えば、階級、後期資本主義、豊富な/ポスト希

少社会などの源に焦点を当てて、より広く文化的、経済的、政治的コンテクストの中で研究を

遂行しようとする。

批判理論とポストモダニズムの関係については、解釈の余地があって論者によってまちまち

である。ここでは、批判理論とポストモダニズムは相互協力することによって貢献が期待でき

ることを指摘するにとどめる。

V 環境経営・環境会計研究に対するインプリケーション

すでに指摘したように、環境経営・環境会計の研究方法に関する方法論的な考察は、決して

十分なものとはいえない。この事情は洋の東西を問わない。しかしこのことは経営学や会計学

の領域のことであって、他の隣接科学、例えば、社会学では、環境問題の重大化とともに、環

境社会学が急速に発展して、現在「環境社会学の第2次パラダイム論争」が行われている(谷口

吉光、 1998;須田直之、 2000)。これは、 (1)人間中心主義を基礎として「人間だけは自然を支配

する能力を持つ」とする「例外とするパラダイム」に依拠する考え方と、 (2)環境破壊の進行の

現実を見て、環境の問題を取り上げないのは「社会学者の先天的欠陥」であり、それこそ「生

態学的無知」であるとする強力な実在論者の批判的な考え方の対立である。その結果、環境社

会学において社会構築主義が機能主義に代わって登場した。社会構築主義の考え方は、自然環

境についての人間の知識は社会的につくられたもの(=社会的構築物)であるとする。環境経

営の分野にもこの社会構築主義の影響が現れてきており、イギリスの環境経営学者Welfordは、

この線に沿って論障を張っており、最近では構築主義の不十分さを批判して、より批判的な志

向を深めた理論的研究(批判理論)に立ち入っている。

(1) 環境経営への批判理論的接近

まず、環境マネジメントに対して批判理論的接近がなぜ必要になるのかを明らかにしよう。
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そのためには、批判理論以外の研究方法、すなわち、実証主義と解釈主義の問題点を明確にす

る必要がある。

20世紀後半の科学、哲学、芸術などにおける重要な変化は、社会現象を物理現象とは異なる

見方で見る必要があることを鮮明にし始めたことである。これは最近のポストモダニズムやポ

スト構造主義の動きの中に顕著に見ることができる。社会は単純なモデル、仮説によって説明

することが困難であり、予見は著しく難しいこと、物理法則とは違う法則に従うことなどが認

められるようになった。社会現象は一般化したり、数量化し、分類するよりも解釈する方が適

していると見る。この動きと、価値中立的な方向、利害、コンフリクト、権力、解放などを重

視する動きとが重なって、新しい解釈の方向が生じてきた。

そこで、規範的研究(機能的研究)、解釈的研究、批判的研究の3つの研究方法が、環境危機

の原因についてどのようなスタンスを取るのか、問題にしてみることにしよう。 5)

規範的研究は、資源の制約、人口増大、生物環境の危機的状況を強調する。この研究は生物

学的、物理的環境危機の説明を好む傾向がある。この立場から提出されるソリューションは、

技術の発展の中に求められ、科学的事実と伝統的な意見を重視する。企業が選好するのはこの

見方である。というのは、変化があるべしとする科学的な根拠がない限り、現状維持が許され

るからである。基本的に、環境問題は社会における組織と自然環境の相互作用から生じるもの

と見られる。したがって企業経営を研究する立場からすると、持続可能な発展をもたらす組織

をつくりだすソリューションが望まれる。現状の基礎にある秩序にチャレンジすることはしな

U、。

批判的パラダイムはこのような考え方をとることはできない、とWelfordはいう。すなわち、

環境危機に対する批判理論的立場は、問題をイデオロギー、文化、および価値との関連におい

て見ょうとする。いいかえれば、従来通りの、同じ基本的価値に基づかない、ラディカノレに異

なるイデオロギ一、文化、価値に対するニーズに応えようとする。したがって、利潤、所有構

造、資本の観念と役割などの再定義や再評価、マクロ的にはGNPや成長の尺度の再定義、企業

倫理や行動規範の変更などが必要になる。

広義に解釈して、批判理論的アプローチの展開として、ここでぜひとも付け加えておきたい

のは、仏教経済思想の側からの「近代イL 批判である。その原点にはシューマッハーのスモー

ル・イズ・ピューティフルの考え方がある(シューマッハ一、小島・酒井訳、第四章 仏教経

済学、 69頁以下)。彼は、物質至上主義と科学技術信仰に支えられている現代文明を批判し、

再生不能の燃料によって生活する人類は、持続可能な生活を営んでいるのでなく、自然を暴力

によって従わせているにすぎない。宗教や精神の価値を無視して行われる「近代イ白は問題で

ある。正しい経済成長の道は八正道の「正しい生活』の道以外にない。これは言い換えれば「知

足の経済思想」といえよう(安原和雄、平成8年)。仏教経済学の立場からのモダニズム批判に

は傾聴に値するものが多い。 6)
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(2) 持続可能な発展、エコモダニズム、エコ効率批判

企業の環境に対する考え方 (environmentalism:環境主義)を支える基本的な理念は持続可

能な発展であり、それはエコモダニズ、ムによく符合する。そしてそのためのツールは、エコ効

率である (Welford，1997， 16-17)。企業の環境主義の基本にあるこのエコモダ、ニズ、ム、なかで

もエコ効率は、はたして説得的なツールであろうか。

WBCSD (持続可能な発展のための世界経済人会議)が、エコ効率に対する批判としてあげて

いる例を要約してみよう(山本良一監訳， 304-307頁)。

(1) エコ効率の理念はあまりにも短期利益を重視しすぎている。

(2) エコ効率の理念は豊かな北半球の大企業だけのものである。中小企業や開発途上の国の

企業のためのものではない。

(3) 革新的な一部の企業だけに通用する。

(4) 消費者が望む製品であっても、ときには販売しではならないとする持続可能な消費とい

う理念は、ビジネスの世界には受け入れがたい。

(5) エコ効率はグローパルな不平等の存在と、持続可能な発展の社会的側面を無視している。

発展途上国との技術水準の格差の存在、エコ効率を上げるために労働投入を資本投入に代

替することによる雇用へのマイナスの影響などがある。

(4)と(5)の批判はとくに注意すべきである。なぜなら、持続可能な発展は単純に生産効率の問

題のみならず、消費や分配の側の問題をも含むからである。そこでは仏教経済思想にいうよう

に、非市場的、非貨幣的価値の重視、自利他利の調和、脱成長主義、ゆとり指導型経済、生活

者主権の尊重など、従来の「食欲の経済，思想Jとは異なる理念が要請される(安原、 108-109頁)。

究極的に、生産と分配の問題は切り離して考えることはできないであろう。そこに大きな困難

な問題が存在している。

Welfordによれば、企業がエコモダニズムのアジェンダを支持する理由には2つあるという。

ひとつは、この考え方が伝統的な優先事項とあまり矛盾せず、社会や産業組織の急激な変化を

必要としないからである。もうひとつの理由は、産業人が持続可能な発展のようなより広い面

を考える想像力と創造性に欠けるからである。そこで、伝統的な環境主義に結びついた考え方

にラディカリズムを再注入する必要があるというのである。

Welfordの考え方をもう少し聞くことにしよう。エコモダニズムは実証主義と合理性、保守的

性格に重点がおかれていて、ディープなグリーン政治の基本にあるディスコースの精神的な側

面の存在を否定しているという。しかもエコモダ、ニズ、ムは富めるものの富を維持する考え方(個

人、国家両方)に結び付いている。そこにはつねに、エコロジカノレなアクションに上回って優

先しなければならない何かが存在していることを意味している。エコロジカルな行為は「いつ

も通りのビジネス」の追加的な性格のものであり、「エコロジカノレ・イシューは進行困難なとき

はいつでもはずされる運命にある付属物なのである。ビジネスという飛行船が高度を失するよ
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うなときには、真っ先に船外に投げ出されるのはグリーンのバッグJ (Welford， p. 31)とい

うわけである。

効率自体は最適化を意味する新古典派経済学の概念である。環境に関係づける場合、最適化

することは多くの経済外的要因を考慮の外に置かざるをえなくなる。それは企業経営に対して、

社会的側面をそのまま脇に置くことを意味する。「効率の概念は、倫理、公平、平等、、教育、

そしてエコロジーのような問題を考慮に入れて置き換える必要があるJ (Welford， p. 36)。し

かしながら、Welfordも認めるように、これを解決する単純なモデ、ルは現在のところ存在してい

ない。エコ効率はビジネスにとってそれ自体が目的ではなく、単に出発点にすぎない。エコ効

率を金科玉条と見ることには大きな危険を伴う。エコ効率とエコモダニズムは持続可能な発展

と矛盾する要因を含むことを認めざるをえない。

羽むすび

最近の環境マネジメント論のテーマを見ていると、 (1)実践的な環境マネジメントの理論的枠

組み、 (2)環境マネジメントの組織的側面、 (3)戦略的環境マネジメントの展開、 (4)企業競争力の

核としての環境マネジメントなどの問題が取り上げられており、いずれも方法論的には実証主

義や機能主義的なものとなっている。

企業の環境主義の基本理念は「持続可能な発展」であり、それに符合するエコロジカ/レ・モ

ダーニゼーションないしエコモダニズム、そしてその中核にはツールとしてのエコ効率がある。

エコモダ‘ニズムの考え方は、経済発展と環境保全は矛盾しない、両立すると信じるものである。

これが「神話J 7) ではないことを主張するためには、近代経済社会システムが、絶えず循環シ

ステムを破壊し続け、大勢の人々に貧困を強いてきた側面に目を覆うよりほかに道はない。

経済発展と環境保全は、実際、容易に食い違うことがありうる。しかも環境問題は先進工業国

だけの問題に限らない。エコモダ、ニズ、ムは、ひとつの選択肢であり、ほかにも選択肢はいくつ

もある。「それは、近代化をひたすら推し進めるという路線ではなく、近代化の過程において生

じるさまざまな問題と、近代化の限界とをわきまえることを意味するJ (ギデンズ、 1999年、訳、

119・120頁)。批判理論は、環境問題のもつ厳しい現実を、合わせ鏡によって映し出す機能をもっ

ており、問題を認識し、限界をわきまえるための有力なデ、イスコースであるといえよう。

注

1 )雑誌『組織科学』が1996年に「環境問題の組織論的検討」と題する特集を組んでいる。《特集によせて》

によると、「企業活動・組織行動を、環境との関わりにおいて捉え、論理化していくことが求められてい

る」とし、実証的研究による論理化が目指されている。もちろん、方法論的研究は見られない。

2)バレルとモーガンによる車服総連論のパラダイム分類のほかに、フェッファーの図式による分類がある(Phe妊er，
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1982)。これについては、次の文献にも紹介されている (Lincoln，1985 ;訳、 62頁以下)。

3)バレルとモーガンの組織理論のパラダイムの類型化は、社会科学の各種の分野で利用されている。例え

ば、批判的マネジメント論への影響としては、 Alvessonand Deetz， 2000.また、コンシューマー・リ

サーチの分野に適用し、解釈主義的傾向を論じたものとして、武井寿、 2003年3月、および同著、 1997年。

また、管理会計研究への適用としては、上東正和 (2002・9)がある。また、上東には、「社会理論と管理

会計研究」と題したシリーズになった論文がある。詳しくは上記論文86頁を参照。

4)なぜBurrellMorganのパラダイム分類を採用しないかについて、Alvesson/Deetzはいくつかの理由を

挙げている。まず、 r機能主義」に対して「規範的」という言葉が使われているが、これは前者があまり

にも特定の社会学派の思想を指すので避けること、また価値から離れることはできないことが理由である。

「ポストモダニズム」の代わりに「対話的Jが使われるが、これはポストモダンがもっ時代区分の問題を

避けたいためである (Alvessonand Deetz， 2000， p. 47n1)。

5)ここではWelfordの見解が参考になった。 Welford，1997， p. 46 ff. 

6) r 4つの研究の方向のうち、批判理論的研究は、価値へのかかわりにおいて最もはっきりした方向をも

ち、また道徳的及び倫理的問題に対して最も直接的な関心を払う研究でもあるJ (Alvesson and Deetz， 

2000， p. 35)。

7) SchnaibergとGouldは、果てしなき対立の構図をもっ環境と社会に関する書物を、いくつかの環境神

話を強く否定することからはじめている。例えば、「・経済成長は環境保護と両立する;・リサイクノレは

環境問題を解決する鍵である;・環境危機は科学の進歩によって解決されるだろう」などなど。「神話」

を否定するために、近代社会システムのもたらす際限のない悪循環 cr生産の踏み車システム」による)

を明らかにしようとしている。
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社会環境情報開示におけるステイクホルダーの
人間観に関する一考察

向山敦夫(大阪市立大学)

I はじめに

13 

社会環境情報開示は、企業をめぐる多様なステイクホルダーの存在を前提とするステイクホ

ルダー社会を理論的基礎にしている。すなわち社会環境情報は、単に株式所有や資金提供を通

じた関係だけではなく、これまで必ずしも考慮されてこなかった従業員や地域住民などの多様

なステイクホルダーを視野に収めて、各ステイクホルダーへの企業活動の有形・無形のプラス

およびマイナスの影響を表示するための手段として位置づけられる九

向山 [2003]では社会環境情報開示の論拠について検討しているが、アカウンタピリテイ

(accountability)や正統性(legitimacy)に関する議論を深める中で、それぞれの論拠はある

特定の人間観を前提にしているのではないか、さらには社会環境情報の受け手であるステイク

ホルダーとしていかなる人間像が想定されうるのか、という疑問に行き着く。

経営行動や会計行動を考察する場合、その行動主体である人聞をどのようにとらえるか、ま

たどのような人間観を前提にするかは、これまでさほど重要な論点ではなかったように恩われ

る。しかしながら、例えば、会計測定論のように、純粋技術的な領域である場合には人間観と

は直接関係がなく中立的であるかもしれないが、少なくとも人間の行為としての経営行動や会

計行動を考察する場合には、意識的にせよ、無意識的にせよ、そこにはある特定の人間観が存

在していると考えられる。ある特定の人間観を前提にしなければ導出できない論理が存在する、

と表現した方がより正確かもしれない。その人間観とはいかなるものかは、それを前提にして

展開される論理と同様に興味深いものがあるが、そこではその現実妥当性が問われることにな

る。

本稿は、社会環境情報開示の論拠の中で暗黙裏に前提となっていると恩われるステイクホル

ダーの人間観について、試論的に検討することを目的としているへ

E 諸理論の中の人間観

社会環境情報開示の論拠を検討する上で前提となっていると考えられる人間観は、必ずしも

明示的ではない。ここではまず、他のいくつかの理論的考察において人間観がどのように検討
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されているかをみてみよう。

人間観の典型は、経済学における経済人 (economicman)仮説である。経済人仮説が前提と

するのは、最小の費用で最大の経済的利益を追求する「経済的合理性」のみにしたがって行動

する人間である(荒・内田・福岡 [1980])。

Simonにしたがえば、経済人がおこなう合理的な意思決定は、以下の3つのステップを踏む(占

部 [1966J182頁)。

(1) あらゆる代替的な戦略をあげること

(2) この戦略からのそれぞれから生ずるあらゆる結果を予想すること

(3) 一定の価値体系からこれらの結果を比較評価すること

個人が合理的な意思決定をおこなうのであれば、必然的にこのような個人の集合である企業

は経済合理性にのみしたがって行動すると考えられ、単純に企業をブラック・ボックスとして

考察するにいたる。同時に、このような個人から成り立つ市場もまた合理的となる(はずであ

る)。したがって、経済人仮説は市場を究極の制度ととらえる市場信仰と容易に結びつく。この

ストーリーは描きやすい。ここで言う「合理的」は「効率的』と読み替えても間違いはないと

思われるが、逆に言えば、マーケット・メカニズムを重視する立場からは人聞は合理的であら

ねばならず、極端に言えば、人聞はそれを可能にする万能な存在でなくてはならない。また、

エージェンシ一理論は経済人仮説と人間の機会主義的行動を前提としているが、これは実証研

究という分析技法に適合するために不可欠な人間観であるといってよい。理論展開の目的のた

めに、このような人間に対する仮説が現実妥当性を有するか否かはさほど問題とされないのは

不思議なことであるが、以下で述べる「限られた合理性J の指摘を待つまでもなく、合理的の

意味が問われるのは言うまでもない。

この経済人仮説に対して、 Simonは管理人 (administrativeman)仮説を提唱する。すなわ

ち、経済人がおこなう合理的な意思決定に対して、以下のような疑問を呈している(占部 [1966J

183頁。ただし、一部表現の統ーのため漢字を書き換えている)。

(1) 合理性は、各選択から生ずる結果について完全な知識と予想をおこなうことを必要とす

る。現実には、結果についての知識は常に断片的であり、不完全なものである

(2) 選択から生ずる結果は将来に属することであるから、それらの結果に対して価値判断を

加える場合、想像力を必要とする。価値を予想することは、不完全にしかおこなえない

(3) 合理性は、あらゆる可能な代替的行動から一つを選択することを要求する。実際には、

これらのあらゆる可能な手段のごく一部しか考慮に上らない

周知のように、 Simonは経済人がおこなう意思決定の r最適化の基準」に代わって「満足基

準」を導出しているが、個人の合理性を否定した場合、このような合理性に限界を有する人間

の集合である組織が果たして合理的に行動できるのか、さらには個人が参加する市場は合理的

(キ効率的)でありうるのか、という疑問は生起する3)。
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経済人仮説ほど極端ではないにしても、アカウンタビリティや正統性に関する議論においても

特定の人間観を垣間見ることができる。例えば、山地 [1992Jは会計情報公聞に巨大企業経営

者による宥和化の意図を鋭く見いだしているが、そこでの人間は、巨大企業経営者に宥和化さ

れる存在として描かれている。すなわち、そこでは人間の主体性は捨象されており、取り込ま

れて大衆から公衆に変化してしまう存在でしかない。しかしながら、企業が少なくないコスト

を負担してまで情報公開という宥和化行動に走るのは、投票行動を起こす有権者として、労働

運動の主体である労働組合として、あるいは農民運動の主体としての存在がカウンターパワー

となって企業の存続すらも脅かしかねないことを危倶してのことであると理解すれば、実はそ

こでの人間観は集団として組織されることによって潜在的な影響力を行使しうる存在として認

識されているとも解釈できる。

E 概念としての社会的アカウンタピリティ

伝統的なアカウンタビリティの基礎には、財の委託一受託関係 (stewardship)が存在してい

る。典型的には、資金の委託者としての株主と、その管理保全(さらには、運用)を任された

受託者としての企業(具体的には、経営者)との聞に委託一受託関係を確認することができる。

株主は本来自ら経営すべきところ、保有している財(資金)を経営の専門職である経営者に委

託する。そこでは受託者から委託者に対して、委託された財の管理保全、さらには運用に関す

る説明責任(アカウンタビリティ)という権利一義務関係が生じることになり、この説明責任

は複式簿記技術と結びつくことによってより明確な形で遂行される。また、この責任は最高意

思決定機関である株主総会の承認を得ることによって解除されるぺ形式的な意味でのアカウン

タピリティでは、それを遂行する主体である企業(経営者)の義務の側面が強調されるのに対

して、もう一方の主体であるステイクホルダー(伝統的な意味では、株主)の権利(および、

その執行)の側面については、それが当然のことであるためであろうが、強調されることは少

ない。

社会環境情報開示の論拠としての社会的アカウンタビリティ(あるいは、アカウンタビリティ

の拡張)にともなう議論については、別稿でこれまで検討してきたへ企業と多様なステイクホ

ルダーとの聞に社会的アカウンタピリティを見いだすためには、さらなる概念上の整備が必要

である。ここで指摘しておくべきは、アカウンタビリティの実質的な意味を重視するならば、

主体問での双方向性が重要となることであり、義務の側面のみならず(それ以上に)、権利を主

張する立場にあるステイクホルダーの主体性が問われる点で、ある。

多分に形式的な色彩を帯びやすいアカウンタピリティの遂行であるが、その社会的意味は企

業とステイクホルダーとの聞に『合意Jや「納得」、あるいは r1言頼」などの言葉で表現される

感覚が成立することに求めるべきであろう。わが国においては権利の観念が欠け、「権利本位」
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ではなく「義務本位」であることが指摘されているが(川島 [1967])、アカウンタピリティの

遂行を通じて信頼関係が形成されるためには、ステイクホルダーの側からの働きかけ、情報を

求める権利の意識が肝要となる。社会の側からの要請・批判的な関心があるからこそ、企業は

信頼性の確保のために(あるいは、自身の正統化戦略のために)、情報開示という手段に対する

積極的な立場を採用するのである。

さらに、企業に対してプレッシャーを与えられないステイクホルダーに対して企業は情報を

提供する必要性を認めないため、基本的に情報の流れが生じることはない。社会的アカウンタ

ビリティは、単に義務さえ果たせば達成されるという静的な概念ではない。情報提供を通じて

両者間で成立する合意や承認のための概念装置であって、両者聞の緊張関係が基礎にあるとい

う意味で動的な概念として捉えるべきであろう。すなわち、このような意識の高い、自立した

個人を前提にしたステイクホルダーとの緊張関係の前提があってこそ、アカウンタビリティの

遂行は企業とステイクホルダーとの間で(かつ、社会的にも)意味をもつのである。

外部に情報を公開させるという行為が社会的に機能するためには、いくつかの社会的諸条件

や前提が必要である。提供される情報の信頼性が確保されているという社会的条件は言うまで

もない。人間観との関係で言えば、情報開示という間接的な手法を通して合意形成が可能であ

り、納得できる人間、ある一定の知識や思考能力、さらには教育水準とも無関係ではない。

N 社会環境情報開示における人間観

前節では、アカウンタピリティの遂行の社会的意味を企業とステイクホルダー聞に醸成され

る「合意」や「納得」、あるいは「信頼」に求め、権利一義務関係の一方の極にある権利の意識

の重要性を指摘した。とくに、社会環境会計情報開示をめぐる社会的アカウンタピリティとい

う経済合理性とはかけ離れた論拠においては、社会環境情報や情報の前提となる企業行動に対

するステイクホルダーの人間観や利害関係意識が問われることになる。

社会的アカウンタビリティとの関係で指摘されている人間観の代表は、「啓発されたステイク

ホルダーJ (園部口998J)である。すなわち、環境意識が高く、環境保全コストを負担するこ

とを厭わない相当に洗練された人間の存在という前提である。とくに園部 [1998]では、環境

保全コスト負担の許容度が強調されている。確かに啓発されたステイクホルダーの存在を仮定

して、理念的に彼らとの聞のアカウンタピリティの構築を考えるのは至極妥当である。経済合

理性とは異なる行動基準が求められるであろうからである。逆に言えば、それを仮定しなけれ

ば社会的アカウンタピリティは画餅で、あって、成立しえないし機能することもない。人間観は

まったく異なるものの、この状況は経済人仮説と似ている。したがって、問題はやはり、啓発

されたステイクホルダーの存在の現実妥当性いう問題に行き着く。簡単に換言すれば、社会を

構成している個人は、能動的なのか受動的なのか、賢明なのか愚かなのか、企業と対等の関係
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を築きながら緊張関係を保てるのか無関心なのか、啓発されているのかいないのか、である。

少なくとも、アカウンタビリティにもとづく情報提供によって成り立つ社会は、特定の人間観

を前提としている。すなわち、主体的で自立した個人の存在である。

環境問題に関する重要なステイクホルダーとしての消費者と企業との関係についてみれば、

基本的に潜在的な消費者の主体的なニーズがあって、それに適合するように企業が新製品を開

発しているのか、あるいは消費者はまったく受動的な存在でしかなく、企業が本当は不必要か

もしれない新製品を開発して、決して賢明ではない消費者の購買欲を刺激しているのかという

問題意識に通じている。グリーン・コンシューマーと呼ばれる啓発された消費者の存在が喧伝

されているが、消費者が啓発されているかという聞いに対しては、家電リサイクル法施行前の

不法投棄や家庭ゴミの処理、道路の植え込みに投棄された空き缶やゴミ袋の山を目にするたび

に、確かに経済的には『合理的』であると言えるかもしれないが、少なくとも大部分の消費者

(および一般住民)は決して啓発されているとは言えないと否定的に考えざるをえない。同様

の疑問は、グリーン・インベスターと呼ばれる投資家群に対しても感じられるところである。

これらの現実を変えていくことは、もはや経済学や経営学、会計学の領域ではなく、小・中学

校や家庭における環境教育に依存するところが大きい。

V おわりに

本稿では、社会的アカウンタピリテイの前提となっているステイクホルダーの人間観につい

て、試論的に検討してきた。

論拠としての社会的アカウンタピリティを考える時、ともすれば情報の送り手である企業(経

営者)の義務の側面のみが強調される傾向にあるが、その裏面にある情報の受け手であるステ

イクホルダーの権利の意識が重要である。もちろん、常に強力なステイクホルダーからの圧力

や権利が存在し、それに対して企業が過度に対応しなければならない社会が住みやすいかどう

かの価値判断はまた別であることは言うまでもない。加えて、そこでのステイクホルダーは、

社会的意識の点で相当程度に啓発されている必要がある。理論構築のためにこのようなステイ

クホルダーを前提とすることは当然であるが、現実妥当性という問題に直面する。社会環境情

報開示という間接的な手段が社会において有効に機能する社会は、ある程度の社会的成熟を経

験する必要がある。

注

1)ステイクホルダー社会という名称、は用いていないが、Grayet al. [1987]およびGrayet al. [1996] 

では、企業がさまざまなステイクホルダーに及ぼす影響をその性質の違い第1次から第3次までの

同心円状に説明している。
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2)本稿の目的は、社会環境情報開示の論拠の前提となっていると考えられる人間観の検討である。

これは、いわば人間のモデルの検討である。通常、モデ、ルとは現実を単純化してあらわすことであ

り(ヴアリアン [2000]3頁)、一般的には数値や記号を用いて現実の変化を示すための手段である。

モデルはあくまで現実を説明するための手段であり、モデ、ルのためのモデノレ構築ではなく、モデル

の現実妥当性が問題となる。

3) r合理的ではない」人間の集合である組織が「合理的」になりうる可能性の説明として、例えば、

人間の能力のうち60%は合理的であって40%が非合理的であると理解すれば、個々人の得意・不得

意分野を相殺することによって組織全体としては合理的に行動することができるという解釈は可能

である。あるいは、合理的ではない部分、限界ある部分をコンビュータによって代替することがで

きると考えることも可能である。しかしながら、個人の能力全体がおしなべて60%程度の唆味な合

理性しかもたないと考えれば、そのような個人が集まる組織および市場が合理的であるという理解

は難しい。また、 r合理的で、はない』という場合、いったい人間の何が限定されているのかについ

ては、必ずしも明確ではない。

4)自然発生的に説明責任(アカウンタピリティ)に関する権利一義務関係が生じるわけではなく、

歴史的にみれば、株式会社の発生とその社会的認知という目的のために、株主と経営者との聞に委

託ー受託関係をもとにした説明責任のサイクル設定しておくことが社会的に不可欠の条件であった

とみる方が自然である。

5)例えば、向山 [1995]、向山 [2003]第5、6章を参照。
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昨年秋、社会関連会計学会全国大会において、本論の基(もとい)をなす報告をさせていた

だいた。報告後、山上達人先生が午前中でお帰りになられる、ということで、先生より特別に

内容についての貴重なコメントを頂いた。そして、この問答が、山上達人先生にお目にかかる

最後になってしまった。この真に尊敬に値する偉大な先駆者を失ったことは、学会にとって大

きな損失であるが、私個人にとってもまた痛恨の思いであった。

さて、拙論は、山上先生の構築されたアカウンタビリティ学説に依拠して構築した「環境の

複式簿記」についての試論である。およそ、(複式)簿記は「会計の器」などではなく、「会計

の本体」そのものである。しかしながら、「環境会計」においては洋の東西を間わず、この常識

が通用していない。つまり、今に至るまで、「簿記なき会計」である。この事実は、(山上先生

のターミノロジーに従えば) r環境J会計においても、環境「会計Jにおいても変わらない。そ

して、複式簿記の基本特性が、包括性、秩序性および検証可能性であることを考えれば、『簿記

の不在J がなにを意味するか、おおよその想像はっこう。

しかしながら、 1992年から93年にかけてのドイツ留学時代に、ザンクトガレンにおいて、直

にエコロジー簿記の泰斗ミュラー=ヴェンク教授 (RuediMuller-Wenk) の薫陶を受けた筆

者には、ミュラー=ヴェンク教授の生み出したユニークなパラダイムを超えることなどは、つい

ぞできなかった。したがって、本来的に単式簿記であるエコロジー簿記を超える「複式簿記」

の構想など問題外であった。つまり「単式簿記の呪縛」から自由になれなかったのである。

これが私の「限界」であることを気づかせてくれ、環境会計の基となる複式簿記が必要であ

ること、そして「ひょっとして、それが実現可能である」ということを強く示唆してくれたの

が、ミュンスター大学大学院で学ぶ若き学究である東健太郎君であった。そして、その際最大

の難関を突破させてくれる原動力となったものが、山上先生のアカウンタビリティをめぐる卓

越した基本ドクトリンであった。以下の論述は、これらの貴重な示唆に対して、筆者がそれに

応える形で作成した、まことに出来の悪いレポートであり、はたして天国に旅立たれた山上先

生がこれに合格点をくれるか、不安なものである。
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E 環境負荷を複式記入の論拠

環境負荷を複式簿記システムによって計算し把握する理由は、概要つぎの5点である。

(1) ミュラー=ヴェンク以来、エコロジー簿記(エコバランス)は、単純なインプット=アウ

トプット計算による「単式簿記」としてしか展開されなかった九そこで、原価計算(工業

簿記)と相応する形での、厳密な環境負荷の計算もまた不可能である2)。

(2) エコロジー簿記(エコバランス)が原理的に単式簿記システム(インプット=アウトプッ

ト記入のみ)であるため、いわゆる持分(エクイティ)勘定において、責任関係(アカウ

ンタピリティ)を明瞭に表現する方法がない。同時に、フロー系とストック系の勘定の区

別もなく、これまた持分概念を不可能にしている。

(3) WBCSD (W orld Business Council for Sustainable Development:世界環境経済人協

議会)の主張するエコ・エフィシャンシー (Eco-efficiency:環境経営的効率性)は、経済

数値と環境負荷の突合せ(例えば、利益/環境負荷)で算定される的。その際、前者は複式

簿記によって、後者は単式簿記によって計算されるため、原理的に対応しない。つまり、

会計学で重視される、厳密な期間限定 (Periodenabgrenzung)や対応原則 (Matching 

Principle) を満足させない概算値しか示せない4)。

(4) 排出権取引や環境税 (C02税)導入に関わり、 C02に代表される環境負荷の厳密に「期

間的なJ (会計期間を集計単位とする)計算・把握が必要とされるが、現状の単式簿記では、

それに対処できない。

(5) BUWAL (Bundesamt fur Umwelt， Wald und Landschaft:スイス環境森林景観庁)

SUR297や JEPIX (Environmental Policy Priorities Index for J apan:環境政策優先度

指数)5) に代表される、環境負荷の単一指数 (singleunit)による統一的評価が制度化し

てきているので、これら環境上の価格による環境簿記(エコバランス作成)が可能になる

条件が整った。

以上のような理由により、環境負荷の複式記入、すなわち複式簿記システムによるエコバラ

ンスの作成の必要が認められる。本稿においては、さしあたり、その理論的基礎というべきも

のを示したい。

E 環境負荷の複式記帳の原理

環境負荷の複式簿記においては、基本的につぎのような(財務会計における資産、負債、資

本、収益および費用に相当する) 5つのカテゴリーの勘定を設定する。



複式簿記による環境会計の実践環境負荷の期間的計算ー 21 

<財務会計上の資産に相当する科目>

(1) 環境負荷勘定 (EnvironmentalImpact: EI) 環境負荷を担う給付(仕掛品、製品など)

を表現する、資産勘定;最終的に製品に集合される環境負荷をストックとして表現;財務

会計上の原材料、仕掛品、製品などから類推可能。

<財務会計上の持分(負債)に相当する科目>

(2) 朱実現環境負荷責任 (UnrealizedEnvironmentallmpact: UREI) :企業が責任とリスク

を負う製品環境負荷算定に関わり当期に認識されたが、(製品使用に伴い発生するので)認

識時点ではいまだ未実現(未発生)の環境負荷・リスクに関わる(将来)責任，財務会計

上の負債性引当金から類推可能。

<財務会計上の持分(資本)に相当する科目>

(3) 環境負荷責任勘定 (Responsibilityfor Environmentallmpact: REI) :企業が自ら発生さ

せた環境負荷に関して社会に対して負う責任(=社会責任);財務会計上の資本から類推可

能

<財務会計上の収益に相当する科目>

は) 環境負荷責任設定勘定 (Chargeof Responsibility for Environmentallmpact: CREI) : 

(3)環境負荷責任増加の原因;財務会計上の資本の増加であり、収益に替えることもできる

が、環境負荷の計算においては厳密な意味での収益概念は存在しない。

<財務会計上の費用に穏当する科目>

(5) 環境負荷責任解除勘定(Dischargeof Responsibility for Environmentallmpact: DREI): 

(4)環境負荷責任減少の原因;財務会計上の資本の減少であり、費用に嘗えることもできる

が、環境負荷の計算においては厳密な意味での費用概念は存在しない。

(1) 環境負荷の複式簿記では、「環境負荷勘定J (例えば、 COz勘定)を、財務会計上の資産

に相当する「ストック系の勘定」として設置して、段階を追った製品原価計算を実施する。「環

境負荷勘定」の位置づけをあえて財務会計上の勘定で例えて言えば、プラスの価値を体現する

原材料、仕掛品、製品などの「資産勘定」に相当する勘定と言えよう。

この根本的意味は、最終的に製品にまで把握集計される環境負荷を、『環境負荷 (COz)とい

うマイナスの価値(外部不経済)Jをもっ資産と考える、ということであり、その(マイナスの)

資産に対して企業は最後まで「責任を有する」ということである。

したがって、「環境負荷勘定」の残高は、基本的に企業がコントロールでき、責任を有する環

境負荷の価値をさす。この責任の大きさは一一(3)r環境負荷責任勘定」で表現されるーーは、

製品が販売され杜会に移っても一一環境負荷ー製品勘定から環境負荷ー販売勘定に転記される一一

基本的には変化せず、(かえって)製品販売に従って累積する性質のものである。

環境負荷が解除されるのは、企業が製品を他企業に販売して(他企業に)責任を転嫁できる
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場合と、 C02削減のための自主的努力を実施した場合のみである(後で述べる「減価償却Jに

類似した記帳処理を除く)。

例えば、自動車、冷蔵庫、エアコンなどの耐久消費財においては、フローとしての環境負荷

が、製品販売後数年から10年程度まで発生することが考えられるが、簿記上の環境負荷の勘定

を、費用勘定ではなく、いったんは資産勘定として、すなわち(マイナスの価値である外部不

経済を表現する)ストックとして設置して、フローである「環境負荷責任設定勘定J (環境負荷

勘定の増加記入の原因を表現する、財務会計上の収益系列)と『環境負荷責任解除勘定J (環境

負荷勘定の減少記入の原因を表現する、財務会計上の費用系列)と対立させることは、以下に

展開するような合理的計算にとっては重要な工夫である。

ただし、環境負荷自体は当初はフロー(=費用)として認識され、それが製品に帰着するに

及んでストック(=資産)として認識される、と考えることができる。したがって、「資産」と

はいうものの、計算プロセス全体にわたって「費用(原価)Jとしての性質が強い。この性質は、

原価計算上、原価が費用であるとともに、資産でもあり、製品原価が製品製造に関わり費消さ

れた原価を表現するとともに、また棚卸資産の価値を表現することから類推可能である。

(2) r朱実現環境負荷勘定」は、いまだ環境負荷が発生していないが、消費者の製品使用を

原因として、将来発生が合理的に見込まれる環境負荷を表現する。相手勘定記入は環境負荷責

任設定勘定であり、この部分の環境負荷に対して、企業は包括的に責任を有することがここで

宣言される。また、製品に関する環境負荷を(財務会計の収益に正確に対応させるために)販

売時にすべて認識するために、このような財務会計上の未収収益と同様の処理をする必要があ

る(あるいは、負債性引当金からも類推できる)。

この『未実現環境負荷勘定」は、製品の使用において毎年環境負荷が実現する(=実際に発

生する)事実に比例して、製品耐周年数中にわたって、毎年(貸方の) r環境負荷責任設定勘定」

に一定額振り返られる。これは、社会において環境負荷が実際に発生している事実に伴って、

同額の環境負荷責任が発生することを表現する。

(3) 他方、エコロジー簿記の複式化には、企業の社会責任を表現する「持分関係の科目」を

設定することが必要である。持分勘定である、 r環境負荷責任勘定」は、企業の環境負荷に関す

る社会的責任全体を表現する。この勘定の性質をあえて財務会計に例えるならば、資本金勘定

(株式会社の資本金ではなく、簿記原理でいうところの資本カテゴリーの総計としての資本金)

となろう。ただし、環境負荷責任勘定を咋土会に対する責任」として捉えるならば、これを「社

会に対する負債」として考えることも可能である。

持分である企業資本カテゴリーが、およそ株主の企業への資本拠出に対する企業側の責任を

表現するとすれば、この『環境負荷責任勘定」は社会へ環境負荷を放出してしまったことへの

企業の責任を(ストックである持分として)表現する。

(4) 財務会計の簿記同様、環境負荷責任勘定は、期中は、直接は動かさず、フローである r環
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境負荷責任設定勘定J (r環境負荷勘定」の増加記入の原因を表現する、財務会計上の収益系列)

によって、増加記入する。

(5) また、 r環埠負荷責任解除勘定J (r環境負荷勘定」の減少記入の原因を表現する、財務会

計上の費用系列)によって、その減少を表現し、期末にそれらのフロー残高がストックとして

の環境負荷責任勘定から差し引かれる。

なお、認識された「環境負荷ー製品販売勘定」の金額は、環境負荷責任解除勘定を毎期巻末

に設定することによって、耐周年数にわたって償却され、毎年同額ずつ環境負荷責任勘定の金

額が減少することになる。

W 環境負荷の複式簿記の例示

(1) 設例

簡単な実例、日本自動車工業会による LCAケーススタディを使用したい。 (1)原料採掘・素

材製造から(2)部品製造・自動車製造、 (3)走行・使用、 (4)維持・管理、 (5)廃棄・リサイクノレ

の5つのステージを取り扱う。扱っている環境負荷物質は C02のみである。

それぞれの段階での環境負荷 (C02)の発生は、以下の通りである [Kobayashi(1996)の数

値を使用]。

・原料採掘・素材製造:7.1% = 1， 845kg 

・部品製造・自動車製造:4.0% = 1， 039kg 

.走行・使用:85.8% = 22，297kg 

・維持・管理:1.4% = 364kg 

・廃棄・リサイクノレ:0.04% = lOkg 

.輸送:1. 7% = 442kg 

*環境負荷 (C02)全体(乗用車1台の生涯 C02排出)=25，987kg、また以後の計算では・輸

送に関わる環境負荷は販売時に発生したとして、販売段階で計算することにする。

(2) 使用する勘定

<財務会計上の資産に相当する科目>

環境負荷 (E1)ー索材製造(いわゆる「第l工程」に相当)

環境負荷 (E1)一部品組立(いわゆる「第2工程」に相当)

環境負街 (E1)ー製晶製造

環境負荷 (E1)ー製品運搬

環境負荷 (E1)ー製晶販売
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<財務会計上の負債に相当する科目>

未実現環境負荷責任(UREI):製品使用が原因で将来発生する環境負荷。製品環境負荷算定に

関わり認識したが、認識時点ではいまだ未実現(未発生)の環境負荷;負債性引当金に類する。

<財務会計上の資本(ないしは負債)に相当する科目>

環境負荷責任 (R日):資本(=社会責任)

<財務会計上の収益に相当する科目>

環境負荷責任設定 (CREI):資本(=社会責任)増加の原因

<財務会計上の費用に相当する科目>

環境負荷責任解除 (DREI):資本(=社会責任)減少の原因

なお、計算上の仮定としては、各工程(設例では2つの工程)における発生原価を次工程に累

加していく、いわゆる「累加法」による通算計算方式を採用する。

回) モデル計算:仕訳と勘定記入

説明

1 )自然環境から採掘された原料から得られた素材を製造のため購入した:1，845kgの C02を

含む。

2) 1)で購入した素材を部品の組立に使用する。

3)部品を組み立て自動車を製造する:1，039kgの C02が発生。

4) 3)の自動車の製造が完成し、倉庫に待機する。

5)購入者(一般消費者ないしは他企業)のもとに販売された自動車を運搬する 442kgのC02

が発生。

6) 自動車の走行・使用によって、将来10年聞にわたって 22，297kgの C02が発生することが

予想される。

7) 自動車の維持・管理によって、将来10年聞にわたって 364kgの C02が発生することが予

想される。

8) 10年後の廃棄・リサイクルによって、 10kgの C02の発生が予想される。

9) 4)から 8) までの環境負荷を販売された製品に帰着させ、販売された製品に関わるすべ

ての環境負荷を、「環境負荷ー製品販売勘定J に集計する。

なお、「環境負荷一製品販売勘定Jの金額は、財務会計で言うところの『売上原価勘定」で

あるが、財務会計とは異なり、「環境負荷一製品販売」で表現される販売された製品に帰属す

る環境負荷数値は、販売によって相殺はされず、製品の除却等によってはじめて償却される。

なぜなら、製品はその耐周年数にわたって電力消費やガソリン消費などによって、社会にお

いて環境負荷を発生させ続けるからであり、基本的に企業はその責任を製品耐用年数にわたっ
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て負う、と考えるからである。

10) 1)、3)および5)の「環境負荷責任設定勘定」を「環境負荷責任勘定Jに振り返る。

11)製品(自動車)の平均耐周年数を10年と想定し、 6)、7)および8)の「未実現環境負荷

責任勘定」の仕訳金額の10%の価値を、向こう 10年聞にわたって『環境負荷責任(設定)勘定」

に振り替える。

12)製品(自動車)の平均耐周年数を10年と想定し、 9)の「環境負荷一製品販売勘定」の仕

訳金額の10%の価値を、向こう 10年聞にわたって環境負荷責任勘定と相殺消去するため、環

境負荷責任解除勘定に仕訳する。

13) r環境負荷責任設定勘定」と「環境負荷責任解除勘定」を「環境負荷責任勘定」に振り替え

る。

仕訳

<自動車を最終消費者に販売した場合、耐周年数10年>

1)環境負荷一素材製造 1，845 環境負荷責任設定 1，845 

2)環境負荷一部品組立 1，845 

3)環境負荷一部品組立し039

4)環境負荷一製品製造 2，884 

5)環境負荷一製品運搬 442 

6)環境負荷ー製品使用 22，297 

7)環境負荷一維持管理 364 

8)環境負荷一廃棄処理 10 

9)環境負荷一製品販売 25，997 

10)環境負荷責任設定 3，326 

<同様の条件のもとでの次期以降の仕訳>

11)未実現環境負荷責任 2，267

12)環境負荷責任解除 2，600 

13)環境負荷責任設定 2，267 

環境負荷責任 2，600 

環境負荷一素材製造 1，845

環境負荷責任設定 1，039

環境負荷一部品組立 2，884

環境負荷責任設定 442

未実現環境負荷責任 22，297

未実現環境負荷責任 364

未実現環境負荷責任 10

環境負荷ー製品製造 2，884

環境負荷一製品運搬 442

環境負荷一製品使用 22，297

環境負荷一維持管理 364

環境負荷一廃棄処理 10

環境負荷責任 3，326 

環境負荷責任設定 2，267

環境負荷ー製品販売 2，600

環境負荷責任 2，267

環境負荷責任解除 2，600
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<自動車を他企業に販売した場合、耐周年数10年 >

10)まで上記同様。

14)環境負荷責任 3，326 環境負荷一製品販売 25，997

来実現環境負荷責任 22，671

<同様の条件のもとでの次期以降の仕訳>

仕訳なし

集合勘定表

*期末時点で作成、1)から10)までを反映したもの。

集合ストック表(貸借対照表)

環境負荷一製品販売 25，997 I未実現環境負荷責任

環境負荷責任

集合フロー表(損益計算書)

環境負荷責任解除 o I環境負荷責任設定

単位:kg 

22，671 

3，326 

単位:kg 

3，326 

第 1の集合ストック表(財務会計の貸借対照表に相当)では、借方(左側)の「環境負荷一

製品販売J25，997に対して、貸方(右側)の「未実現環境負荷責任J22，671および「環境負荷

責任J 3，326が対立する。「環境負荷ー製品販売」は今期に販売された製品に対応する(=製品

に帰属する・含有される・集合される)環境負荷 C02の kg数値である。
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これは、設例を簡単にするため、今期末に製造プロセスでは仕掛品が存在せず、さらに製造

された製品すべてが完全に販売されたことになっているので、このように計算できる。しかし、

通常は、仕掛品や製品在庫が存在するので、それらの在庫品に含まれる環境負荷 C02も、この

集合ストック表に掲載されることになる。

重要なことは、たとえ販売された製品であっても、自動車(あるいは冷蔵庫、エアコン)な

ど、以降数年にわたって、エネノレギー(石油、電力)を消費することによって環境負荷 C02を

放出し続けるので、この部分の環境負荷を企業責任と考えて、企業の環境負荷ストック表に、(義

務を解除しない状態で)掲載し続けることである。

ただし、これらの次期以降に排出される環境負荷部分は、現実に会計期間以前あるいは会計

期間中に発生し実現した損害(外部不経済)ではなく、あくまでも平均的使用・消費を想定し

た推計なので、一般に平均値などを利用した推定計算を実施する必要があり、また事故や故障

などのリスク考慮も必要となるために、何らかの基礎に基づいて<合理的に推定>する必要が

ある。この部分(貸方(右側)の「未実現環境負荷責任J 22，671)の計算を、制度的財務会計

における修繕引当金や製品保証引当金などの、収益との対応関係と原価発生原因原則に基づき

理論的に設定される「負債性引当金」から類推するのは、このためである。

もうひとつの貸方(右側) r環境負荷責任J3，326は、これまで企業内において現実に発生し

た環境負荷を、企業の社会的責任として表現する項目であり、通常の財務的会計における資本

勘定に相当するものである。

第2の、集合フロー表(財務会計の損益計算書に相当)では、借方(左側)の環境負荷責任解

除 0と貸方(右側)の環境負荷責任設定 3，326が対立する形式となり、これらの差額が 3，326

が、集合ストック表の環境負荷責任勘定 3，326に振り替えられる。

今期に認識された環境負荷は、次期以降に (10年聞にわたって)責任解除されていくが、今

期中にはこの計算はなされないので、 0となる6)。

また、今期においては、前期からのストックがないので、集合フロー勘定からの振替額(全

額)のみが、集合ストック表の「環境負荷責任勘定J を形成することになる。次期以降は、『環

境負荷責任勘定」はストックとして、累積される。このような計算思考は、財務的会計におけ

る、損益の資本振替取引(決算における損益振替仕訳)と同様である。

V まとめと展望

ドイツにおけるシュマーレンバッハ (EugenSchmalenbach)、アメリカにおけるべイトン

(Wiliam Paton)とリトルトン (Ana1iasChar1es Littleton)などに代表される今日の動態論

会計を規定において支えてきたのは『複式簿記』の精妙かっ骨太の仕組みである。

この巧みなシステムに着目して、エコバランスによる環境負荷の計算にこれを応用して、従来、
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インプット・フローとアウトプット・フローの、会計的に見れば単純な(単純すぎる?)単式

記入システムを、ストック勘定とフロー勘定をもち、かつ、企業の社会責任を表現する、「持分

系の勘定」を備えた複式簿記のシステムに設計しなおすことを試みた7)。

「環境負荷(外部不経済、外部費用)Jというものの本質が、企業収益という社会的付加価値

を一一この場合、社会的という言葉は、最終的に社会に還元されるベネフィットという意味で

ある一一創造するための、不可避のコスト(社会費用)と考え、しかも、このコストに企業が

r社会責任』を有する一一この場合、社会的という言葉は、従業員や消費者を越えて社会全体

に対して責任を負う、という意味である一一、という考え方が、本稿の環境複式簿記の本質で

ある。

この後者の(貸方の) r環境負荷責任勘定Jを、財務会計上の「資本」に相当する概念と考え

るか、それとも「負債」に相当する概念と考えるか、という点はなお議論のある点と考えるが、

本稿では、ロブ=グレイ (RobGray)や山上達人教授の主張する「企業の社会的アカウンタピ

リティ(環境アカウンタピリティ)Jという発想を重視して、アカウンタピリティ関係を想定す

ることにより、負債としてよりも資本として捉えることの合理性を選択した。

さらに、本稿では C02だけの kg単位による把握に終始したが、これをさらに拡張して、究

極的には全環境負荷の統一的、ホーリスティックな把握へと展開することが必要である。

それには、スイスにおけるBUWAL SUR 297 aundesamt fur Umwelt， Wald und Landschaft 

侶UWAL) (1998)]やわが国におけるJEPIX[Miyazaki， Siegenthaler， Shinozuka， Kumagai 

and Nagayama (2003); Miy沼北i， Siegenthaler， Schoenbaum， Azuma (2004) ]にある、

環境負荷単位 (UBP，EIP、ないしはエコポイント EP)を使用する、単一指標によるエコバラ

ンスをベースにしての、複式簿記実行が必要であるが、その実行は理論的には本稿で展開した

複式簿記システムにより矛盾なく実行できる。問題があるとすれば、それはむしろ、社会的に

そのような環境会計を実施する条件がすでに熟しているか、ないしは成熟しつつあるか、とい

うことであろう。

迫り来る地球温暖化をはじめとする環境問題の目前の脅威を前にして、そのような条件整備

もあわせて、関係者の主体的努力がせつに望まれる。

注解

1) ミュラー=ヴエンクは、しかしながら、単式簿記あるいは複式簿記といった区別については、言及して

いない [Muller-Wenk (1978) ]. 

2)環境負荷は、原価計算における原価と同様(ないしは、環境原価計算における環境原価と同様 [BUM

und UBA (1996) S. 58;宮崎監訳 (2000)p. 53])、継続的かつ段階的に計算すべきである。

3)統合的環境系形の概念にも続くエコ・エフィシャンシーについては、実に様々な形態が存在する[宮崎

(2001) ; Schaltegger and Buロitt(2000) p. 362;宮崎監訳 (2003)p. 449].わが国では、現在、環境

報告書だけを見ても、優にw数種を超えるエコ・エフイシャンシーの概念規定が存在する[川村 (2002)
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p.38]. 

4) r(費用収益)対応原則』企業の経営活動において発生する費用と収益の、可能な限り正確な対応計算が

要求されている [Miyazaki(1990) ]。

5) JEPIXOapan Environmental Policy Priorities lndex， www.jepix.org [Miyazaki， N.， C. Siegenthaler， 

E. Shinozuka， S. Kumagai and A. Nagayama(2003); Miyazaki， N.， C. Siegentha1er， T. Schoenbaum， 

K. Azuma (2004) ])は、基本的に、 BUWAL SRU 297 [BUW AL (1998) ]のエコ希少性手法に基づい

て設計されている。今日、キャノン、東京電力、コマツ、サントリーなど、 27社のわが国を代表する大

企業が、エコロジ一志向の企業連合のアクショングループである JEPIX-FORUM(代表:筆者)を結成

し、 JEPIXによるエコバランスのベンチマークをPCソフトを使用して実施している[その成果について

は、宮崎 (2004)を参照のこと]。なおこの成果については、 2004年3月にドイツのリューネブルクで開催

されたEMAN年次総会でも発表され、反響を呼んだ。

6)生産された製品の減価償却期間にわたって発生させた環境負荷(に関わる企業責任)を解除 (discha屯e)

していく、という手続思考に対しては、報告の席上で、富増和彦教授(奈良産業大学)より批判的見解を

頂いたことを記すとともに、ご意見に感謝したい。

7)ここでフローといっても、動態論のフローとは「対流するフロー」である a そして、これらフロー(財

貨フロー)と反対フロー(貨幣フロー)の関係が、動的貸借対照表論の出発点をなす [Schmalenbach(1939); 

土岐政蔵 (1956)， Wa1b (1926)・戸田 (1988)および Kosiol(1954)・高田正淳 (1960)]。この対流

関係の不在が環境簿記の困難性の一因である。
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環境省が1997年に「環境報告書作成ガイドライン」を公表したのを契機に、環境保全に向け

た自社の取組を情報開示する企業は着実に増加している。環境省の「平成14年度環境にやさし

い企業行動調査結果」によれば、平成14年度における環境報告書作成企業数は650社に達してい

る(環境省、 2003，6頁)。

しかし、そうした情報の利用者及び利用目的については、分献上では利用者として、広くス

テイクホルダーを指し、利用目的としてステイクホルダーの利用目的と言われるものの、情報

発信者である企業が、具体的に、どのようなステイクホルダーの、どのような利用目的を特定

しているのかについては、未だ明確に判明しているとは言い難い1)。

そこで、環境情報作成者が想定し、期待する利用者及び利用目的を識別し、今後の環境情報

開示効果の測定に関する研究に足掛かりを提供することを目的に、企業における環境情報開示

目的を調査したへ

調査対象、調査方法および回答期限は下記の通りである。

・調査対象;環境報告書作成企業 (2003年5月末現在)

調査票発送会社数 562社

回答会社数 206社

(内有効回答196社(回答率34.9%)) 

.調査方法;アンケート調査

-回答期限;2003年6月5日"'7月31日

I 調査の概要

本調査は、対象企業の業種分類に始まる下記の18項目の質問から構成されている。

① 環境報告書の公表開始時期

② 環境報告書の公表形式

③ 環境報告書の発行頻度
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環境報告書の発行部数④

⑤

⑥

 

環境報告書の発行月

環境報告書のサイズ

環境報告書の頁数

第三書レビューの有無

環境報告書の作成費

制度情報作成費に対する環境報告書作成費の割合

環境報告書の利用者

想定される利用目的

期待している環境報告書利用者

期待する利用目的

環境情報の現在の開示媒体

⑦ 

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑮

 

環境情報の今後の開示媒体

過去に経験した環境情報開示の影響⑫ 

1 S 014001の認証取得⑮ 

本稿の狙いは、環境報告書の利用者と利用目的を識別することにあるので、調査項目⑪~⑭

を中心に検討する3)。

環境報告書の利用者と利用目的E 

内容の検討に際し、企業が自社の環境報告書を現在最も頻繁に利用していると想定する利用

頻度 1位利用者および当該利用者の利用目的と、利用を最も期待する 1位利用者および当該1

位利用者の利用目的を比較する。調査では、想定利用・期待利用とも 1から 5位までを回答す

るように求めているので、比較に際し、各回答に次の順位点を付与した。

5点1位利用

4点2位利用

3点3位利用

2点4位利用

1点5位利用

3段階で行う。先ず、①回答企業が現在利用していると想定している利用者および検討は、

回答企業が利用を希望し期待する利用者と利用目的との全体比較を行う。次に、利用目的と、

②想定利用、期待利用それぞれについて、利用者別に利用目的を検討する。最後に、③想定利

用、期待利用それぞれについて、業種別比較を行う。
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(1) 利用者と利用目的の全体比較

i )利用者

表1 利用者順位

順位
想定される利用者 期待する利用者

利用者 総点 利用者 l位点 利用者 総点 利用者

1 取引先 564 取引先 280 取引先 516 取引先

2 従業員 515 従業員 275 消費者 421 消費者

3 研究調査機関 332 消費者 120 従業員 356 株主

4 消費者 296 株主 90 株主 349 従業員

5 株主 235 研究調査機関 70 地域住民 274 投資家

6 アナリスト 184 アナリスト 25 投資家 265 地域住民

7 エコフアンド 157 エコフアンド 20 エコフアンド 159 エコファンド

8 地域住民 142 環境保護団体 20 アナリスト 157 研究調査機関

9 環境保護団体 138 投資家 15 環境保護団体 94 アナリスト

10 投資家 121 地域住民 10 研究調査機関 84 環境保護団体

11 政府機関 72 政府機関 0政府機関 43 政府機関

1位点

285 

250 

135 

110 

50 

40 

25 

15 

5 

5 

5 

表 1は、想定利用者としても期待利用者としても、また総点でも 1位点でも取引先が最高で、

政府機闘が最低であることを示している。そのほか、想定利用者・期待利用者聞の順位で注目

すべきは、消費者および地域住民の順位が、想定利用者の場合よりも期待利用者の場合の方が

上がっているのに対して、従業員および研究調査機関の順位が下がっていることである。

調査の段階では、投資者を現在の投資家としての「株主」と将来の投資家としての「投資家」

に分けて回答を求めたが、現在と将来を含めた広義の投資家として「株主J と「投資家」を合

算すると表2のようになる。

表2 利用者服位(株主・投資家合算の場合)

順位
想定される利用者 期待する利用者

利用者 総点 利用者 l位点 利用者 総点 利用者 1位点

1 取引先 564 取引先 280 株主・投資家 614 取引先 285 

2 従業員 515 従業員 275 取引先 516 消費者 250 

3 株主・投資家 356 消費者 120 消費者 421 株主投資家 185 

4 研究調査機関 332 株主・投資家 105 従業員 356 従業員 110 

5 消費者 296 研究調査機関 70 地域住民 274 地域住民 40 

6 アナリスト 184 アナリスト 25 エコフアンド 159 エコファンド 25 

7 エコフアンド 157 エコファンド 20 アナリスト 157 研究調査機関 15 

8 地域住民 142 環境保護団体 20 環境保護団体 94 アナリスト 5 

9 環境保護団体 138 地域住民 10 研究調査機関 84 環境保護団体 5 

10 政府機関 72 政府機関 0政府機関 43 政府機関 5 
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表1と比べた表2の特徴は、企業が自社の環境報告書の利用者として期待する利用者のトッ

プに株主・投資家が躍進する点に尽きる。このことは、企業にとって、財務情報はもとより環

境情報の利用者としても株主・投資家を最優先に、彼等の情報行動を強く意識した環境情報開

示の展開が、企業経営戦略遂行上の極めて重要な課題となることを意味している。

以上の他、利用者の順位について総合的に指摘し得るのは、企業が自社の環境報告書の利用

者として、取引先、消費者、従業員および地域住民に期待していることが判明した点である。

問題は、これらの利用者がどのような目的に環境報告書を利用しているのかである。次に、利

用目的に関する調査結果を検討しよう。

ii)利用目的

利用目的に関する回答を分析するにあたり、前項で記したと同様の順位点を各利用目的に付

与した後、個々の利用目的の現実の想定順位と期待順位との聞のマッチングを表3のように行

うことによる対応点を使って分析した。

表3 利用目的に関する現実と期待とのマッチング

順位点
現実の想定利用 期待利用 現実の想定利用目的順位と 対応点

目的順位 目的順位 期待利用目的順位の対応 (平均点)

5 l l 1・1 5.0 

4 2 2 1・2 4.5 

3 3 3 1 . 3 4.0 

2 4 4 1・4 3.5 

l 5 5 1・5 3.0 

2.2 4.0 

2・3 3.5 

2・4 3.0 

2，5 2.5 

3 . 3 3.0 

3・4 2.5 

3 . 5 2.0 

4・4 2.0 

4・5 1.5 

5・5 1.0 
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表4 利用頻度1位利用者の想定・期待対応度

順位 利用目的 度数 平均値 標準偏差

1 製品安全性評価 52 3.83 1.07048 

2 環境マネジメントシステム評価 78 3.65 1.206873 

3 環境R&D評価 96 3.44 1.323611 

4 就労環境評価 16 3.41 1.128698 

5 グリーン調達パフォーマンス評価 60 3.40 1.237822 

6 美観保全パフォーマンス評価 26 3.38 1.430438 

7 資源・エネルギーパフォーマンス評価 91 3.32 1.298233 

8 C02排出抑制パフォーマンス評価 87 3.32 1.278119 

9 環境復元パフォーマンス評価 26 3.31 1.208941 

10 環境コミュニケーシヨン努力 60 3.23 1.226214 

11 リサイクル・廃棄物処理パフォーマンス評価 112 3.20 1.125777 

12 社会的イメージ形成 55 3.15 1.394011 

13 財務特性評価 31 3.02 1.535599 

表5 期待利用1位利用者の期待・想定対応度

順位 利用目的 度数 平均値 標準偏差 | 
1 製品安全性評価 60 3.90 0.9602261 

2 環境マネジメントシステム評価 69 3.69 1.197735 

3 環境R&D評価 98 3.64 1.342756 

4 環境復元パフォーマンス評価 31 3.61 1.093234 

5 美観保全パフォーマンス評価 26 3.60 1.349216 

6 就労環境評価 16 3.47 1.231107 

7 資源・エネルギーパフォーマンス評価 81 3.33 1.335011 

8 グリーン調達ノ号フォーマンス評価 60 3.33 1.288229 

9 環境コミュニケーション努力 66 3.30 1.291919 

10 C02排出抑制パフォーマンス評価 74 3.29 1.354866 

11 社会的イメージ形成 60 3.26 1.338769 

12 財務特性評価 30 3.22 1.601095 

13 リサイクノレ・廃棄物処理パフォーマンス評価 106 3.12 1.258404 

表4および表5は、利用目的の分析結果を示している。両表は、現実の想定利用頻度1位利

用者を中心に見ても、期待利用 1位利用者を中心に見ても、環境報告書の利用者が最も重視す

る利用目的は製品安全性の評価であり、次いで、環境マネジメントシステム評価、環境研究開

発評価と続く、と情報提供者である企業は考えていることを示している。

また、特定の利用目的の想定利用頻度 1位利用者と期待利用 1位利用者聞の順位の変動に目
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を向けると、環境復元パフォーマンス評価が想定利用頻度l位利用者の場合の9位、 3.31ポイ

ントから期待利用 1位利用者の場合の4位、 3.61ポイントに上昇しているのが注目に値する。

このことは、上記の3利用目的項目に次いで、環境復元パフォーマンスの評価にも自社の環境

報告書が使われることを企業が期待していることを意味している。

(2) 利用者別利用目的

表6 利用頻度1位利用者の利用目的想定・期待対応度

ご護 ス C ノフ号サリ ング
価評環審 努霊

皇価室Z 震 社ヨ的~ 主
Z調要L 

ス・ オイ コ R 

対応度
価評エ lク フノE号

、、、 & イ

主盈を
-マノレ ニL D メ

利用者

議
フ フ ーー メ

価評指標 フ オ オ ケ L〆 ジ
オ フ ト

成形フ オ マ マ シ シ
オ -マ ン ン ヨ ス

ン 理 -マ ス ス ン ア

株 主 平均値 3.45 3.05 3.06 3.44 3.46 3.63 3.61 3.60 3.69 3.64 3.45 3.64 3.02 
......・・・・.........・・・・・・・ー・・・・・・・ーー・ .................... .............. .............. ーー..・・・・・......-・.....・・・・・・..-ー......ー・・...ー・・・・・ーー.................... -・・ーーーー・・・・・・・・ .....‘.......... .............. .............. -ー........................... 

度数 44 46 52 25 13 15 9 25 26 35 19 46 28 

投 資 家 平均値 3.10 2.92 2.95 3.09 2.94 3.44 3.08 3.40 3.50 3.68 3.23 3.33 2.97 
-・・・・・・...................・・・ー・ーー・・・・ .................... .............. -・・・・・・・6・・・・・ ...・・・.............・・......".-ー・・・・........ー.............-・・・・・a・・・・・・・ ............... .......・...................... .............. ーーー・・・・・・・・・・・............... 

度数 26 26 28 16 9 8 6 15 17 20 11 29 15 

エコファンド 平均値 3.24 3.26 2.95 3.10 2.72 2.38 3.00 3.89 3.05 3.38 2.50 3.56 2.97 
.............................•.•..... ..・・・・・・・・・・...................... .............. ............... -・・・・・・・・・・・ーー・ -・・・・・・・・6・・・・ -・・・・・・・・・・・・4・............•. -・・・4島..........-・・・・・・・・・・....-・・・・・・....・・.-・・・・・・・......-・..・・....・・・..........•..... 

度数 25 23 32 24 9 8 4 18 20 26 8 34 15 

ア ナ リ ス ト 平均値 3.16 3.63 3.18 3.25 3.22 2.90 2.79 3.69 3.09 3.14 2.94 3.30 2.57 
ー-・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・.....-・ー・・・・・・・・・・・......-・・ー・・・・・・・・・4・.............. ............... 6・・・・・・・・・・....-・・・・・・・..・・・・ -・・・・ー・・・.....-・・6・・・・・・・・・・............... ............... ....・・・・・・....-・・・・・・・・・・...-・...‘・・..・...

度数 34 31 40 22 9 10 7 26 22 28 16 40 23 
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度数 70 64 88 54 20 22 13 43 47 63 27 76 44 

従 業 員 平均値 3.32 3.36 3.28 3.34 3.37 3.50 3.50 3.85 3.20 3.77 3.31 3.47 3.01 
-・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .................... -ー・・・・.................... .. .......ーー・・................. .. .............. -・・・4・ー・・・・・・・・ .............. ............. .. -・・・...........-・・・・・・ーー・ーー・・ -・・・・・・・・・・・ー・ -・............ ............. .. 

度数 73 69 89 41 19 19 12 36 49 臼 21 73 45 

消費者 平均値 3.40 3.31 3.31 3.40 3.50 3.25 3.67 4.13 3.16 3.58 2.93 3.24 
3.260 5 ..・............・・・・・・・・・.............

度数 51 48 63 29 11 14 6 24 31 37 14 46 

地域住民 平均値 3.45 3.29 3.29 3.59 4.06 4.36 4.20 4.00 3.05 4.04 2.81 3.65 3.53 
..................・・.........・...・...ー・・............................... -・・・・・・・ー・・・・・・............... ............... .............. .............. .............. ............... .............. .............. .............. .............. ............... 

度数 31 34 45 22 8 7 5 17 20 25 8 34 17 

環境保護団体 平均値 3.29 3.61 3.18 3.14 3.25 3.35 3.39 3.56 3.07 3.48 3.05 3.04 3.53 
-・ーー・ー・・・・・.・・ー・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・.................・......・...ー・・・・・..ー.............-・ー・・・・・・・・・・・ー -・・・ーー.........-・・・・・・ー・・・・・・ .............. .............. ............... -・・・・・・ー.......-・・・・・・・・・....-・............-・・.....・ー....-ー.......・・ー...

度数 28 22 30 18 10 10 9 16 22 26 11 24 18 

政府機関 平均値 3.54 3.60 2.97 3.95 3.38 4.00 4.00 3.50 3.40 4.12 2.70 3.61 3.65 
-・・ー・・・ー・・・・・・・・・・・・・・.......・..・・・・.-・・...・・・・・..............‘・・・・・.................. ............. .. ............... .............. .............. -・・・・・・・・・・・・ー............... -・・・・ーー・.......-・・・........................ -・・・ー・・.................ーー・・・

度数 13 15 19 11 4 3 2 10 10 13 5 18 13 

研究調査機関 平均値 3.41 3.51 3.29 3.41 3.12 3.38 3.14 4.06 3.00 3.53 2.78 3.29 3.28 
-・・・ー・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・ー・・・・ーー・・・・・ -ーー・・・・・・・・・・・・・・・ー・ .............. -・・ーー・・・・・・・・・ ......・・・......-・-・.・・........-・・・・・・・...... -・・...........-・................・....................・・ー・・.............. -・・・・・・・・・ーーーー ーーーー・ー・・・・・・・・............. .. 

度数 55 52 69 35 17 13 7 27 34 48 16 60 29 

表1の想定利用者を総点による順位に従って、表6で示された平均スコア最高点の利用目的

項目を利用者別に示すと、表7のようになる。
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表7 想定利用者別利用目的

想定利用者
最重点利用目的

項 目 名 |平均値

取引先 |製品安全性評価 I 3.95 

従業員 |製品安全性評価 I 3.85 

研究調査機関 |製品安全性評価 I 4.06 

消費者 |製品安全性評価 I 4.13 

株主 環境コミュニケーション評価 3.69 

アナリスト 製品安全性評価 3.69 

エコファンド 製品安全性評価 3.89 

地域住民 |美観保全パフォーマンス評価 I 4.36 

環境保護団体 I C02排出抑制パフォーマンス評価 I 3.61 

投資家 |環境マネジメントシステム評価 I 3.68 

政府機関 環境マネジメントシステム評価 4.12 

表7は、各ステイクホルダーの利害特性を反映している。情報作成者側の視点から見ると、

企業が、自社の環境報告書が、自社製品の安全性評価に多様な利用者に利用されている、との

意識の強さを反映していると見ることも出来る。
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表8 期待利用1位利用者の利用目的期待・想定対応度

ご譲 スC ノフ号サリ ング
評価環境復 価評観保美全

就労 製 努力環境 ム環境
財務特性

環境
社会的

価評O 2 スリ
評価マス. オイ

価評ン
環価境評

コ R 
砧宗古ニネE 

抑制， 、
|ク フノE 号

、、、
ネユ/

& イ
対応度 -マノレ

調達ノ、
ノf ニL

価評
D メ

利用者
ノノギレ号 謀略、/. 

フ フ 一一 メ
価評 エ/指標 フ オ オ ケ ン

オ フ ト
成形

フ オ -マ てF シ シ
オ てF ン ン ヨ ス

ン 理 -マ ス ス ン ア

株 主 平均値 3.33 3.20 2.94 3.43 3.43 3.50 3.30 3.86 3.42 3.51 3.52 3.70 3.23 
ー・ーーーーーーーー'・..ーー...ーーーー・・・・・・ーーーーーーー-

度数 46 44 63 34 21 16 10 33 37 40 24 61 39 

投資家 平均値 3.36 3.07 3.05 3.12 3.41 3.54 3.40 3.95 3.46 3.65 3.47 3.61 3.29 
-・・・・ーー.....・・・・・......・・・・ ・........

度数 43 37 52 34 17 14 10 29 35 39 19 55 31 

エコファンド 平均値 3.10 2.82 2.97 3.53 3.71 3.39 3.71 4.00 3.61 3.72 4.06 3.59 3.33 
-・・・・・‘ー・ ・.・.............・ ・-・・・・・・ー・・・・・・・・ー・・............ ーー・."..ーーーー -・・・・・・・・・ーー・・・ ーーー・・・・・ー・・・・・・ -ー司・・ーーー ーー.......・・. .....ーーー・・・ -・・・・・・・ .・ ... ー・・ ・・・ ..・ーー・ -・ー・。..... .............. -ー・・・・・・・・・・・・ ーー.........""

度数 26 25 31 18 12 9 7 22 23 27 9 32 23 

アナリスト 平均値 3.28 3.17 2.98 3.32 3.73 3.35 3.33 3.89 3.26 3.57 3.19 3.81 2.96 
-・ ・・ー・・・・・・・・・・・・ーー・・・・・・・・ーーー・・・・ -・・ーー・・ー・ ・・・ー... ..・・ーーー・....-・ー ・ー・ー・ -・ー........"-ーー・........... -ー・ ー・. -・............ーー・・ ・ーーー...-・ー・....""...-・ー・・ ・・・・・・・・・ ..・・・ ・ーーー・ー.-・・・ 4・・・ー・ーー・・・ ......ーーーー・・・・ ..........・ー..

度数 30 29 40 22 13 10 6 28 21 21 13 39 26 

取 号| 先 平均値 3.45 3.39 3.19 3.40 3.68 3.68 3.45 3.96 3.29 3.81 3.07 3.68 3.24 
-・ ・・・・・ーー.......・・ーーー・・・・・.....-・・・・ ・・・・・ー・......-・..ーーー・ー・・ ーー・・ ・・・ー・............・・ ... ー・・・・ーーーー・・ー・・ -・・ー・.‘・・...-・・・.......ー， ..・ーー・・・・・・・・ -・・ ・・・.・・.....-・・・......... -・・・・ー・。.....-・・・ー ・.....-・・ー・・ ・........ーー...""...

度数 65 55 85 53 22 19 11 48 50 54 22 77 44 

従 業 員 平均値 3.39 3.42 3.30 3.31 3.50 3.69 3.50 3.89 3.17 3.68 3.17 3.51 3.051 
-・・・・・ ・・................................................ -・・・........ ーー・・ー・・・..................... ............... ............. -・・・a・・・・..-・・・・・ーーーー・・・・ -・...・........................ -・・・・・・・.......ー・ .......... -・・・・・・・.........ーーーー・・ー・ーーー・

度数 56 51 70 35 19 16 9 36 44 46 21 61 38 

消 費 者 平均値 3.38 3.51 3.25 3.23 3.82 3.66 3.90 3.95 3.27 3.66 3.00 3.54 3.44 
.....・・・・.....ー..."...ーーーーーーー・・・・・ー--・ー・・・・・・・・・.....ー・.ー・・・・ーーー・ーーー・・ ー......・・a・・・.-・ーー・・・・・ーーー・..ーーー...ーーー・・・ーー・ ............. ー..・ー・・ーー・・・ー ーー'・・・ーーーー."................ -・・・・・・・・・・ーーー・ -・・・ーー........-・・・・・・・...... a・・・・・・・・・・・..ー・・・・・・・・ ー・・・

度数 51 44 69 35 19 19 10 37 46 40 17 57 36 

地域住民 平均値 3.41 3.39 3.14 3.16 3.77 3.42 3.50 3.79 3.20 3.82 3.06 3.64 3.30 
"..・ーーー・ーー......・・ーーーーーーーー・・・・・ーー・・ー .......ー...・ーーーーーー・・・ -・・ーーー・・・・・・...."..ーーーー....-ー・・・・ーーー・・・・・ー ー...・・・・・・・ーー..-ー・・・・ーーー・・ a・ーー -・・・ー...................・ーーー -・・・・・・・ー・ー・・・・ ーーーーーーー・・・・・・ーー ー・・・・・ ーーーー・・且 -・ー・・ーー...・..ーーー・ー・・・・ ・・・・ .....・・.""".

度数 34 36 52 31 11 12 6 29 32 28 8 47 28 

環境保護団体 平均値 3.43 3.73 2.97 3.37 3.95 3.83 3.29 3.76 3.43 3.71 3.93 3.65 3.76 
-・ーーー・ーーーー・・・・ ・・・・.・・・ーーー ・・ .... -ー・・ ・・・・・ーーー..... -・・・・ーーー ・..-・，・ーーーー・ー・・・ ーー・・・・・ー・・・・・・ー -・・ ・・・・.・......."..ー・・・...-・・.......... ............ -ー・・・・・・・ーーー・・・ -・.・・・・・・"".ー・ーー・ ーー・ーーー .....・・・・-ー・ー・ -・.......・・‘ー "...ーーーーーーー

度数 23 20 31 15 10 9 7 19 22 21 7 23 17 

政府機関 平均値 2.38 2.61 2.67 3.00 2.75 3.00 3.00 3.61 3.00 3.59 1.83 3.91 2.94 
ーーー...・・・......・・・・・.・・.............-ーー..・........・・.................. ..ーーーー...ーーーーー -・・・・ーー・・・・・...-・・・・・・・......-・・・・・.........-・・・・ー ・・・・・ー ..........ーーーー -・・・・ー・・ー・・・・ ・-ー・・..........-・・....・....ー..""...ー・.....-・・・・・・・・・・ーーー -・・・・ーーーーーー""

度数 8 9 12 10 4 2 1 9 5 11 3 17 8 

研究調査機関 平均値 3.30 3.37 3.23 3.44 3.33 4.33 3.00 4.17 2.68 3.63 2.44 3.55 3.55 
ーーーーー・....・・・・..・・................... -・・・・・・・・・ーー・・ー・.......・・・・・・・・・ー ー・・・・・ー・ー ・・.'・・・....・・.....・・・........-・・・・・・・.......-・・ーー・ ・・ー・...ーーー・・・・ーーー・................. .............. ................ ..・・e・・・・・・・・ー ーー・・ー ・・・ー・ーー.ーー............. 

度 数 22 19 24 9 6 3 3 9 14 15 8 21 101 

表7と同様の視点から、期待利用者について示すと、表9のようになる。
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表9 期待利用者別利用目的

期待利用者
最重点利用目的

項 目 名 | 平 均 値

取引先 |製品安全性評価 I 3.96 

消費者 |製品安全性評価 I 3.95 

従業員 |製品安全性評価 I 3.95 

株主 |製品安全性評価 I 3.86 

地域住民 |環境マネジメントシステム評価 I 3.82 

投資家 |製品安全性評価 I 3.95 

エコファンド |財務特性評価 I 4.06 

アナリスト |製品安全性評価 I 3.89 

環境保護団体 |環境復元パフォーマンス評価 I 3.95 

研究調査機関 |美観保全パフォーマンス評価 I 4.33 

政府機関 |環境研究開発評価 I 3.91 

表9から、企業が自社の製品安全性の評価に多くのステイクホルダーが環境報告書を利用す

ることを期待していることが判明した。

利用者別の以上の検討から、環境報告書の利用目的として、製品安全性評価への根強さを伺

い知ることが出来る。

次に、業種別に検討してみよう。その際、回答集計の結果、業種が分散し過ぎていて分析・

検討上の母集団としては小さすぎる業種が多くあるので、回答企業を製造業と非製造業に2分

して検討することにする。

(3) 業種別比較

回答企業196社を製造業と非製造業に分けると、表10のようになる。

表10 製造業と非製造業の度数分布

業種 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント

製造業 158 80.6 80.6 80.6 
ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー-ーーーーーー ーーーーー

非製造業 38 19.4 19.4 
100.。

iロL 計 196 100.0 100.0 

i )利用者

全体比較の際に、現実に利用していると想定している利用者順位と利用を期待する利用者順

位との聞で、株主・投資家、消費者、地域住民、従業員および研究調査機関に変動があった(表
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1および表2参照)。前3者は、想定順位よりも期待順位の方が上昇し、後2者は逆に下落した。

下記の表11---表21から、変動要因が明らかになる。

株主・投資家の期待順位が上昇したのは、両者とも製造業において、期待度数が著しく増大

している(株主;想定65、期待90、投資家;想定38、期待84) うえに、上位度数が倍増してい

る(株主1位・ 2位;想定19、期待45、投資家1位・ 2位;想定13、期待28)ことによる(表

14および表16)。

消費者も期待度数が、想定の68に対して88に増大しているうえに、上位1位および2位の度

数が、想定25に対して、期待では50へと、ここでも倍増している(表12)。

株主・投資家および消費者に比べて地域住民は、期待順位の上昇要因が幾分異なっている。

地域住民の上昇要因は、製造業・非製造業両者において期待度数が増大したことに依っている

(合計;想定60(内、製造業49，非製造業11)、期待90(内、製造業70，非製造業20)、1位・ 2

位;想定12(内、製造業9，非製造業3)、期待31(内、製造業23，非製造業8)) (表15)。

他方、従業員は製造業においても非製造業においても下降している。特に、上位度数の下落

が激しい(合計;想定145(内、製造業118，非製造業27)、期待122(内、製造業102，非製造業

20)、1位・ 2位;想定85(内、製造業69、非製造業16)、期待51(内、製造業 43、非製造業

8)) (表13)。

また、研究調査機関の想定度数に比べた期待度数の低下は、従業員の場合よりもさらに激し

く3分の 1に低下している(合計;想定119(内、製造業100，非製造業19)、期待36(内、製造

業28，非製造業8)、1位・ 2位;想定36(内、製造業29、非製造業7)、期待10(内、製造業

6、非製造業4)) (表20)。

表11 製造業・非製造業と取引先のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 49 42.24 7130.43 56 40.29 52 43.70 5122.73 57 40.43 

2位 45 38.79 11 47.83 56 40.29 22 18.49 5122.73 27 19.15 

3位 9 7.76 2 8.70 11 7.91 16 13.45 7131.82 23 16.31 
4位 9 7.76 2 8.70 11 7.91 17 14.29 31 13.64 20 14.18 
5位 4 3.45 1 1.00 5 3.60 12 10.08 2 9.09 14 9.93 
合計 116 100 23 100 139 100 119 100 22 100 141 100 
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表12 製造業・非製造業と消費者のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 17 25.00 7128.00 24 25.81 36 40.91 14 56.00 50 44.25 

2位 8111.76 6124.00 14 15.05 14 15.91 7128.00 21 18.58 

3位 17 25.00 6124.00 23 24.73 13 14.77 2 8.00 15 13.27 

4位 17 25.00 2 8.00 19 20.43 14 15.91 l 4.00 15 13.27 

5位 9113.24 4116.00 13 13.98 11 12.50 l 4.00 12 10.62 

合計 68 100 25 100 93 100 88 100 25 100 113 100 

表13 製造業・非製造業と従業員のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 

1位 44 37.29 11 40.74 55 37.93 17 16.67 5125.00 22 18.03 

2{立 25 21.19 5118.52 30 20.69 26 25.49 3115.00 29 23.77 

3位 15 12.71 3111.11 18 12.41 18 17.65 1 5.00 19 15.57 

4位 18 15.25 2 7.41 20 13.79 18 17.65 31 15.00 21 17.21 

5位 16 13.56 6122.22 22 15.17 23 22.55 8140.00 31 25.41 

合計 118 100 27 100 145 100 102 100 20 100 122 122 

表14 製造業・非製造業と株主のクロス表

想、 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 

1位 15 23.08 3121.43 18 22.78 24 26.67 3118.75 27 25.47 

2位 4 6.15 2114.29 6 7.59 21 23.33 21 12.50 23 21.70 

3位 19 29.23 l 7.14 20 25.32 17 18.89 6137.50 23 21.70 

4位 18 27.69 8157.14 26 32.91 16 17.78 4125.00 20 18.871 

5位 9113.85 。0.00 9111.39 12 13.33 l 6.25 13 12.26 

合計 65 100 14 100 79 100 90 100 16 16 106 100 

表15 製造業・非製造業と地媛住民のクロス表

想、 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 

1位 l 2.04 1 9.09 2 3.33 6 8.57 21 10.00 8 8.89 

2位 8116.33 2118.18 10 16.67 17 24.29 6130.00 23 25.56 

3位 13 26.53 1 9.09 14 23.33 28 40.00 7135.00 35 38.89 

4位 13 26.53 3127.27 16 26.67 10 14.29 31 15.00 13 14.44 

5位 14 28.57 4136.36 18 30.00 91 12.86 21 10.00 11 12.22 

L合計 49 100 11 100 60 100 70 100 20 100 90 100 I 
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表16 製造業・非製造業と投資家のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 3 7.89 。0.00 3 6.52 8 9.52 2115.38 10 10.31 

2位 10 26.32 2125.00 12 26.09 20 23.81 3123.08 23 23.71 

3位 7118.42 2125.00 9119.57 16 19.05 3123.08 19 19.59 

4位 6115.79 3137.50 9119.57 17 20.24 4130.77 21 21.65 

5位 12 31.58 1112.50 13 28.26 23 27.38 1 7.69 24 24.74 

合計 38 100 8 100 46 100 84 100 13 100 97 100 

表17 製造業・非製造業とヱコファンドのクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 4 7.02 。0.00 4 6.06 5 9.80 。0.00 5 8.33 
2位 9115.79 2122.22 11 16.67 8115.69 1111.11 9115.00 
3位 12 21.05 3133.33 15 22.73 14 27.45 5155.56 19 31.67 
4位 10 17.54 2122.22 12 18.18 13 25.49 1111.11 14 23.33 
5位 22 38.60 2122.22 24 36.36 11 21.57 2122.22 13 21.67 
合計 57 100 9 100 66 100 51 100 9 100 60 100 

表18 製造業・非製造業とアナリストのクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 5 8.33 。0.00 5 6.94 1 1.89 。0.00 1 1.49 
2位 11 18.33 21 16.67 13 18.06 11 20.75 1 7.14 12 17.91 
3位 19 31.67 2116.67 21 29.17 13 24.53 3121.43 16 23.88 
4位 10 16.67 1 8.33 11 15.28 14 26.42 4128.57 18 26.87 
5位 15 25.00 7158.33 22 30.56 14 26.42 6142.86 20 29.85 
合計 60 100 12 100 72 100 53 100 14 100 67 100 

表19 製造業・非製造業と環境保護団体のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 3 6.67 1 7.14 4 6.78 。0.00 1 8.33 1 2.27 
2位 5111.11 1 7.14 6110.17 3 9.38 3125.00 6113.64 
3位 7115.56 5135.71 12 20.34 5115.63 。0.00 5111.36 
4位 17 37.78 4128.57 21 35.59 13 40.63 5141.67 18 40.91 
5位 13 28.89 3121.43 16 27.12 11 34.38 3125.00 14 31.82 
合計 45 100 14 100 59 100 32 100 12 100 44 100 
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表20 製造業・非製造業と研究調査機関のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 9 9.00 5126.32 14 11.76 1 3.57 2125.00 3 8.33 

2位 20 20.00 2110.53 22 18.49 5117.86 2125.00 71 19.44 

3位 26 26.00 8142.11 34 28.57 4114.29 。0.00 4111.11 

4位 21 21.00 2110.53 23 19.33 5117.86 2125.00 7119.44 

5位 24 24.00 2110.53 26 21.85 13 46.43 2125.00 15 41.67 

合計 100 100 19 100 119 100 28 100 8 100 36 100 

表21 製造業・非製造業と政府機聞のクロス表

想 定 期 待

順位 製造業 非製造業 合計 製造業 非製造業 合計

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 
1位 。0.00 。0.00 。0.00 。0.00 。0.00 。0.00 

2位 5117.24 。0.00 5114.29 1 5.26 。0.00 l 4.17 

3位 4113.79 2133.33 6117.14 3115.79 。0.00 3112.50 

4位 6120.69 4166.67 10 28.57 8142.11 2140.00 10 41.67 
5位 14 48.28 。0.00 14 40.00 7136.84 3160.00 10 41.67 

合計 29 100 61 100 35 100 19 100 5 100 24 100 

ii)利用目的

利用頻度1位利用者の利用目的について、全体比較の表4と製造業・非製造業に分割した表

22および23を比較すると、製造業では美観保全パフォーマンス評価、非製造業ではC02排出抑制

パフォーマンス評価の利用が、全体比較よりも重視されていることが判る。

表22 製造業想定利用頻度1位利用者の利用目的

順位 利用 目 的 平均値|度数|標準偏差

1 1製品安全性評価 1 3.79 1 45 1 1.100046 

2 I環境マネジメントシステム評価 I 3.65 I 66 I 1.227786 

3 I美観保全パフォーマンス評価 I 3.57 I 21 I 

4 I環境R&D評価 I 3.53 I 86 I 

--5--r忌:房長語語福ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー時ーー明司ーーーーーーーーーーーr--i46--rーーー-i4--r-工LK瓦面白
--6--ri~-ニジ詞孟ヌヲユ二JJジ云語福一ーーーーーーーーーーーーーーr--3~る寸一ーーー忌;--rー工る7Hid-

7 I環境コミュニケーション努力 I 3.43 I 45 I 1.232145 

8 I資源・エネルギーパフォーマンス評価 I 3.34 I 74 I 1.300489 

9 I環境復元パフォーマンス評価 I 3.30 I 23 I 1.203585 

10 I C02抑制パフォーマンス評価 I 3.29 I 73 I 1.263587 

111社会的イメージ形成 1 3.21 1 47 1 1.428532 

12 I財務特性評価 I 3.20 I 27 I 1.527059 

13 1リサイクル・廃棄物処理パフォーマンス評価 I 3.18 I 93 I 1.15308 
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表23 非製造業想定利用頻度1位利用者の利用目的

順位| 利 用 目 的 |平均値|度数|標準偏差

1 1製品安全性評価 1 4.07 1 7 1 0.886405 

2 1環境マネジメントシステム評価 1 3.67 1 12 1 1.134847 

3 1 C02排出抑制パフォーマンス評価 1 3.50 1 14 1 1.38675 

4 1環境復元パフォーマンス評価 1 3.33 1 3 1 1.527525 

5 1 リサイクル・廃棄物処理パフォーマンス評価 1 3.29 1 19 1 1.004376 
--6--1蚕蚕:二五;Ll長二二王子J二ζじ三註福一ーーーー---ーーーr-目玉五-r“ーー-i"i-r-工k云返EF
7 1グリーン調達ノ号フォーマンス評価 1 3.14 1 7 1 1.46385 

8 1就労環境評価 1 3.00 1 2 1 1.414214 

9 1社会的イメージ形成 1 2.81 1 8 1 1.19336 

101環境R&D評価 1 2.70 1 10 1 1.378405 

111美観保全パフォーマンス評価 1 2.60 1 5 1 1. 710263 

12 1環境コミュニケーション努力 1 2.60 1 15 1 

13 1財務特性評価 1 1.75 1 4 1 

期待利用 1位利用者の利用目的を、全体比較の表5と製造業・非製造業に分割した表24およ

び25との比較から判明する著しい特徴点は、非製造業におけるC02排出抑制パフォーマンス評価

の躍進である。 C02排出抑制パフォーマンス評価は、全体比較では10位、平均値3.29であったの

が、非製造業が期待する環境報告書利用目的では1位、平均値4.04に大躍進している。

表24 製造業期待利用1位利用者の利用目的

順位 利 用 目 的 平均値| 度数 標準偏差

1 1製品安全性評価 1 3.91 1 50 1 0.982967 

2 1環境R&D評価 1 3.69 1 87 1 1.319005 

3 1美観保全パフォーマンス評価 1 3.68 1 19 1 1.314561 

4 I環境マネジメントシステム評価 1 3.66 1 54 1 1.192841 

5 1環境復元パフォーマンス評価 1 3.56 1 25 1 

6 I就労環境評価 I 3.42 I 13 I 

7 1財務特性評価 1 3.42 1 26 1 1. 610542 

8 1環境コミュニケーション努力 1 3.40 1 49 1 1. 326727 

9 1社会的イメージ形成 1 3.34 1 48 1 1.301212 

10 1グリーン調達パフォーマンス評価 1 3.33 1 49 1 1.277004 

111資源・エネルギーパフォーマンス評価 1 3.30 1 66 1 1.338423 

12 1 C02排出抑制パフォーマンス評価 1 3.12 1 60 1 1.316025 

13 Iリサイクル・廃棄物処理パフォーマンス評価 I 3.03 I 87 I 1.249084 
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表25 非製造業期待利用1位利用者の利用目的

順位 利用 目 的 平均値| 度数 標準偏差

1 1 C02排出抑制パフォーマンス評価 1 4.04 1 14 1 1.307733 

2 1製品安全性評価 1 3.85 1 10 1 0.883491 

3 1環境復元パフォーマンス評価 1 3.83 1 6 1 1.437591 

4 1環境マネジメントシステム評価 1 3.80 1 15 1 1.2507141 

5 1就労環境評価 1 3. 67 1 3 1 0 . 763763 

6 1リサイクル・廃棄物処理パフォーマンス評価 1 3.53 1 19 1 1.252483 

7 1資源・エネルギーパフォーマンス評価 1 3.43 1 15 1 1.361022 

8 1美観保全パフォーマンス評価 1 3.36 1 7 1 1.519712 

9 1グリーン調達パフォーマンス評価 1 3.32 1 11 1 1.401298 

10 1環境R&D評価 1 3.23 1 11 1 

11 1環境コミュニケーション努力 1 3.00 1 17 1 1.1726041 

12 1社会的イメージ形成 1 2.92 1 12 1 1.489865 

13 1財務特性評価 1 1.88 1 4 1 0.629153 

製造業について、想定1位利用者の利用目的と期待1位利用者の利用目的を比較すると、環

境R&D評価、財務特性評価および社会的イメージ形成において、製造業が環境報告書の利用を

期待していることが判る。

他方、非製造業について、想定1位利用者の利用目的と期待 1位利用者の利用目的を比較す

ると、C02排出抑制パフォーマンス評価のほか、就労環境評価において非製造業が環境報告書の

利用を期待していることが判る。

おわりに

以上の検討から、環境報告書の利用者および利用目的について、次の諸点が判明した。

① 企業が自社の環境報告書の利用を期待しているステイクホルダーは、株主・投資家、取引

先、消費者および地域住民である。

②製造業が期待している利用目的として、製品安全性評価、環境R&D評価および美観保全パ

フォーマンス評価が上位にあり、そのほか財務特性評価も製造業は期待している。

③ 非製造業が期待している利用目的として、C02排出抑制パフォーマンス評価が極めて高く、

そのほか製品安全性評価および環境復元パフォーマンス評価への期待も高いが、就労環境評

価にも相当の期待を寄せている。

本稿におけるこうした調査結果が問い掛けているのは、本調査の結果識別された利用者に対

して、あるいは利用者の利用を想定して環境部署に対して、フォローアップ調査を実施するこ

とへの課題である。言い換えると、受信者側の環境報告書の利用に関する実態を把握すること
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である。そうすることが、環境報告書を媒介とした情報の受け手と送り手、すなわち企業と環

境報告書利用者との聞の真に実のあるコミュニケーションの促進に繋がり、惹いては、そのこ

とが社会における資源配分の適正化を通した社会の厚生の改善に貢献することになる。

注

1 )同様の問題意識は、向山 (2003)にも伺える。

2)本調査は、関西大学重点領域研究プロジェクト『企業における環境マネジメントの大学への適用可能性

に関する研究班J (代表;中潟道靖教授)のアンケート調査チーム(責任者;松尾孝正)が実施した.同

研究班は、次のメンバーから構成されている。

代表;中馬道靖(関西大学商学部教授)

笹倉淳史(関西大学商学部教授)

主輝鍾(関西大学社会学部教授)

松尾掌正(関西大学商学部教授)

阪智香(委嘱研究員・関西学院大学助教授)

今井伸一(委嘱研究員・松下電器産業側副参事)

安井弘人(委嘱研究員・あずさ監査法人環境マネジメント部シニア)

なお、本調査の集計に際し、関西大学商学部専任講師馬場一氏から貴重なアイディアの提示を受け、ま

た関西大学商学部生塚越祐介君および栗山豊君にデータ入力の助けを受けた。革主に記して、謝意を表する。

3)調査の全体像については、関西大学重点領域研究プロジェクト「企業における環境マネジメントの大学

への適用可能性に関する研究班」の研究成果を参照されたい。

参考文献

環境省 (2003)、『平成14年度環境にやさしい企業行動調査結果【概要版】』平成15年7月。

向山敦夫 (2003)Ii'社会環境会計論一社会と地球環境への会計アプローチー』白桃書房。
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国立大学法人の会計制度の特徴

野村健太郎(愛知工業大学)

I 国立大学の独立行政法人化

平成14年8月22日、国立大学法人会計基準および国立大学法人会計基準注解(以下『基準」

および「注解」という)の中間報告並びにその実務指針案が、国立大学法人会計基準等検討会

議より提出された。

国立大学法人は他に合理的な理由がない限り、この基準および注解に定めるところにより会

計処理を行うことが求められる。基準および注解は企業会計を基礎にして作成されているが、

独立行政法人や国立大学法人の特性を加味して修正が加えられているので、その点に配慮して

実施していくことが期待されている。

ここにいう「独立行政法人」は、橋本龍太郎元首相が目指した中央省庁改革の一環として導

入が決定された新しいタイプの法人であり、平成10年6月12日の中央省庁改革基本法で制度化

されたものであり、イギリスのサッチャ一元首相が1988年にとり入れた「エージェンシーJ制

度をモデノレにしている。「民営化の次善策J とされ、従来の行政機関と民間企業(私企業)の中

間組織として位置づけられている。

さて、国立大学法人制度は、国立大学を改革し、新生するために創設された制度であって、

国立大学の法人化については、平成12年7月に発足した「国立大学等の独立行政法人化に関す

る調査検討会議」において、大学改革の一環として、①個性豊かな大学づくりと国際競争力あ

る教育機関の展開、②国民や社会への説明責任の重視と競争原理の導入、③経営責任の明確化

による機動的・戦略的な大学運営の実現、の3つの視点から検討が行われた。そして、「新しい

『国立大学法人』像について』として、平成14年3月26日に最終報告が公表された。

国民の需要に即応した効率的な行政サーピスの提供を実現するという「行政改革の基本理念J

に立って、政策の企画立案機能と実施機能とを分離し、国の事務および事業のうち一定のもの

の実施主体として創設された制度である先行の独立行政法人制度の特徴に加えて、国立大学法

人制度は、①役員の招勝等も含め、学外者の運営参画の制度化、②客観的で信頼性の高い独自

の評価システムの導入、③学長任命や目標設定において大学の特性・自主性を考慮すること等、

大学の特性を踏まえて一定の見直しを行うことによって創設された。

そして、平成15年2月28日に、 r国立大学法人法案」が、閣議決定後国会に提出された。平成

15年10月113より施行され、平成16年4月1日に、国立大学法人等が成立した。「等J といって
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いるのは、国立大学法人のほか、大学共同利用機関法人を含んでいるからである。成立後、遅

滞なく、政令の定めるところによって、設立の登記がなされた。

E 目立大学法人の開始貸借対照表

国立大学法人法の『附貝IJJ第9条によれば、「国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利

および義務のうち、各国立大学法人等が行う第22条1項または第29条第 1項に規定する業務に

関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が

承継する(1項)J と規定している。

さらに、「前項の規定により、各国立大学法人等が国が有する権利及び義務を承継したときは、

当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承

継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に附

則第12条第1項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センター(以

下『センター』という)に対して負担する債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金

額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に出資されたものとする (2

項)J としている。

「前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部

を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算

定した額に相当する金額をセンターに納付すべき旨の条件を附して出資されたものとする (3

項)J

『文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなけ

ればならない (4項)J

「第2項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委

員が評価した価額とする (5項)J

「前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める (6項)J としている。

上記の「附則」第9条の 1項ないし 6項の規定によって、国立大学法人等が成立する際に、

当該法人等の財産(資産)と債務が明確になり、その差額について政府から当該国立大学に出

資されたものとされて、これによって「開始貸借対照表J が作成されることとなる。

この場合に、財産の評価は重要であり、その成立の日現在の時価によって評価すべきことが

明らかにされている。とくに、この時点で土地等固定資産についてどのように時価評価を行っ

ていくかが大きな課題となる。

1990年初頭よりバブル経済が崩壊してから以降、例えば、土地については大きく値下がりし

てきたが、土地につき従来は、市場価値、路線価格、例年春に発表される土地公示価額、相続

税評価にからむ評価額等多くの時価概念が存在している。最近強調される時価概念は、将来果
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たしていかなる効用・収益を創造するか、どれだけのキャッシュ・フローを創造していくかを

重視して、これを現在価値(時価)に割り引いて評価する収益還元法による思考にかかるもの

である。例えば、日本全国を見回してみた場合、国立大学は全国に散在しているが、少子化現

象はいっこうに収束せず、地域的に少子化が急速に進行している県がある。このような場合、

最も適切な収益還元法による評価法を採用すると、相当低く土地が評価されることもあろう。

いずれにしても、国立大学法人にとって土地の評価は極めて重要である。それによって、資本

の額の影響を受け、将来の財政運営に影響していくことになる。

一方、開始貸借対照表の貸方側の負債(債務)についてはどうか。国立大学法人法「附則」

によれば、「文部科学大臣が定める国立大学法人は、センターに対し、独立行政法人国立大学財

務・経営センター法附則第8条等1項第2号の規定によりセンターが承継した借入金債務のう

ち、当該国立大学法人の施設及び設備の整備に要した部分として文部科学大臣が定める債務に

相当する債務を負担する(第12条1項)J と規定している。

この場合、『文部科学大臣は、前項の規定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協

議しなければならない(同2項)J。そして、「第1項の規定により債務を負担することとされた

国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、センターが承継した借入金債務を保証

するものとする (3項)J

「第1項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定

による債務の負担及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める (4

項)J

「前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第33条第2項に規定する長

期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない (5項)J

以上の点から、開始貸借対照表の負債としては、センターが継承していた借入金債務につい

て、特定の国立大学法人が施設および設備の整備に要した部分として債務に相当する金額を、

当該国立大学が肩代わりして負担していくべきものとされているわけである。また、債務の償

還とか利子支払いについては、長期借入金・債務発行による収入をもって充ててはならないと

規定することによって、借り替えによって債務償還・利子支払いを防いでいるのであって、安

易な財務活動が行われることを防ぎ、財務内容が一層悪化しないようにとの配慮が働いている

ものとみられる。国立大学が独立行政法人になったからといって、一般の私企業のように自由

に財務活動を行うことを防いでいるわけである。

E 国立大学法人の会計基準

さて、国立大学法人が成立した日において、開始貸借対照表が確定した場合において、その

成立日以降において国立大学法人は事業を開始していくことになるが、その事業について、ど
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のように、またはどのような会計基準に従って会計処理を行っていくことになるのか。

その点の手掛りは、国立大学法人法の第5章雑則にかかる第35条において明確にされている。

それによれば、「独立行政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第 1項、第9条、第11条、

第14条から第17条まで、第24条から第26条まで、第28条、第31条から第50条まで、第52条、第

53条、第61条及び第63条から第66条までの規定は、国立大学法人等について準用するJ とされ

ている。ここに指摘されている『独立行政法人通則法」の第 37条によれば次のように規定さ

れている。

「独立行政法人の会計は、主務省令の定めるところにより、原則として企業会計原則による

ものとする」として、企業会計原則が尊重されているのである。他方、「公共的な性格を有し、

利益の獲得を目的とせず、独立採算を前提としない等の独立行政法人の特殊性を考慮して必要

な修正を加える (r中央省庁等改革の推進に関する方針」平成11年4月27日中央省庁等改革推進

本部決定)こととされ、当時の総務省長官の委嘱を受けた会計、財務等の学識経験者によって

構成された独立行政法人に移行するに伴い、原則として企業会計原則に従って会計処理が行わ

れていくわけである。

全国に散在している国立大学が収支基準で会計処理を行っていっても、当該処理ではそれぞ

れ個別の国立大学においてその運営実態の良否を判断していくことができない。各国立大学に

おいて運営実態の良否を判断していくことができなければ、当該個別の国立大学の運営をいか

に改善していくかについても十分な手掛りを得ることができない。そこで、独法化を経て国立

大学法人として、原則として企業会計原則に従って会計処理を行っていくことになれば、発生

主義による認識基準を重視して、しかも従来のように単式簿記による処理ではなく、複式簿記

による処理を導入していくと、その運営実態を会計によって明らかにして、しかも実態開示に

寄与していくことができる。

国立大学が独立行政法人として運営されていくことの意義はこの点において極めて重要であ

る。その実態開示の情報を基礎にして各国立大学が運営されていくと、その合理的な目標、予

算を通じて適切に存続させていくことができる。それによって、国から運営費交付金等の支給

を受けるさいに合理的な判断に寄与していくことになり、税を財源とすることによる国費の使

用を合理的に実行していくことができる。

国立大学は、従来全国に散在していた各都道府県にあった国立医科大学も、平成15年秋に

統合を行っており、統合を完了した各国立大学は、原則として企業会計原則を適用して、しか

もセグメント別会計を採用して会計処理を行っていけば、その実態開示に向けて大きく前進し

ていくことになる。

近時、公益法人としての民間病医院についても、株式組織の会社への設立を認めてはどうか

という意見も強く主張されるようになってきた。それは、従来の公益法人としての民間病院で

は、会計処理が明確にされず、財務諸表も明瞭に開示されず、公的保険による医療費の適切な
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支給がなされているか否かに疑問が投げかけられているからである。

しかし、国立病院(いずれ県立病院・自治体立病院にも波及していくことになるとみられる

が)が独法化を通じて原則として企業会計原則が適用されていくと、これら国立病院ではDR

Gによる報酬支払方式の導入も試みられていることもあり、病院経営の実態開示に寄与せしめ

ていくことができる。民間病院に対しでも、病院会計準則が改正され、企業会計原則に従って

会計処理が行われていく。高齢化の進展によって、国民医療費は毎年増加しつつあり、保険財

政を圧迫せず、合理的に運営させていくためには、民間病院においてもその実態開示が必要に

なってきたからである。突破口を切り開いたという点で、国立大学の独法化の意義は極めて大

きいのである。

町 国立大学法人の開示すべき財務諸表

国立大学法人は原則として企業会計原則に従って会計処理を行っていくが、年度末には財務

諸表を作成していくことが求められる。独立行政法人通則法第38条によれば、「独立行政法人は、

毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省

令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という)を作成し、当該事業年度

の終了後3カ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない(1項)Jとされる。

また、「独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当

該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及

び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならな

い独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下閉じ)を付けなければならない

(2項)J とされる。

「主務大臣は、第 1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価

委員会の意見を聴かなければならない (3項)J

「独立行政法人は、第 1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは遅滞なく、財務諸表

を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第2項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記

載した書面を、各事務所に備え置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければなら

ない (4項)J

そして、上記のような財務諸表については会計監査人の監査を受ける義務がある。「独立行政

法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く)

は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査

のほか、会計監査人の監査を受けなければならない(第39条)J

「会計監査人は、主務大臣が選任する(第40条)J

「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22条)第4条(第 2
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項第 2号を除く)の規定は、第 39条の会計監査人について準用する。この場合において、同

法第 4条第 2 項第 1 号中「第 2条」とあるのは、 r~虫立行政法人通則法第39条」と読み替えるも

のとする(第41条)J

「会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての主

務大臣の第38条第 1項の承認の時までとする(第42条)J 

さて、独立行政法人の決算の結果についてはどのように対応すべきかに関心が寄せられる。

これを次に眺めてみる。

「独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰

り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければ

ならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない(第44

条 1項)J 

「独立行政人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積

立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなけ

ればならない (2項)J

「独立行政法人は、第 1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残

余の額の全部又は一部を第30条第 1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の

認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という)の同条第2項第6号

の剰余金の使途に充てることができる (3項)J 

「主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見

を聴かなければならない (4項)J

「第 1項の規定による積立金の処分については、個別法で定める (5項)J

以上、年度決算の結果による利益または損失に関する処理についての詳細に規定している。

独立行政法人は株式会社組織ではなく、利益が出ても配当することは求められてないので、こ

れを前事業年度からの繰越損失を埋め合せるか、残余が出たときに内部留保して積立金として

処理することが求められているわけである。

ところで、すでにみたように、独立行政法人としての国立大学法人は、独立行政法人通則法

第38条によって、「財務諸表」として、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書(損失処理計

算書)、その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書を意味するものとして示されてい

る。この場合、「その他主務省令で定める書類」には何が含められるのかという問題である。

これについては、国立大学法人会計基準注解を参酌すべきであり、これによれば国立大学法

人として財務諸表のなかに、貸借対照表、損益計算書と並んで、「キャッシュ・フロー計算書」、

「国立大学法人業務実施コスト計算書」が挙げられている。さらに開示すべき情報として、附

属明細書のほか「注記及びセグメント情報」が挙げられている。独立行政法人としての国立大

学法人は、広く社会的組織としてその実態を明瞭に開示していくために、これらの情報も財務
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諸表の体系に含めることが求められていると解されるのである。

ここで、『セグメント情報」とは何かにふれておくと、「国立大学法人の業務内容等に応じた

適切な区分」に関する情報を意味しており、具体的開示項目は、「業務収益」、「業務損益」及び

「当該セグメントに属する総資産額」である。

国立大学では、その業務内容が多岐にわたっており、説明責任の履行の視点から、その業務

区分ごとのセグメントに係る財務情報の開示が求められるのである。それによってセグメント

ごとの財務内容を基礎にした実態分析を行っていくことができ、運営改善に寄与せしめること

が可能となる。

セグメントの区分については、固からの運営費交付金に基づく収益以外の収益の性質や複数

の業務を統合した法人における業務の区分を参考にして、各国立大学法人において個々に定め

ていくこととされている。しかし、比較可能性を確保するため、一定のセグメント情報につい

ては、すべての国立大学法人において共通に開示していく必要がある。

国立大学法人は、多数の学部、附属病院、研究所等を抱え、業務内容が多岐にわたっている

のが普通である。そこで、これら学部(複数ある場合にはそれぞれの学部)、研究科、附置研究

所、附属学校、附属病院、附属図書館、法人全体の管理運営を行うことを目的とする組織(事

務局)等、一定のまとまりのある組織の区分をセグメントとする。

学部等に附属する施設については、原則として一体として運営されているか否かによって、

学部に含めるか、単独のセグメントとするかを判断していく。附属病院については、一部を除

き、医学部等の附属施設であるが、相当の財政規模があり、その業務の一環として診療行為を

伴っている等の特殊性があるため附属病院ごとに独立したセグメントとして開示するのである。

V 国立大学法人業務実施コスト計算書の意義と機能

上にみてきたように、国立大学法人は、財務諸表として、貸借対照表、損益計算書、利益処

分計算書(損失処理計算書)と並んで、「キャッシュ・フロー計算書」、「国立大学法人業務実施

コスト計算書」が挙げられている。この中、「国立大学法人業務実施コスト計算書」は、国立大

学法人の会計としてとくに注目すべき財務諸表であるので、その意義と特徴をみておきたい。

国立大学法人業務実施コスト計算書とは、「国立大学法人の業務運営に関して国民が負担する

コスト情報を開示し、納税者である国民の国立大学法人における業務に対する評価・判断に資

することを目的とする書類」である(注解25)。

国立大学法人の運営状況を表示する書類である損益計算書に表示される損益は、国立大学法

人の業績を示す損益であって、納税者にとっての負担に適確に合致していないので、別途、当

該法人に対して、国立大学法人業務実施コスト計算書を作成することにしたものである。

国立大学法人の損益と納税者の負担に講離・差異が生じる典型例として、次の4点が指摘さ



54 社会関連会計研究第 16号

れる。

①運営費交付金収益(基準第73)

② 損益計算を通じない減価償却相当額(基準第77)

③ 引当金を計上しない場合の退職給付増加見積額(基準第78)

④ 固有財産や国の出資等を利用することから生じる機会費用

以上によって、国立大学法人業務実施コスト計算書は、最終的に国民の負担に属するコスト

を一般的に集約表示した書類としての性格をもっていることが分かる。しかし、国立大学法人

業務実施コストには、政府内での企画立案部門の費用等を含んでおらず、上記例のように基準

第24に示されている項目に限定されている点に留意さるべきである。

国立大学法人の損益計算書は、当該法人の運営状況を表示する書類であり、ここに計上され

る損益は、当該法人の業績を示す損益であって、必ずしも納税者にとっての負担とは一致しな

い。上記に挙げた①の運営費交付金収益が増えると、国立大学法人の損益にはプラスに働くが、

納税者の負担は逆に増加する。また、②損益計算を通じない場合の減価償却相当額、③引当金

を計上しない場合の退職給付増加見積額、④固有財産や国の出資等を利用することから生じる

機会費用などは、国立大学法人の損益計算書には計上されないが、広い意味で最終的に国民の

負担に帰すべきコストといえる。これら重要コストを表示する書類として、国立大学法人業務

実施コスト計算書が要求されているのである。

広い意味で最終的に国民の負担に帰すべきコストを一元的に集約表示するものとして、国立

大学法人業務実施コスト計算書が意義をもち、国立大学法人ごとにこれを作成させることによっ

て、当該法人にとって国民負担に結びつく項目の意義や実施業績が明らかとなる。非常に重要

な書類として把握される。私的運営にかかる企業会計ではこれに相当する計算書は存在せず、

公的性格のつよい国立大学法人にとっては必要な書類といえる。

つまり国立大学法人にとって当該計算書が作成される理由は、企業会計における損益計算書

に表示される費用と国立大学法人に係る損益計算書で表示される費用との相違によっている。

企業会計における損益計算書は、一定期聞において発生した費用がすべて計上されるのに対

して、国立大学法人の損益計算書は、当該法人の運営状況を明らかにするために作成され、公

的性格に近い当該法人の費用として負担させることが適当でないものは損益計算書に表示され

ない。

また、本来は国民の負担に帰すべきコストとしての機会費用等が存在しており、国立大学法

人の損益計算書では、当該法人が業務を実施するために、どれほどのコストがかかっているか

を把握できないため、業務にかかるすべてのコストを集約表示するものとして、国立大学法人

業務実施コスト計算書の作成が求められるのである。

①運営費交付金について 国立大学法人業務実施コスト項目として、次のコスト、つまり、「国

立大学法人の損益計算上の費用から運営費交付金に基づく収益以外の収益を控除した額、がま
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ず挙げられている。ここに、「運営費交付金に基づく収益以外の収益」とは、国から措置・交付

された財源に係る収益以外の収益を示している。当該収益を差し引くことによって、損益計算

書に計上される費用のうち、最終的には国からの財源で賄われる費用を明らかにすることにな

る。具体的にいうと、対価性のある国からの受託事業収入や、税金からの拠出でない資産見返

寄附金戻入、資産見返物品受贈額戻入、国からの物品受贈益など収益は、その取得源資が税金

であるので、運営費交付金に基づく収益以外のものとして取り扱われないことになる。

②損益外減価償却相当額について 「その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの

として特定された資産については、当該資産の減価償却相当額は、損益計算書の費用には計上

せず、資本剰余金又は資産見合剰余金を減額することとする(基準第77)Jとされている。収益

の獲得を予定しないものとして、取得時までに特定された資産については、資産の更新時に、

国から改めて必要な措置が講じられることになる。

上記のように特定された資産の減価償却に相当する額は、国立大学法人の費用というより実

質的中身の点では資本の価値の減少と考えられるので、国立大学法人の損益計算書の費用には

計上されない。他方、納税者である国民の観点では、国民の負担が発生しているので、損益計

算書に計上されない当該資産の減価償却相当額を、「損益外減価償却相当額」として把握し、国

立大学法人業務実施コスト計算書におけるコストを構成するものとしているわけである。

③引当外退職給付増加見積額 「退職給付に充てるべき財源措置が行われることが、例えば

中期計画等で明らかにされている場合には、それに相当する部分の退職給付に係る引当金は、

計上しない(基準等78)J といっている。退職給付に関して国から財源措置がなされるときは、

退職給付に係る引当金の増加見積額は、国立大学法人の費用としてではなく、国の費用と考え

られ、当該法人の損益計算書の費用には計上されない。しかし、国民の負担が発生しており、

当該退職給付の増加見積額は国立大学法人業務実施コストに含めるわけである。

④機会費用 犠牲にされる経済的資源を、他の代替的用途に充当したならば得られるはずの

逸失利益のことであり、得べかりし利益の喪失という意味のコストが機会費用である。国立大

学法人が、固有財産を無償使用したり、国(政府)から出資を受けたりして発生するコストに

ついては、損益計算書に計上されないが、国民の負担という観点では、国の財産を利用するこ

とによって本来得られる賃料や利息を逸失していると考えられ、これらを「国の資産を利用す

ることから生ずる機会費用J として、国立大学法人業務実施コストに含めることにしているわ

けである。

固有財産を無償使用することにより生ずるコストは、具体的には国立大学法人に近接してい

る土地地代や賃借料などを参酌して算定する。

また、国(政府)から出資を受けることにより発生する資金コストは、資本の部の資本剰余

金相当額も含めた政府出資等の純額を元金とみなして、一定の利率つまり、国債の利回り等を

参考にした利率を乗じて算定することになる。
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以上、国立大学法人業務実施コスト計算書における具体的表示項目を眺めてきた。当該計算

書と損益計算書との聞において国立大学法人の会計について役割分担があることを理解してお

くことが重要である。国立大学法人の損益計算書は、当該法人の運営状況を明示する書類であ

り、そこに計上される損益は、当該法人の業績を示す損益であって、必ずしも、国民(納税者)

にとっての負担とは一致しない。そこで国立大学法人業務実施コスト計算書を作成して、最終

的に国民の負担に帰するコストを集約表示して、情報開示の徹底をはかり、国民(納税者)の

国立大学法人における業務に対する評価・判断に資する書類が必要となる。

従来の国立大学が国の直轄下にあり 2004年4月1日に、新しく独立行政法人の組織に移

行し、独立行政法人としての国立大学法人に衣替えした。国立大学法人は国の直轄運営から離

れ、自主・自律の独立行政法人になった。その点で、従来の国立大学ではなく、独立行政法人

としての新しい組織になった。教員職員も国家公務員としての地位を離れ、独立行政法人の組

織員となった。

国立大学法人は、自主・自律としての性格を強めたので、それぞれの法人において、会計上

の主体性が求められ、それぞれの法人において運営実態報告や財政状態報告が求められること

になった。国の直轄から離れたことによって、一部自主財源をそれぞれの法人にとって確保し

ていくことも求められることになった。産学共同もより一層強調され、民間企業からの研究資

金の導入も要求されるようになってきた。

しかし、独立行政法人としての国立大学法人となったとはいえ、非営利組織 (NPO)として

の性格を強く持っている。財源として国民の税金に依存する体質も残っている。この意味で、

損益計算書だけでは十分でなく、国立大学法人業務実施コスト計算書も必要であって、広く一

般の国民の負担に帰すべきコストを表示し、開示していくことが求められるわけである。その

点で私企業の会計体系とは異なっていることを知らなければならない。
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環境管理会計における環境コストの考察

長岡 正(朝日大学)

I はじめに

企業活動に伴い環境負荷を生じることから、その対策が求められている。このような環境関

連活動に要する経済資源の消費が広く環境コストとされ、環境規制の強化などにより企業負担

が増加し、適切な管理が必要となっている。さらに、その成果を自主的に公表することが普及

しているため、環境コスト管理及び環境会計報告を考慮した環境コストの概念を規定する必要

があろう。

環境会計報告では企業間比較などを行うことから金額の検証可能性を重視するが、環境コス

ト管理では特定の環境対策に要する環境コストを予測するなど意思決定への有用性を重視する。

伝統的な原価計算の枠組みに関連付ければ、前者は制度上の原価概念に基づくものであり、後

者は前者に特殊原価概念を追加したものに相当するであろう。

日本では環境省による「環境会計ガイドライン」の普及により環境会計報告の枠組みが整備

されつつある。環境報告書の公表を視野に入れた環境コスト概念及び分類であり、各企業が同

ガイドラインに準拠した環境会計報告を実施すれば比較可能性が高まり、環境格付けの導入な

どを通じて企業の環境関連活動が評価されることが期待できる。

他方、環境コスト管理については米国では環境保護庁による「環境会計プロジェクト」が行

われ、欧州ではECOMACによる調査報告書などが公表されてきた。また、日本でも経済産業省

が『環境管理会計手法ワークブック.!l(2002年)を公表したことから、先行している環境会計報告

との関連性が議論されるであろう。

しかしながら、これまで公表された環境コスト管理に関する報告書では特定の管理手法を紹

介し、普及を図ることに重点が置かれ、管理目的の環境コスト概念についてはほとんど言及さ

れていない。管理手法の紹介が一段落し、環境管理会計の体系化が試みられている状況を考慮

すれば、特定の意思決定において関連する環境コストを考慮すべしというこれまでの指摘は果

たして現実的であろうか。

すなわち、環境コストは通常コストと同時に発生することや、内部コストと外部コストの境

界が可変的であることによりその測定が困難と指摘されている。前者では通常コストを対象と

する既存の管理会計との関連性であり、後者では外部コストの測定を目的とした新技法の導入

が課題となろう。このうち、本稿では外部報告が先行している日本の現状に鑑み環境管理会計
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を管理会計に関連付けて環境コストを考察する。既存の環境コスト概念及び分類を検討した上

で問題点を明らかにし、これらを踏まえ環境管理会計における一般的な環境コスト概念及び分

類を確立するために必要な課題を述べたい。

E 環境コストの本質

環境コストの本質を明らかにするためには、これまで示されたコストの定義に照らして考察

を行う必要があろう 1)。コストの定義では複数の要件を示しているが、一般に目的関連性を重視

していることから、狭義に捉えれば企業が意図した環境関連活動に関連のない資源の消費はロ

スとみなすこともできょう。外部報告目的の環境コストでは賠償金の支払いなどを環境コスト

に含めるか否かについて議論が行われ、環境コストから環境損失を区分すべきであると主張さ

れ定着している。管理目的の環境コストにおいても同様であり、環境関連活動に要するコスト

を中心として集計すべきであるが、このような環境損失は事前に削減目標として明確化する必

要があり、各企業が環境関連活動の企業目的としての位置づけを示した後に当該活動に要する

コストを集計する必要があろう。

さらに、企業目的を収益性追求に限定し極めて狭義に捉えれば現行の環境規制遵守を超えて

行う消費はコストではなくロスであるという解釈もできょう。自主的な負担によって環境改善

が達成されても、その結果として利益が減少した場合である。他方、外部コストを含む環境コ

ストが発生するのは資源の消費方法が非効率なことに原因があり、追加的なコスト負担を行っ

ても業務の効率化を通じて環境コストを含む総コストの削減が可能であると主張されている。

収益性追求と環境配慮の同時達成が可能な場合である。

このうち、環境管理会計においては後者を最終目標とすることが提唱されている。また、前

者についても環境格付けの導入など外部要因として企業に環境コスト負担を求める動きが進み、

環境配慮が企業評価の一部として注目されている。さらに、環境配慮はリスク管理やコスト削

減など企業に対するインセンティブともなり、企業内部の業績評価項目として採用されつつあ

る。このため、規制遵守に徹することは得策でないという認識が広まり、環境配慮の視点に加

えて経済的な視点からも自主的な基準を制定する企業が存在している。

すなわち、環境コストは企業が環境配慮をどのように認識するかに応じてその範囲と支出水

準が異なり、企業戦略の一環として環境戦略を立案する必要があろう。続いて特定の環境戦略

を実施することに伴い予想される環境コストを明らかにし、いかなる手法を用いてどの程度の

負担を行うかを決定する必要があるへこのような環境コストについてこれまで各種団体によっ

て概念及び分類方法が示されてきた。次節ではこれらを考察する。



環境管理会計における環境コストの考察 59 

E 各種団体による環境コスト概念及び分類

(1) 米国環境保護庁の環境会計プロジェクト

米国環境保護庁では、 1992年より環境会計プロジェクトに着手し、企業への環境会計手法の

普及を行っていたが、『経営管理手法としての環境会計入門』において環境コストについて次の

ように説明している [USEPA，1995，p. 7]。

「製品、プロセス、システムまたは設備に関連した環境コストを明確化して認識することは

優れた経営意思決定にとって重要である。環境コストの削減、収益の増加及び環境パフォーマ

ンスの改善という目標を達成するためには、現在、将来及び潜在的な環境コストに注意を払う

必要がある。企業が環境コストをどのように定義するかは、その情報(例えば、コスト配賦、

資本予算、工程・製品設計、その他の意思決定)をいかなる目的に利用するのか、どの程度の

規模と範囲でそれらを実施するのかに応じて決まる。さらに、特定のコストが環境コストに該

当するか否かは常に明確とは限らず、グレーゾーンに属したり、一部は環境コストに該当しで

も一部はそうでないことがある。特定のコストが環境コストであるかは重要ではなく、関連の

あるコストが適切な注意を受けることが目標である。J

このように米国環境保護庁では環境コストの定義を積極的に行うことなく環境コストを考慮

した意思決定が広範囲にわたることを踏まえて、利用目的に応じて弾力的に適用すべきとして

いる。そして環境コストを第 l図のように示しているへ

第1国 米国環境保護庁による環境コスト分類
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[USEPA， 1995， p. 9]を要約して引用

このような環境コスト分類について特徴を挙げれば次のとおりである。

すなわち、①環境負荷は企業活動に伴い発生するため環境コストと通常コストの区分が困難

な場合が多い。また、通常コストに伴って環境コストが発生することを考慮すれば、環境コスト管

理において通常コストを対象とすることは合理的であろう。②環境保全コストを中心とする潜在

的に隠れたコストは環境負荷を発生させた結果として負担する偶発コストを予防するために支

出することから両者聞のトレードオフ関係を解明する必要がある。また、イメージ・関係づく

りコストは様々な項目を含み測定が困難であるが、その存在を指摘したことにより企業に環境

会計導入を促したと考えられ、偶発コストと共に保全コストの支出水準を決定する際に考慮さ

れるであろう。さらに、③外部コストについてはその存在を認めながらも対象外としている。
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米国環境保護庁では環境に配慮した設備投資の有効性を評価する手法としてトータルコスト・

アセスメント(TCA)を提唱している。TCAは通常の割引現在価値法において上記の環境コスト

を順次考慮しながら経済性計算を試みる手法である。環境配慮型の設備投資がそうでないもの

よりも長期的な観点から見れば経済性が高いことを示す手法であり、リスク回避を主眼として

し、る。

これまで資本予算では公害防止などを目的として早い時期から環境配慮が指摘されていたが、

経済性計算の適用は困難と考えられてきたへ TCAは、環境コスト間のトレードオフを示すこ

とにより環境配慮を経済性計算の対象として位置付けた点で意義を有する。しかし、経済性計

算の手法であることからコスト削減の視点を重視し、環境負荷の削減という本来のプロセスが

十分示されていない点も指摘しなければならない。

(2) 国連の環境管理会計プロジェクト

国連の持続可能開発部では、企業による環境配慮の社会的重要性を認識して各国政府を通じ

環境管理会計手法の普及を行っている。そして2001年には報告書『環境管理会計手続きと原

則』を公表し、環境管理会計を貨幣環境管理会計と物量環境管理会計に区分すると共にフロー

原価計算を重点的に紹介している。同報告書では環境コストについて次のように説明している

[UNDSD， 2001， p .12]。

「内部管理目的の環境コストの計算では、環境保全コストはコインの一面に過ぎない。廃棄

物コストには、汚染防止または処理設備にそれぞれ要するコスト以上のものを含んでいる。

廃棄物の概念は二重の意味を有している。廃棄物は購入及び支払いが既に行われた原材料で

あり、かつ販売可能な製品とならなかったものである。それ故、廃棄物は生産の非効率を示し

ている。このため廃棄物に含まれる原材料、資本コストおよび人件費は企業の環境コスト計算

において考慮すべきであり、詳細なコスト計算や意思決定において重要な基礎をなしている。J

このように国連では環境コストを環境保全活動に要するコストに加えて、廃棄物に関連した

コストを含め広義に解釈している点が特徴である。廃棄物は生産活動の非効率を原因として生

じるとみなせば、廃棄物削減を通じて環境コストも削減可能と考えることができる。そして環

境コストを第2図のように示している。

第2図 国連・持続開発可能部による環境コスト分類

{廃棄物処理

|予防及び環境マネジメント
環境コスト{

|非製品アウトプットの原材料購入額

L非製品アウトプットの加工コスト

[UNDSD，2001，p.16] 
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すなわち、非製品アウトプットを管理対象として事前に予防及び環境マネジメントを行い、

事後に廃棄物処理を行うものである。非製品アウトプットが削減されれば、廃棄物処理コスト

も削減でき、予防及び環境マネジメントに要するコストを継続的に管理することが課題となろ

ワ。

国連では、非製品アウトプットの存在を環境負荷の発生原因とみなして、これに関連したコ

ストを削減対象としている。しかしながら、加工コストの集計および配分は慎重に検討すべき

であろう。廃棄処理される製品の原材料は確かに環境負荷の原因と考えられるが、加工コスト

は企業資源の浪費であっても、これがすべて環境負荷の原因となるとは限らないし、製品への

配賦方法によってはコストが変動することも予想される。このため、非製品アウトプットと環

境負荷の因果関係をさらに明確化する必要があろう。

(3) 経済産業省の環境管理会計手法ワークブック

経済産業省は2002年に『環境管理会計手法ワークブック』を公表し、環境配慮型の設備投資、

原価管理および業績評価に区分して各手法を解説している。そして環境コストについては環境

品質原価計算に関連して第3図のように示している。

第3園 経済産業省による環境コスト分類

[環境保全コスト

|環境評価コスト
環境コスト{

|内部負担環境ロス

l外部負担環境ロス

[経済産業省，2002，35頁]

すなわち、環境コストは品質コストと類似の性格を有するとみなした上でPAFアプローチに

準じたものを示しているが、失敗コストをロスと規定している点が特徴であり、この点につい

て次のように説明している[経済産業省，2002，35-36頁]。

「ここで注目すべきは、品質コストにおける外部失敗コストに相当する『外部負担環境ロス』

は、地域社会や消費者、更に現時点では負担者そのものが特定できない損失(いわゆる環境負

荷)と定義し、企業自らが負担する損失である『内部負担環境ロス』と明確に区分したことで

ある。いうまでもなく、これらのコストの低減は、直接には企業の利益に結び付くことはない。

しかしながら、法規制等の強化を背景として、企業が推進する環境保全対策の多くが、社会的

コストや環境負荷そのものの低減を目的としていることから、当該損失部分を抜きにした環境

コストの体系化は無意味と考えたのである。」

このように経済産業省では環境保全コストと評価コストを支出して内部及び外部負担の環境

ロスを削減することを目的としている。また、外部負担環境ロスについては貨幣評価の対象外
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とし物量値のみで示すにとどめているものの、測定対象として明示している点が特徴である。

当初、 PAFアプローチによる品質原価計算では予防・評価コストと失敗コストはトレードオ

フの関係にあり両コストの合計が最低になる水準を解明して支出水準を決定すべきとされてい

た。その後、 TQMなどの普及により外部失敗コストをゼロにすることも目標とされている。

また、品質コスト概念も顧客の視点から環境配慮が重視され、環境コストを考慮した品質原価

計算が提唱されてきた。このような品質原価計算はPL法対策などを視野に入れたリスク管理と

しての管理会計手法と見ることができょうへ

これに対して、経済産業省の環境品質原価計算は管理会計手法としての品質原価計算の考え

方に基づいて環境コストを集計する環境会計手法である。環境負荷の削減が目的でありコスト

削減などを直接の対象としていない点に特徴がある。しかし、最近の品質原価計算に準じて外

部失敗コストに相当する外部負担環境ロスをゼロにすることは困難であるため、企業は可能な

限り対策を講じるべきであるが、負担を巡っては課題が残されていると言えよう。

N 環境コスト概念の考察

以上、代表的な環境管理会計の報告書において示された環境コストを紹介して検討を加えた。

これらに共通した特徴としては、特定手法の普及に関連したコスト分類を示している点であり、

コスト分類における相互の関連性は第4図として示すことができる。

すなわち、環境コストは、環境負荷の削減を目的として支出する狭義の環境コストと削減対

象である環境負荷及び環境負荷に関連した修復コストである広義の環境コストに区分できる。

第4図 各種団体による環境コスト分類と管理手法

、-----、---- 米国環境保護庁 (1995) 国連 (2001) 経済産業省 (2002)

予防・環境マネジメント 環境保全コスト
狭義の環境コスト 潜在的に隠れたコスト

廃棄物処理 環境評価コスト

通常コスト (正常な)非製品アウトプット

偶発コスト (異常な)非製品アウトプット 内部負担環境ロス
広義の環境コスト

イメージ・関係づくりコスト

(外部コスト) (外部コスト) 外部負担環境ロス

管理手法 トータ/レコスト・アセスメント 廃棄物・フロー原価計算 環境品質原価計算

これまで環境管理会計は手法の開発及び普及を通じて発展していることを考慮すれば、この

ようなコスト分類も意義を有すると考えることができる。しかし、手法の開発がある程度進み、
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手法の体系化を中心として環境管理会計のフレームワークが提示されていることを考慮すれば、

環境コストの一般的な概念及び分類が必要となろう 5)。このために必要と考えられる課題を示せ

ば以下のとおりである。

(1) 通常コストと環境コストの関連性

米国環境保護庁によれば、既存の管理会計では環境コストを集計しないことから通常コスト

の中に潜在的に隠れた状態にあり、環境会計を導入すれば環境コストに配慮した企業経営が可

能であると主張されてきた。その後、環境マネジメントや環境会計の導入により環境コストの

集計が進み、第4図に示した狭義の環境コストに関しては隠れた状態にあることは解消されつ

つあると考えることができょう。また、その後の国連では環境負荷に関するコストを非製品ア

ウトプットと規定して環境コストを広範囲に捉え、これまで通常コストと考えられてきたもの

を環境コストとみなしている。

米国環境保護庁で、は環境コストを測定しないために管理対象とされてこなかったこと、国連

では環境負荷の発生原因であるマテリアノレフローを明らかにしないことがそれぞれ既存の管理

会計の問題点とみなしている。このように環境コスト管理の初期の段階では環境コストの明確

化から着手するもので、あった。しかし、所与の企業活動から発生する環境コストを把握するの

みでは環境負荷の削減には効果が少ないことから、環境負荷の視点から企業活動を見直し、環

境負荷をコストに換算した上でコスト管理を行うという段階に発展している。

換言すれば、通常コストの発生に伴い環境コストも発生することから既存の管理会計手法の

対象を拡張して環境コスト管理を実施することが提唱されてきた。しかし、既存の管理会計手

法では環境負荷の測定・管理という機能を有していないために環境コスト管理の効果が限定的

と言える。その後、フロー原価計算などの環境会計手法により環境負荷の原因である通常コス

トを対象に管理を行うことが試みられている。

すなわち、環境負荷削減を試みるためには使用する原材料の種類や加工方法を改善すること

が必要であり、通常コストの管理を通じて実施することが効果的である。このため管理会計に

環境会計手法を導入することが環境コストの測定には不可欠であろう。

(2) 環境ベネフィットの明確化

環境コスト概念を確立するためには、言うまでもなくコストに対応するベネフィットを明確

化する必要がある。第4図から明らかなように、これまで検討してきた各種の報告書では狭義の

環境コストと広義の環境コストに区分できるが、これらを同列に示している。このうち、直接

の管理対象となるのは狭義の環境コストであろうが、前者は後者を一定水準に抑制するために

支出することから事前に両者間のトレードオフ関係を明らかにすることが求められる。

さらに、広義の環境コストは仮に環境対策が十分でない場合に企業が負担を余儀なくされる
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見積額という点に特徴が見られる。この場合、非製品アウトプットを環境負荷とみなしている

国連以外では、環境負荷に直接言及することなくその結果として予想される賠償金や修復コス

トなどを示しているに過ぎない。

当初、米国環境保護庁によれば、環境会計の導入によりコスト削減が可能であると主張され

てきた。環境会計手法の普及を重視する余り、環境負荷の削減それ自体よりも結果として得ら

れた環境コストを含む総コストの削減効果が強調されてきたと言える。実際、導入に伴うこの

ような効果は一時的には得られるであろう。しかし、環境コストの上昇に対応して環境コスト

管理が定着すれば、総コストの削減というより環境負荷の効率的な削減方法を継続的に追求し

ていくことが課題となろう。

他方、環境負荷の削減効果を金額換算することは困難であると認識されている。このため、「環

境効率」に関する一連の指標が考案され環境負荷と財務数値を対比することが試みられている7)。

これまで管理会計においても物量情報を貨幣情報へと変換する努力が行われてきたが、これが

困難な場合には無理に変換を行うことなく貨幣情報と併用されている8)。環境ノfフォーマンス評

価が発展し、エコバランス手法の導入も行われていることを考慮すれば、環境負荷削減に関す

る環境パフォーマンス評価指標の開発及び導入が環境コスト管理の前提であろう。

(3) 内部管理と外部報告の関連性

経済産業省では環境品質原価計算において示したコスト分類に関して「環境コストマトリッ

クス」を提示し、環境省の「環境会計ガイドラインJ におけるコスト分類との関連性を示唆し

ている。環境管理会計の成果を環境報告書などによって公開することを視野に入れているが、

米国環境保護庁や国連においては外部報告を対象としていない。

日本の環境会計は外部報告から着手され、後に内部管理が注目されたという経緯がある。個

別企業の視点から内部管理と外部報告の関連性は、①外部報告の枠組みが整備されれば、これ

に対応して必然的に自主的な内部管理を促進せざるを得ない、という考え方が成り立つ。他方、

②内部管理が確立し成果が得られれば、外部報告を行うインセンティブが得られると考えるこ

ともできょう。

すなわち、企業が環境管理会計を採用する根拠としては環境規制の強化に伴う環境保全活動

の効率的な実施、さらには環境保全と収益性追求の両立可能性がインセンティブとなっている。

しかし、環境省の「環境会計ガイドライン」は企業の社会性などを根拠に環境会計報告を提唱

していることを考慮すれば、環境管理会計との関連性は慎重に検討すべきである。

特に日本では「環境会計ガイドライン」が環境コスト概念を精般化させながら先行している

ことに加えて、環境会計手法を導入する際の前提となる管理会計手法が意外と普及していない

ことを考慮すれば、環境コスト管理が「環境会計ガイドライン」から受ける影響を解明する必

要があろう。
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V 今後の展望

本稿では、これまで示された各種団体の環境コスト概念及び分類の考察を通じて環境管理会

計における一般的なコスト概念及び分類を行うために必要な課題を述べた。環境管理会計はか

つての管理会計と同様に手法の開発及び普及を通じて発展し、現時点のコスト概念及び分類も

特定手法の開発に関連したものである。

しかし、最近になって環境管理会計は手法の開発及び普及の段階から手法の体系化を試みる

フレームワークが提示される段階に至り、手法問の関連性を明らかにしていくとこれまで示さ

れたコスト分類では重複が生じるため管理目的から見た環境コストの一般的な概念及び分類が

必要とされるであろう。また、このようなフレームワークでは、物量情報を重視すると共に、

可能な場合にはコスト換算を試みている。最近の管理会計手法の発展と類似している点も指摘

できる。

すなわち、管理会計においては企業環境の変化に伴い既存の手法の限界が指摘され、対象範

囲を拡大すると共に手法の精微化を試み、この一環として環境配慮も行われている的。しかし、

既存の管理会計手法では一部の環境コストを分離して把握することは可能でも環境負荷を測定

及び削減する機能までは有していない。このため管理会計において環境配慮を行うには環境会

計手法の成果を活用することが求められるであろう問。

他方、内部管理目的の環境会計では環境負荷削減の視点より環境保全活動に要するコストを

集計する段階から原材料コストなどの通常コストも対象として範囲を拡張している。しかし、

このような環境会計では既存の管理会計の存在を前提とし、コスト効率性は考慮しても収益性

追求は直接の対象としていない。このため内部管理目的の環境会計を新たに導入する場合には

既存の管理会計との関連性を明確化すべきであろう。

以上のように環境コストは通常コストとの関連において拡張しつつあるため管理会計と環境

会計の結び付きが重視される。しかしながら、日本では環境管理会計の前提となる管理会計手

法が定着していない企業が存在していることを考慮すれば、内部管理目的の環境会計を普及さ

せるためにも、管理会計としての環境コスト管理を同時に定着させることが必要であろう。

注

1)コストの定義としては、米国会計学会「原価概念基準委員会報告J (1955年)や企業会計審議会による

「原価計算基準J (1962年)があり、これらの定義は現在でも踏襲されている。例えば、ホーングレン等

(Homgren et al. 2003 ， p . 30)や岡本 (2000，8-10頁)を参照。

2)米国管理会計人協会(lMA)は、環境問題を管理会計における個別の課題として取り上げている。報告

書4WIi'企業環境戦略の実施.!I(1995年)では、企業の環境問題への対応について、①規制遵守、②競争

優位の獲得、及び③持続可能な発展への適合、という 3段階を示している。また、報告書4Z Ii'経営意思

決定のための環境会計の用具と手法.!I(1996年)では、原価計算、投資分析及び業績評価において適用可
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能な手法を示している。管理会計担当者が環境会計手法を用いて環境戦略の策定・実施に必要な情報提供

を行うことを推奨するものである。

3)参考までに日本の管理会計文献において米国環境保護庁の環境コスト分類表を紹介しているものとして

は、西海 (2000，146頁)、中原 (2000，301頁)、上埜 (2001，410頁)などがある。

4)通産省産業構造審議会「企業財務政策の今後のあり方J (1972年)では、戦略投資のーっとして公害防

止などを目的とした公共責任のための投資を挙げている。また、評価方法として①達成目標水準を定めて

評価する方法、及び②利益に還元して評価する方法を示している。このうち、 TCAは②の方法を精微化

したものと考えられる。

5) IMA報告書4R~品質改善の管理.!I (1993年)や伊藤 (1999)などを参照。

6)環境管理会計のフレームワークとしてはベネットとジェームズによる「環境管理会計ピラミッドJ[Bennett 

and James， 1998，p.40]やノ〈ーリット等[Burritt，Hahnand Schaltegger，2002，p.31]を参照。前者では

環境負荷に関する物量情報を貨幣情報に換算することを重視しているが、後者では貨幣環境管理会計と物

量環境管理会計に区分して適用領域毎の手法を列挙している。

7) r環境効率」に関しては、これまで様々なものが主張されてきたが、統合的環境会計という視点からそ

の発展経路を示したものとしては宮崎教授による「統合的環境会計による基本類型J (宮崎，2002，630頁)

を参照。

8)例えば、原価企画におけるVEでは、価値=機能/価格という考え方が持たれており、バランス・スコ

アカードにおいても非財務要因が財務要因に与える因果連鎖について解明が行われている。いずれの手法

も環境保全を考慮すべき要因のーっとしているが、具体的な方法については開発段階にあると言えよう。

9)代表的な管理会計文献であるホーングレン等による『原価計算』では、 1994年の第B版から資本予算に

関連して環境コストに言及した。その後、環境責任やライフサイクル・コスティングにも拡張して言及し

ている。

10)このような傾向は、活動基準原価計算凶BC)の位置づけの変化として見ることができる。当初、 ABC

によれば環境関連活動と共に製造間接費である環境コストが明確化され、正確な製造コストの算定が可能

となると考えられていた。しかし、その後、フロー原価計算などの環境会計手法によって算定する環境負

荷を反映した環境コストをABCによって配賦するという段階に至っている。
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非営利情報に基づく裁量的利益調整行動の分析

佐藤清和(青森公立大学)

序論

近時、企業の社会的責任 (CorporateSocial Responsibility， CSR)に対する関心が高まっ

ている。もとよりCSRという概念は、法令の道守、環境への配慮、社会貢献活動への関与、あ

るいは積極的な情報開示等、その外延は広範に及ぶ。しかしながら、今日のCSRに関する議論

の少なからぬ部分は、会計制度の信頼性を失墜させるような悪質な企業行動に対する疑心感に

基づいてなされているものであることは、衆目の一致するところであろう。このような企業行

動のーっとして注目されているものに、裁量的利益調整行動 (EamingsManagement)と呼

ばれるものがある。

無論、広範な領域にわたるCSR情報を、会計情報およびその関連情報として一元的ないし一

括して取り扱うことはできない。しかしながら、少なくとも伝統的な会計情報の伝達プロセス

に生じた欠陥が看過されたままでは、 CSR情報の伝達プロセスもまた全体的に不安定な状態に

置かれることになるのではないだろうか。たとえば、ある企業が最先端のCSR情報をどれほど

積極的に開示したとしても、同企業の会計情報に対する信頼性が担保されない限り、開示され

たCSR情報もまた、その信頼性という点で低く評価されざるを得ないであろう。

本稿は、このようなCSR情報の前提となる会計情報の伝達プロセスにおける裁量的な利益調

整行動の存否とその誘因について、非営利かっ非裁量な会計情報であるキャッシュ・フロー情

報に基づいて検証するものである。

1 利益調整行動の分析方法

裁量的な利益調整行動とは、選択可能な種々の会計手続きの中から、利益の捻出ないし圧縮

をもたらす会計手続きを裁量的に選択する行動である 1)。ただし、個別の会計処理の選択行動だ

けを観察しでも、必ずしも企業全体の利益調整のベクトノレ(捻出ないし圧縮)を捉えたことには

ならない。そこで提示されたのが、次式で示される会計発生高(Accruals，AC)を用いたアプロー

チである。

EAR-CFO=AC [ 1 ] 

ここで、 EAR=事業利益、 CFO=営業キャッシュ・フロー、およびAC=会計発生高である。
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[ 1 ]式のようにACはEARとCFOの差額として定義されるが、 CFOについてはキャッシュ・

フロー計算書が制度化されて間もなく、実証研究のデータとしては連続性という点で限界があ

る。したがって、本稿ではACを次式によって算定する。

AC=t:J..売掛債権+ム前受金+ム未収収益-t:J..前受収益

+t:J..棚卸資産-t:J..買掛債務+t:J..前渡金+t:J..前払費用

-t:J..未払費用ー減価償却費一貸倒引当金 [2] 

ただし、 Aは隣接する 2会計期間の差額を意味する。

[1 ]式において、 CFOは利益調整行動の影響を受けない会計情報、すなわち非裁量的な会

計情報とみなされるため、ACがEARの増減を惹起する利益調整行動の代理変数となる。すなわ

ち、正のACは利益捻出型、また負のACは利益圧縮型の企業行動を示す代理変数ということに

なる。

ACを用いた初期の研究では、会計発生高の全部が利益調整行動の代理変数とみなされた(Healy

口985])。その後，]ones[1991]によって、ACを非裁量的会計発生高<NondiscretionaryAccruals: 

NDAC)と裁量的会計発生高(DiscretionaryAccruals: DAC)に識別する回帰ためのモデルが

提示された。この方法では、会計発生高の時系列から予測された期待値がNDAC、またその残

差(予測誤差)がUAとみなされる。その上でO<DAの場合は利益捻出型、 DA<Oの場合は利益

圧縮型の利益調整行動が選好されたものと判定される。

しかしながら、そもそもEARとして報告される利益が、利益調整行動の影響を受けているか

否かについて判定するためには、利益調整後(事後)の報告利益と利益調整前(事前)の、いわゆ

る非営利情報としてのキャッシュ・フローを比較する必要がある。そこで、次節においてキャッ

シュ・フロー情報の非営利かつ非裁量という性質についてあらためて検討しておくこととする。

2 非営利・非裁量情報としてのキャッシュ・フロー

発生主義会計を前提とした企業会計では、キャッシュ・フローに種々の会計手続きを施して

報告利益が算定される。キャッシュ・フロー自体は経済事象の写像である「価値の流れ」を指

示する記号であるから、企業会計とは、キャッシュ・フローに営利行為の結果を写像するため

の利益計算という調整過程が付加された会計システムだということができる。逆に言えば、キャッ

シュ・フローとは、営利情報の作成という特定の目的が付加される前の、いわば非営利の会計

情報に他ならない。

また、公益法人をはじめとする非営利組織体には、一般に収支計算書(および収支予算書)と

いったキャッシュ・フローの計算に関する財務諸表の作成が要請されているが、このことから

も明らかなように、キャッシュ・フローとは、非営利組織体の会計システムにおける基幹的な

会計情報とみなされている。先に利益計算という特定の目的が付加される以前の会計情報がキヤツ
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シュ・フローであると述べたが、ここでのキャッシュ・フローとは、非営利組織体の会計シス

テムにおいて非営利情報を伝達する、という特定の目的が付加された会計情報と位置づけられ

ている。

次にキャッシュ・フロー情報の非裁量性という性質を理解するために、非営利組織体の会計

システムに収支計算書の作成実務(キャッシュ・フローの測定システム)が導入された背景に

ある、非営利組織体に特有の非分配制約という行動条件について検討しておきたい。

非分配制約とは、非営利組織体が営利目的の組織ではないことを担保する制約条件である。

一般に非営利組織体は、私益の獲得(または私益の分配)でなく公益の増進を目的としている。

つまり非営利組織体には，収支差額としてのキャッシュ・フロー(剰余金)を特定の個人ないし

集団に分配できないという制約(非分配制約)条件が科せられており、利益の分配先を特定の個

人または集団に限定する営利企業に必要とされる利益計算は必要とされない。すなわち、特定

の利益分配先が想定されていない非営利組織体において、キャッシュ・フローとは分配を想定

された利益とは無関係な会計情報であり、裁量的な利益調整の対象とはならない、という意味

で非裁量の会計情報だと言うことができる。

このように、企業会計における利益情報とは特定分配情報であるのに対して、キャッシュ・

フロー情報は、特定の利益分配が想定されていない非分配制約情報である。この点に留意すれ

ば、キャッシュ・フロー情報とは利益情報が排除された非営利の会計情報であると考えること

ができるであろう。

以上より、キャッシュ・フロー情報とは、非裁量かつ非営利会計情報であることが明らかに

なったが、このようなキャッシュ・フローに基づいて、社会的責任を担った企業に裁量的(私的)

な利益調整行動(特定分配情報の測定行動)をとらせるインセンティブについて検討することが、

本稿の目的である。そのために、以下では「キャッシュ・フロー分岐点」という指標をベンチ

マークとして、これに基づく「キャッシュ・フロー・ベースの採算性」という視点から、企業

の利益調整行動を分析していく。

3 キャッシュ・フロー・ベースの利益調整指標

上述のように、経営者が会計発生高を用いて利益の捻出ないし圧縮を企図したとしても、営

業活動によるキャッシュ・フローを裁量的に調整することは難しい。すなわち、経営者は会計

基準の選択適用によって、外部報告を目的とした報告利益を調整することはできても、売上高

や固定資産への投資などのような企業外部の経済事象と直結するキャッシュ・フローを、利益

の計算過程で生じる会計発生高によって裁量的に操作することは困難である。以下では、この

点に着目して「キャッシュ・フロー・ベースの利益調整指標」を定義する。
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3.1 キャッシュ・フロー分岐点

ここでは、キャッシュのインフローとアウトフローが均衡するキャッシュ・フロー分岐点(Cash

Flow Break.Even Point， CFBEP)を定義した上で、キャッシュ・フロー・ベースの安全余裕度

(Cash Flow.based Margin of Safety Ratio， CFMSR)を算出するへ

いわゆるCVP分析に従って、営業費用(売上原価+販管費)を変動費と固定費に分解すれば、EAR

は次のように表わされる。

EAR= REV-VC-FC+ OTR 

=cr' REV-FC+OTR [3 ] 

ここで、 REV=売上高;VC=変動費;FC=固定費;OTR=営業外収益;cr=貢献差益率=(1-v) 

である。ただし、 vは変動費率=VC/REVを示している。

また、 [3]式を[1 ]式のEARに代入することによって、次式が得られる。

CFO=cr' REV-FC+OTR-AC [4] 

[3]式および [4]式において、 EARとCFOを0とおいて、それぞれREVについて解けば、

前者が損益分岐点(Break.EvenPoint， BEP)、後者がキャッシュ・フロー分岐点(CFBEP)を示

す。すなわち、次式のとおりである。

FC-OTR BEP=一一一一一一cr [5] 
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[6] 

3.2 裁量的会計発生高の識別

経営者の利益調整行動を分析するためには、会計発生高(AC)を経営者の利益調整行動を反映

した裁量的会計発生高(DAC)と、それ以外の部分からなる非裁量的会計発生高(NDAC)に分離す

る必要がある。

本稿では、 Chanet al. [2001]のモデ、ノレ(以下Chanモデ、ノレと称す)を援用してDACを推定す

る。このモデ、ルでは売上高を外生変数とみなし、 ACは経常的にこの売上高に比例するものと仮

定される。すなわち、次式の期待会計発生高E(ACt)が当期(t)のNDACとなる。

NDACt=EμCt)= (LJ=lACt一→j/i.エ;二LLLIREV抗孔tト一-i)RE抗 [7 ] 

その上で、次式のような期待外会計発生高をもって当期のDACとする。

DACt=ACt-E(ACt) [8] 

[7]式および [8]式から明らかなように、 Chanモテ、ノレは売上高だけを外生変数とするた

め、 Jones[1991]のような重回帰モデ、/レよりも倹約的 (parsimonious)なモデルとなっている。

そこで[7]式と [8]式を用いて、 [4]式のCFOを次式のように変形する。
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CFO= (cr-rnr)REV-(FCーOTR+DAC) [9 ] 

ここで、 mr=NDAC/REVであるが、前述のとおり、 Chanモデルでは任意の期間([7]式

ではt=5と置いている)を通じて、 NDACはREVに比例すると仮定されているから、当期のmr

もまた定数と仮定することができる。したがって、 [9]式においてREV=Oとおけば、 [6]式

のCFBEPは次のように変形される。

F'C-OTR+DAC CFBEP= cr-rnr [10] 

[10]式は、会計発生高を利用した裁量的な利益調整行動を、 DACとして明示的に組み込ん

だCFBEP表わしている。

さらに、 [9]式の両辺にDACを加算して得られる値(CFO+DAC)は、裁量的な利益調整済み

(非裁量的会計発生高計上前)の利益を示すから、これを裁量的利益調整額のiscretionaryEamings 

Adjustment， DEA)と停〈ば、DEA=Oとなる売上高は、次式のようお裁量端益分u皮点(Discretionary

Break-Even Point， DBEP)に位置することになる。

FC-OTR DBEP=一一一一一一cr-rnr ]
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このように売上高との比例関係に基づいてACを分解する方法は、 BEPおよびCFBEPの算定

にあたり、総費用とキャッシュ・フローを2つの要素に分解した際に、それぞれ売上高との比

例関係が仮定されていたのと同じ発想によるものである。このことによって、図表 1のように

横軸の売上高に基づいてCFBEP、DBEPおよびDACの関連性が明陳に表示されることとなる。

実のところ、この点こそが本稿でChanモデルを援用する最も大きな理由になっている。

3.3 キャッシュ・フロー・ペースの利益調聾指標

外生変数としてのREVとその影響を受けて変動するCFOとの関係は、キャッシュ・フロー・

ベースの安全余裕度 (CashFlow-based Margin of Safety Ratio， CFMSR)として、次式の

ように表わすことができる。

CFBEP (cr-rnr)REVー仔'C-OTR+DAC)CFMSR= 1一一一一一一=(LT ""'I.l. \.~_Y 1 .L'_~n~: .L\. I .L/f"].，-，' [12] 
REV (cr-rnr)REV 

ここで、 O<CFMSRの場合、 REVはCFBEPを超過しており、ネットのキャッシュ・フロー

はプラス(収入超過)になる。逆にCFMSR<Oであれば、ネットのキャッシュ・フローはマイナ

ス(支出超過)となる。本稿では、収入超過ないし支出超過をもたらす売上高水準を示すCFMSR

をもって『キャッシュ・フロー面の採算性』を表わす財務指標と考える。

さらに裁量的損益分岐点DBEPに対応する安全余裕度 (DMSR)を求めれば、これは次式のよ

うな『裁量的な利益調整行動に基づく採算a金」を表わす財務指標ということになる。
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NDEA_ (i.σ-mr)REV一白'C-OTR)DMSR= 1一一一一一=1'" ""，，~ß.\.ß.J _~___\(:"::TT ¥J.L.L"， [13] 
REV (cr-mr)REV 

図表1には、DACの影響によってCFMSRとDMSRが異なる値をとることが図示されている。

そこでCFMSRとDMSRの比(DMSR/CFMSR)をRDCとおけば、 [12]式および [13]式より次

式が得られる。

DAC RDC=1一一一一
CFO 

[14] 

利益圧縮行動の'AC<O)が選好された場合、 CFOが負(支出超過)であれば、 RDCは1未満の値

をとる。逆にCFOが正(収入超過)の場合に、利益圧縮行動(DAC<O)が選好された場合には、

RDCは1を超過する。すなわち、次式のとおりである。

(CFO<001>即 C
CFO> 0 時 1<RDC

[15] 

このようにRDCは、収入超過ないし支出超過時における利益調樹子動の結果を、DMSRとCFMSR

という 2つの採算性を比較することによって示すものである。すなわち、RDCとはキャッシュ・

フロー面の採算性(CFMSR)をベースとして利益調整行動の結果を表わすから、「キャッシュ・フ

ロー・ベースの利益調整指標J ということが可能である。以下での課題は、この指標に基づい

て裁量的な利益圧縮行動のインセンティブを分析することである。

4 仮説の設定

米国における先行研究では、業績が低迷している企業によって利益圧縮型の会計手続きが選

好されるという、いわゆる「ビッグ・パス仮説」を支持する実証結果が多数報告されている。

このような利益圧縮行動は、新規に交代した経営者が当期の利益を圧縮し(これを前任者の責

に帰すべき事項として)、次期以降の業績改善を容易にするために採られる決算行動だという見

解がある(Murphyand Zimmennan [1993])。一方で、利益圧縮型行動とは、業績の安定化すな

わち利益の平準化をインセンティブとする決算行動だとする見解もある(DeFondand Park[1997])。

わが国における経営者の交代頻度は、米国のそれよりはるかに小さいと考えられる(企業外部

者による交代となれば尚更である)。したがって、本稿では経営者の交代という特異なイベント

ではなく、既述の「キャッシュ・フロー・ベースの利益調整指標(RDC)Jを用いて、わが国企

業における利益圧縮型の決算行動について分析していく。

図表1には、キャッシュ・フロー面および裁量的利益調整面における安全余裕度が示されて

いる。本稿では、ビッグ・パスの条件である業績低迷企業とは、図中の横軸で示された売上高

(REV)が、 CFBEPおよびDBEPを下回っている(1 )の範囲にある企業群からなるものと考える。

ここでは、支出超過(CFO<O)に伴ってキャッシュ・フロー面で採算割れ(CFMSR<O)となるが、
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図表 1 CFBEPとNDEAの位置に基づく安全余裕度の遣い

CFO 

。

一(FC-OTR+ DAC) 

一(FC-OTR) CFBEP 
(CFA:JSR) 

DBEP 
(D!v.(SR) 

CFOa 

DEAb 

REV 

(1)一軒骨一一一(II ) (III)一一ー+

aキャッシュ・フロー b裁量的利益調整線 c (1 -v)ー (NDAC/REV)

75 

d営業キャッシュ・フロー(>0) e裁量的利益調整額(<0) f裁量的会計発生高(<0) 

さらに裁量的な利益圧縮(DAC<O)が実行されることによって(CFO線がDEA線にシフトするこ

とによって)、今度は支出超過を上回る事業損失(DEA<O)が計上されることになる。これは業績

低迷(支出超過)にも拘らず、敢えて(裁量的に)実施された利益圧縮行動に起因する事業損失で

あるから、まさにピッグ・パスが志向されたことを裏付ける採算状況だと考えられる。この場

合のCFO<OかっDAC<Oは、 [15]式上段のRDCに対応するから、結局のところl>RDCがビッ

グ・パスのシグ、ナルということになる。

一方、 REVが(II)の位置にある場合は、 O<CFOでありO<CFMSRとはなるが、やはり裁量的

な利益圧縮(DAC<O)によって事業損失(DEA<O)が発生する。ただし、(1)とは異なり、売上高

が業績低迷を示す範時には入らないから、これはむしろ利益平準化による利益圧縮のケースに

該当すると考えるべきである。さらに、REVが(田)の位置にある場合も業績が低迷していけるわ

けではないから、たとえ裁量的な利益圧縮があったとしても、これをもってただちにビッグ・

パスが生じたものとは断定できない。

以上より、次の2つの仮説が提示できる。

(仮説1) 業績低迷企業は、利益圧縮行動を選好する傾向がある。

(仮説2) 業績低迷企業における利益圧縮行動は、(利益平準化ではなく)ビッグ・パス会計を

志向したものである。
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5 リサーチ・デザイン

5.1 サンプルの選択

サンプルとして『日経NEEDS財務データ CD.ROM版』の中から、東京証券取引所一部およ

び二部の上場企業(銀行・証券を除く)のうち、 1988年から2002年までの15年間を通じて決算

数値に欠落がなく、かつ決算日に変更がない企業を抽出した。またBEP、NDEA、およびCFBEP

が負となるサンプノレを除外した結果、サンプル数は全部で11，554(社・年)となった。

これらのサンプノレからChanモデ、ノレによってDACを求めるため、まず1988年から1992年までの

5事業年度を推定期間として1993年のDACを推定する。それ以降は、同様の推定を1989年から5

事業年度ごとに1997年まで、行っていく。最終的に、1993年から2002年までの10期聞にわたるDAC

が推定された。

5.2業績低迷と利益圧縮行動

はじめに、すべてのサンプルをDACの符号によって2つのクラスに分類する。その上で、DAC

が負の場合は 1、また正の場合はOとなるようなこ値変数 (NEGDA)を設定する。さらに業績

低迷を示す指標として、前期 図表2 記述統計量

は配当を行った(有配)にも拘ら パネルA:ロジツ卜回帰モデル ([16]式)の独立変数の記述統計量

ず、当期は無配ないし減配に

陥った企業を 1、それ以外を

0とするこ値変数 (REDIV)

を設定する。

仮説1を検証するためには、

業績の低迷が利益圧縮行動の

インセンティブとなっている

かについて検証すればよい。

そのために独立変数をREDIV、

従属変数をNEGDAとするロ

ジット回帰モデ、/レによる分析

LNA 

LEV 

サンプル数:11.554 (社・年)

平均値標準偏差最小値 愚大値第1四分位中央値第3四分位

11.0725 1.324唱 5.9915 15.9310 10.1704 10.9104 11.8952 

2.4788 8.7173 -46.6162 500.5482 0.7449 1.3381 2.5147 

F I N S T 0.0006 0.0042 0.0000 0.1953 0.0002 0.0003 0.0005 

パネルB:ロジット回帰モデル([17]式)の独立変数の記述統計量

サンプル数:6.813 (社・年)

平均値標準偏差最小値 最大値第1四分位中央値第3四分位

L N A 11.0949 1.3305 5.9915 15.9310 10.1922 10.9幻'2 11引56

L E V 2.3979 6.0981 -41.2465 332.5926 0.7606 1.35唱9 2.5360 

F I N S T 0.0006 0.0043 0.0000 0.1953 0.0002 0.0003 0.0005 

(注)LNA:期首総資産の自然対数。 LEV:自己資本負債比率(負債÷資本)。
FINST:金融機関持株比率

を行う。また配当政策以外の要因にも配慮して、企業規模を示す期首総資産の対数値 (LNA)、

負債の影響力を示す自己資本負債比率 (LEV)、および金融機関による持ち株比率 (FINST)

からなる 3つの独立変数をコントロール変数とした。前2者は資産仮説および負債仮説に基づ

く変数であり (Wattsand Zimmerman [1986])、最後が金融機関によるモニタリングの影響

を示す独立変数である(阿部 [1994])。次式が仮説 1を検証するためのロジット回帰モデルで

ある。
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ProbρVEGDA=l) =F(s 0+ s lREDIV+ s 2LNA+ s 3LEV 

+ s 4FINST+ E it) [16J 

ここで、 F(ß~勾=eß'X/( 1 +es'X)で、ある。図表2のパネルAには、 [16J式の独立変数に関する

記述統計量が示されている。

5.3 利益圧縮行動とキャッシュ・フロー・ベースの採算性

仮説1が支持された場合、全サンプルの中からDAC<Oとなる企業群をサブ・サンプルとして

抽出する。その上で、これらの利益圧縮行動にともなうRDCの値を観測することによって、仮

説2を検証する。そこでl<RDCの場合はしそれ以外は0となるような二値変数(RDC)を従属

変数とし、 REDIV、LNA、LEV、およびFINSTを独立変数とするロジット回帰モデ、ルを次の

とおり設定する。

Prob(RDC=l) =F(s 0+ s lREDIV+ s 2LNA+ s 3LEV 

+ s4FINST+εit) [17J 

図表2のパネルBには、 [17J式の独立変数に関する記述統計量が示されている。ここで用い

られるサブ・サンプルは、すべてDAC<Oであるから、先行研究に従えば、これらのサンプル企

業は全て裁量的な利益圧縮行動をとったことになる。

したがって、ここでの実証課題は、支出超過(CFO<0)にも拘らず、 DAC<Oで示される利

益圧縮行動が実行されたかどうかについて、キャッシュ・フロー・ベースの利益調整指標であ

るRDCを従属変数として検証する、ということになる。

6 分析結果の検討

[16J式および日7J式におけ図表3 仮説の検証結果

る独立変数聞の相関係数には、±

0.1を超えるものはなかった。そこ

で全ての独立変数を用いて2つの

ロジット回帰分析を行った。

図表3のパネルAに示されてい

パネルA: [仮説1]に関するロジツトモデル ([16]式)による分析結果

独立変数 期待符号 回帰係数 Wold統計表 有意確率

REDIV + 1.18204 18，69418 0.00002 

LNA + 0.23458 12.53443 0.00040 

LEV 0.00710 4.34239 0.03717 

FINST -391.375 2.34698 0.12553 

定数 一7.13701 90.70689 0.00000 

るように、業績の低迷を示す'REDIV パネルB: [仮説2]に関するロジツ卜回帰モデル ([17]式)による分析結果

の係数は、有意に正の値を示した

(p値=0.00002)。これは、企業

規模、負債比率、および金融機関

独立変数 期待符号 回帰係数 Wold統計表 有意確率

REDIV 

LNA 
+ 
+ 

0.97575 

-0.08732 

7.96210 

0.87635 

0.00478 

0.34920 

L E V - 0.01572 7.20241 0.00728 

FINST 一一128.023 0.2酒667 0.60557 

の持株比率の影響を考慮してもな定数 ー3.63273 12.7879 0.00附

お、業績低迷企業は利益圧縮行動 (注)REDIV・前期有配かつ当期無配備配)ならばしそれ以外はOとな
る二値変数。

LNA・期首総資産の自然対数。 LEV:自己資本負債比率(負債÷資本).
FINST:金融機関持株比率。
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を選好する傾向にある、という仮説1を支持する証拠であり、先行研究と同ーの結果である。

ただし、 LNA以外のLEV、FINSTからなる独立変数は、期待符合との整合性および有意確率

の大きさという点で、いずれも有用な結果を示さなかった。すなわち、独立変数については、

なおその選択について検討を要することが明らかとなった。

さらに、 DAC<Oのサブ・サンプノレを用いた [17]式のロジットモデルの結果が、図表3のパ

ネルBに示されている。業績低迷企業を示す阻DIVの回帰係数は、有意に正の値を示した (p

値=0.00478)が、これは企業規模、負債比率、および金融機関の持株比率の影響を考慮しても

なお、業績低迷企業では、キャッシュ・フロー・ベースの利益調整指標であるRDCが1未満で

あることを示すものである。つまり業績低迷企業ではビッグ・パス会計が志向されるという仮

説2は支持されたことになる。

ただし、 LNA、LEV、FINSTの独立変数は、期待符合との整合性および有意確率の大きさと

いう点で、いずれも有用な結果を示さなかった。ここでも独立変数の選択について、さらなる

検討を要することが明らかとなった。

7 結 論

本稿では、利益計算という特定の測定目的に拘束されない、いわゆる非営利・非裁量の会計

情報であるキャッシュ・フローに注目し、これをベースとした採算性という視点から裁量的利

益調整行動の一部について分析した。

その結果、先行研究と同様に、業績が低迷する企業は裁量的な利益圧縮行動を選好する傾向

があることが確認された(仮説 1)。これに加えて、さらに負の裁量的会計発生高(DAC<O)が

観測された企業だけからなるサブ・サンプルを分析した結果、業績低迷企業の利益圧縮行動は、

「キャッシュ・フロー・ベースの利益調整指標侭DC)Jに基づいて定義された、いわゆるビッグ・

パスを志向していることが確認された(仮説2)。この点は利益圧縮型の決算行動に関する先行

研究に、新たな知見を付与する分析結果だと考えられる。

冒頭に述べたように、企業の社会的責任 (CSR)については、いわゆる社会関連会計情報の

開示実務が重要な役割を果たすものと期待される。そこでは情報開示のインセンティプ、ある

いはボランタリーな情報開示等、財務会計における今日的課題と同様の諸問題が重要な論点を

構成することになるであろう。したがって、情報開示という面で先行する制度体系を有する財

務会計情報の開示実務を通じて得られた、本稿の実証結果もまたその議論に幾許かの役割を果

たすことが期待されるへ

それ以前に、開示された財務会計情報の信頼性が担保されないという状態は、 CSR情報に対

する社会的関心の高まりに負の影響を及ぼすことが懸念される。財務会計情報の開示実務に内

在する裁量的な利益調整行動に関する検証が、 CSR情報に関する今後の議論の一助となること
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が期待される所以である。

(本稿は、北星学園大学で開催された日本社会関連会計学会東日本部会における自由論題報告

に加筆修正したものである。当日は、司会の菊谷正人先生をはじめ、野村健太郎先生、石崎忠

司先生、上領英之先生、ならびに大原昌明先生より貴重なご意見をいただいた。ここに記して

感謝申し上げる。)
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注

1) Shipper[1989Jによれば、 EamingsManagementとは「外部報告プロセスにおける、経営者ないし株

主の私的利益(privategain)の獲得を目的とした意図的な介入行動」と定義されている。本稿では、社会

的責任を担った企業による裁量的(私的)行動という意味で、裁量的利益調整行動と呼んでいる。

2)キャッシュ・フロー分岐点とは、園広 [1958]で提示された収支分岐点と同義の財務指標である。ただ

し、本文におけるCFBEPの算出方法は本稿独自のものである。また、キャッシュ・フロー・ベースの採

算性を示すCFMSRについては、加藤 [1987]ならびに佐藤靖・佐藤清和 [2000Jを参照されたい。

3)本稿とは異なる視点からNPO(病院)におけるEamingsManagementの実態を検証したものにLeone

and Van Hom (1999)がある。
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環境パフォーマンス情報における比較可能性
一大手建設業の廃棄物情報に注目してー

宮武記章(大阪経済大学非常勤講師)

要約

81 

わが国における環境情報の開示は着実に進展している。廃棄物に関連する情報開示もその例

外ではないが、用語、開示内容、測定範囲等の情報が各企業によって異なっているのが現状で

あり、様々な問題を抱えている。本稿では、廃棄物に関連する多くの法律の影響を受けると同

時に業界独自の詳細なガイドラインを有し、廃棄物を排出する主要な業種でもある建設業を中

心に、環境パフォーマンス情報の開示における現状と課題を検討したい。

廃棄物の管理は、環境基本法をはじめとして廃棄物処理法、資源リサイクノレ法など多くの法

律の影響を受けている。廃棄物処理法には罰則規定もあり、それだ、けに他の環境パフォーマン

ス情報と比較して、相対的に管理および開示の重要性が高いと思われる。建設業における環境

会計ガイドラインは、環境省ガイドラインおよび廃棄物に関連する法律による要求項目を一通

り含んでいる。それに加えて単位や比較評価基準に関しでも明示されおり、全体として評価で

きるものである。このガイドラインの作成メンバーでもある大手建設業4社の実際の開示状況

を詳細に検討する。

I はじめに:廃棄物問題と情報開示

地球温暖化に代表される様々な環境問題は、より深刻さを増している。従来の大量生産・大

量消費・大量廃棄型のシステムは、もはや限界であり持続可能な循環型システムへの転換を迫

られている。一般廃棄物と産業廃棄物の合計した排出量は、 1980年に約33，600万トンだったも

のが1990年には44，500万トンへと大幅に増加した(環境白書， 2003年)02000年は45，800万トン

と伸びは鈍化しているものの、パプ、ル経済後の不況期であること、最終処分場の容量が切迫し

ていること、および環境問題への関心の高まりを考慮すれば、むしろ減少に転じている必要が

ある九

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物とに大別できるのであるが、大部分は産業廃棄物が占めて

いる。さらに2000年度の産業廃棄物の排出量を業種別に検討すると、電気・ガス・水道業、農

業および建設業の上位3業種で約65%を占めており、そのうち一般企業で単独の業種としては、
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建設業の約19.5%が最大である(循環型社会白書， 2003年)2)0循環型社会を形成するためには、

廃棄物問題を避けることは不可能であり、廃棄物の削減、有効利用、適正な廃棄処理が必要と

なる。また、廃棄物を管理することは、不法投棄による景観の悪化や土壌汚染等の問題を解決

するためにも重要である。

昨今の環境問題への関心の高まりと、環境省・経済産業省などによる環境報告書または環境

会計に関連する一連のガイドラインの公表等により、わが国における環境情報の開示は進展し

ているへ廃棄物に関連する情報開示もその例外ではないが、用語、開示内容、測定範囲等の情

報が各企業によって異なっているのが現状であるべこの状態では、環境パフォーマンス情報は

経済的意思決定の判断材料としては不十分であり、情報発信者である企業においても望ましい

ことではない。環境パフォーマンス情報の網羅性、信頼性、比較可能性等の質的特長を向上さ

せることは、環境に対して積極的に貢献する企業の評価を高め、廃棄物問題の改善にもつなが

ると考えられる。したがって本稿では、廃棄物に関連する多くの法律の影響を受けると同時に

業界独自の詳細なガイドラインを有し、廃棄物を排出する主要な業種である建設業を中心に、

環境ノ号フォーマンス情報の開示における現状と課題を検討したい。

E 廃棄物に関連する法律

昨今、循環型社会の構築に関連する法律が相次いで整備されているが、廃棄物に関連する内

容を含んでいるものも多い。以下、それらの法律から主要な部分を要約する。なお、これらの

法律を検討する際、その内容を規定する条文の番号を示しているが、実際には筆者が要約もし

くは編集したものであるため、必ずしも条文通りではない。

(1) 環境基本法

-第8条(事業者の責務)

事業者は、事業活動によって発生した廃棄物の適正な処理を行うために必要な措置を講ず

る責務を有する。また、発生した廃棄物による環境負荷の低減に努めなければならない。

この法律は、環境保全全体を目的とした基本法であるため、個別の問題に直接触れること

は少ないが、それだけに廃棄物に直接言及している第8条は重要である。

(2) 循環社会基本法

-第7条(循環資源の循環的な利用および処分の基本原則)

循環資源の循環的な利用および処分に当たっては、技術的、経済的に可能な範囲で行われ

なければならない。循環資源は、①リユース、②リユースできないものはリサイクル、③リ

サイクルできないものはサーマルリサイクルがされなければならない。いずれも不可能な場

合は、適正に処分されなければならない。
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-第11条(事業者の責務)

事業者は、廃棄物等の削減および循環的に利用するための必要な措置を講ずる責務を有す

る。また、循環的な利用が行われない循環資源についても、自らの責任において適正に処分

する責務を有する。

この法律は、循環型社会の構築を目標としているため、廃棄物に関連する内容が非常に多

く含まれている。循環資源の有効利用の原則、事業者の責任を明らかにしていることは特に

重要である。

(3) 廃棄物処理法

-第 1条(目的)

廃棄物の排出を抑制および適切な処理を行うことよって、生活環境の保全、公衆衛生の向

上を図ること。

・第12条(事業者の処理)

事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わな

ければならない。委託した産業廃棄物について、発生から最終処分が終了するまでの処理が、

適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

-第25条から第32条(罰則)

廃棄物の管理違反および不法投棄には最高で1億円以下の罰金刑、 5年以下の懲役という罰

則規定が適用される。

この法律には、廃棄物の処理に関する地方自治体の役割や廃棄物処理業者に関する内容が

多く含まれているが、事業者に対しても廃棄物の厳密な管理を要求し、違反した場合には罰

則を科すという厳しいものとなっている。これは、違法投棄を含む廃棄物問題の深刻さを反

映するものだと思われる。

(4) 資源リサイクル法

・第 1条(目的)

主要な資源の大部分を輸入に依存しているわが国において、使用済物品等および副産物、

再生資源、再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利

用の確保を図ること。廃棄物の発生の抑制および環境の保全に資するため、使用済物品等お

よび副産物の発生のリデュース・リユース・リサイクノレの促進に関する所要の措置を講ずる

こと。

-第4条(事業者等の責務)

工場もしくは事業場(建設工事に係るものを含む)において事業を行う者、および物品を

販売する事業者は、その事業を行うに際して原材料等のリデ、ユースを行うとともに、リユー

ス・リサイクル資源を利用するよう努めなければならない。
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-第12条(計画の作成)

特定省資源、事業者は、主務省令で定めるところにより、副産物の発生抑制等のために必要

な計画を作成し、 主務大臣に提出しなければな らない。

この法律は、廃棄物の管理だけではなく 、事業活動においてリユースやリサイクノレ資源、の利

用を求めている。廃棄物の リユースおよびリサイ クノレ等の活動を促進するためには、それによっ

て生じる資源や製品の市場を拡大させることが重要であり、この法律はそれを支援するもので

ある。

E ガイドラインの検討

(1) 環境省ガイ ドライン

環境パフォーマ ンス情報の開示を促進するために環境省は多くのガイドラインを公表してい

るが、廃棄物情報に関して最も詳しいのは『事業者の環境ノ号フォーマンス指標ガイドライン(2002

年度版).Dであろう。

このガイドラインは、 2000年版ガイドラインの改訂板として、 2003年4月に公表された。

改訂のポイントは、指標の大幅な整理である。2000年版では、共通コア指標と業態別コア指

標を合わせて80もの項目が用意されていたが、優先順位やフォーマットに関する内容が不足し

ていたため、 十分に活用されているとはいえない状況であった。そこで2002年度版では、分野

別に9つのコア指標を設定することにより 、指標を体系的に整理している。廃棄物に関する情

報開示は、廃棄物等総排出量および廃棄物最終処分量の 2つのコア指標が中心となっている。

コア指標を補完するサブ指標は図表 1のとおりである。

図表 1 環境パフォーマンス指標ガイ ドラインによる開示項目

コア指標 廃棄物等総排出量
廃棄物最終処分量

廃棄物等の処理方法の内訳(トン)
再使用
再生利用
熱回収

単純焼却

サブ指標 その他、(保管貯蔵等)
廃棄物等の種類の内訳(トン)
有価物
一般廃棄物
産業廃棄物
(うち特別管理産業廃棄物)

(出所)環境省『事業者の環境ノ4フォーマンス指標ガイドライン (2002年度版)JJ2003年4月、

33頁に筆者が加筆した。
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主要項目の開示は要求しているものの、フォーマッ トが示されていないため、このまま利用

するのは難しいと思われる。しかしながら、廃棄物の最終処分量の算定に関 しての詳細な記述

があり、情報の信頼性を高める効果が予想される (2002年度版ガイドライン， 35-36頁)。

(2) 建設業独自のガイ ドライン

『建設業における環境会計ガイドライン (2002年版).!l、このガ、イドラインは環境省の環境会

計ガイドラインの公表を受けて、建設業の特性を踏まえた業界としての共通の解釈を示すため

に作成されたものである。外部開示用の環境会計の内容に対して適切な評価に基づく公平な比

較検討を可能とすること、建設業界としての環境保全活動の推進も併せて期待することが目標

として挙げられている5)。

基本的には環境省ガイドラインの内容に沿ったものであるが、ガイドラインの本文には建設

業の特性から配慮を要する項目やフォーマッ トが記載され、また参考資料として豊富な事例お

よび付属資料として用語の解説も行われている。環境保全コストおよび環境保全効果の内訳や

算定方法などが一覧表形式で紹介されており 、そこから廃棄物に関連する項目を一部抜粋した

ものが図表2である。

環境省ガイドラインおよび廃棄物に関連する法律による要求項目を一通り含んでおり、それ

に加えて単位や比較評価基準に関しても明示されている。一般廃棄物と産業廃棄物の区分表示

がなされていないのが残念ではあるが、全体として評価できるものである。

図表2 廃棄物に関連する開示情報

IK 分 内 2事 単位 量 比較3平価基準

グリ ーン資材の使用率 % 絶対量 ・増加量
グリ ー ン

グリ ーン資材の購入盆 絶対値 ・前年度
購入

(高炉セメント、再生採石、再生鋼材など)
円 .t 絶対量 ・増加量

廃棄物等総排出品(リデュース) 円.t 絶対量・削減量

再使用される循環資源の盆(リユース) 円 .t. % 絶対量 ・増加量

廃棄物 再生利用される循環資源の盆(リサイクノレ) 円 .t. % 絶対量 ・増加量
絶対値 ・前年度

最終処分される廃棄物の盆 円 .t. % 絶対盆 ・削減量

有害廃棄物排出盆 t 絶対量 ・削減量

有価物 有価物売却量 円.t 絶対盆 ・増加量

(出所)建設業3団体『建設業における環境会計ガイドライン (2002年版).!121ページ、付表2より作成した。

W 開示実態

ここからは、環境報告書における実際の廃棄物情報を検討する。大手建設業4社(大林組、

鹿島建設、清水建設、大成建設)の開示内容をまとめたものが図表3である。これは、図表 2

の項目に4社のいずれかが開示している情報を加えて作成したものである。
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図表2では、グリーン購入に関する 2項目、廃棄物に関する 5項 目、および有価物 1項目の

合計 8項 目の開示が要求されている。しかしながら、これらの項目の開示実体は、単純な単位

の相違を無視したとしても、4社が同じ形式で開示をしている項目は廃棄物の総排出量および

最終処分量の 2項 目のみである。その他の項目は、総排出量に含まれる建設汚泥を除いて、開

示していない企業がある、もしくは単位の性質が異なるために比較が不可能な状況である。

開示されている項目に売上高と営業利益を考慮して、誤解を恐れずにこの4社の環境パフォー

マンスを比較するならば、売上高が2位であり ながら廃棄物の総排出量および最終処分量が最

も少なく、営業利益が 1位である大成建設が優れていると言えよう 。残りの 3社については、

売上高と比較して廃棄物の排出量が多い、全体的に開示不足、最終処分量が大きいなどの理由

から優劣を判断することは難しく、また、そうすることは有用で、はないと考える。建設業界が

自ら作成したガイ ドラインによって要求されている項目に対する開示状況が、不十分な現状で

は数値の算定方法や認識範囲においても信頼性が確保されているとは言い難く 、開示されてい

る情報に関しても疑問が生じてしまう。

図表3 大手建設業4社の開示内容 (2002年4月-2003年3月)

区分 内 容 単位 大林組 鹿島建設 大成建設 清水建設

使 用 率 % 計算可能

グリーン 円 .t 資材別に開示 22H意円 代
購 入 購入量(合計) されているが 171万 t 替稿哨も134使、

単位が不揃い 円あり

総 勢t 出 盆 円 .t 2，331千 t 252. 6万 t 170万 t 218万 t
(うち建設汚泥) (723千 t) (114.2万 t) (72万 t) (70万 t) 

リ ニエ 一 ス 円.t.% 2.7% 

リサイ クノレ
円.t.% 

80.8% 226.5万 t
162万 t 80% 
減量を含む 133.6万 t

縮 減 43万 t

円.t.% 215千 t.8% 
廃棄物 最終処分量 割合は汚泥を 26.1万 t 8万 t 41.4万 t

含めていない

建設発生土
3，668千 t 877万rri' 480万rri' 478万rri'

発 生 量

建設発生土 100% 
105万rri'

100% リサイ
最終処分量 有効利用 クノレ

有害廃棄物排出量
t 

1，313 t 単位不揃い
18.8 t フロ
ン・ハロンのみ

有価物 有価物売却盆 円 .t 156百万円

3τ信E 上 高 1~ち3 ， 463億円 1~ 1S8 ， 748億円 1~ 1S6 ， 446億円 1~È5 ， 505億円

営 業 手リ 主主 380億円 363億円 495億円 445億円
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V おわりに:環境パフォーマンス情報の向上のために

環境報告書における環境パフォーマンス情報に信頼性や比較可能性は、どの程度まで必要な

のであろうか。環境報告書の作成は任意であり、内容に関しでも各企業の裁量の余地が大きい

ため、比較可能性を追求すること自体に無理がある、もしくは内容を規定してしまうと企業の

情報開示の発展を邪魔しかねないという考え方がある。

もちろん企業には、それぞれの特徴に応じた情報開示を行う権利が認められて然るべきであ

り、一律に規制を加えるよりも有用な情報が開示されることも当然あるであろう。業界独自の

ものを含めた、ガイドラインの要求事項を超える環境パフォーマンス情報を積極的に開示して

いる企業も多い。

その一方で、情報利用者はガイドラインで示されている基礎的な項目の情報を得ることがで

きなかったり、開示されていたとしてもフォーマットが定められていないため、その情報を探

すのに困難を強いられていることも現実である。企業の特徴を表現するための情報開示は重要

であるが、それは一定の基礎的な情報開示を超えて行うべき性質のものではないだろうか。企

業によって開示する項目が異なっているという状況は、環境ノ号フォーマンスに優れた企業を評

価したいと考えている投資家や消費者、循環型社会の構築を目指している国や自治体、またそ

のような個人や団体に評価されたいと願う企業など、誰にとっても望ましいことではない。

廃棄物情報をはじめとする環境ノ号フォーマンス情報の質的特性の低さの原因は、情報の認識

や測定に要する技術的な問題だけではなく、意識や制度的な問題も大きいのではないだろうか。

特に建設業における廃棄物に関しては多くの法律が定められており、その発生から処分まで厳

密な管理が要求されている。リサイクルの推進およびリサイクル資材の購入も求められている。

したがって、図表2または図表3程度の情報を開示する能力は既に十分満たしていると思われ

る。

環境会計および環境報告書の歴史はまだ浅く、本年3月に環境省から公表された『環境会計

の現状と課題』でも、そのタイトル通り比較可能を含めた様々な検討がなされている。環境報

告書を作成することが常識になりつつある状況を鑑みて、基本的な項目およびフォーマットを

規定することによって、環境ノ4フォーマンス情報の質的特性の向上を実現させる段階に来てい

ると考える。

参考文献

・環境省 (2003年)Ii' (平成15年度版)環境白書』。

・環境省 (2003年)Ii' (平成15年度版)循環型社会白書』。

・環境省 (2003年)Ii'環境にやさしい企業行動調査結果(平成14年度).!1。

-環境省 (2003年)Ii'事業者の環境ノ号フォーマンス指標ガイドライン (2002年度版).!1。
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-環境省 (2004年)Ii'環境会計の現状と課題』。

・(社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会、(社)建設業協会 (2002年)Ii'建設業における環境

会計ガイドライン (2002年版).!1。

-宮武記章 (2003年) r環境会計情報における比較可能性の検討J Ii'商学論究(関西学院大学).!1第51巻1号、

87-107頁。

(環境報告書)

・大林組『環境報告書2003.!1(http://www.obayashi.co.jp/environment/index . html)。

-大成建設『大成建設環境報告書2003.!1(http://www.taisei.co.jp/kankyou/index. html)。

・鹿島建設『鹿島環境報告書2003.!1(http://www . k司jima.co .jp/prof/ environment/ind位ーj.html)。

・清水建設『清水環境報告書2003年版.!I(http://www.shimz.co.jp/corporate_information /tikyuOO. 

html)。

注

1) Ii' (平成15年版)循環型社会白書』によれば、 2000年度末の時点で一般廃棄物の最終処分場は約12.2年、

産業廃棄物最終処分場は約3.9年で限界に達する。ただし、新たな処分場の確保により、この年数は変動

する。

2)なお、平成14年版のデータ (1999年度)と比較すると、上位3業種の順番は同じであるが、建設業は19.1%

であり微増傾向にある。

3)環境省が発行しているIi'(平成14年度)環境にやさしい企業行動調査結果』によれば、環境報告書を作

成している企業は確実に増加している。平成10年度は197社、 12年度は430社、 14年度は650社である。ま

た、作成予定と回答している企業が251社あり、作成予定の企業を加えると上場企業の約44%が既に作成

もしくは作成予定とされている。

4)この点に関しては、(宮武， 2003)を参照されたい。

5)このガイドラインを作成したのは、(社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会および(社)

建設業協会の3団体であり、建設業3団体と呼ばれている。
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「施設から在宅へ」という視点で介護保険法が導入された。そして r2015年の高齢者介護」

問題の検討の中でも在宅重視の姿勢が堅持されている。しかし依然として施設介護の必要性は

減退するものではなく、入所検討者や施設利用者等(いずれも家族を含む)が介護サービス、

とりわけ施設サービス [1]の売手を選択するための情報は、高齢化率の増加に伴って今後ます

ますそのニーズが高まるものと恩われる。

また、措置から利用契約への制度変更は介護施設問の競争を促進し、他方で規制改革の一環

として、多様な業種の介護サービス事業への参入(たとえば株式会社等のケアハウス設置経営)

による競争も生起した。そのために、在来型の各介護施設は、これまで以上に、提供する施設

サービスの質を向上させ競争に打ち勝つ努力が必要になっている。しかし、毎月報告される「介

護保険事業所及び施設の指定取消等事例」を見れば、介護報酬の不正受給件数とその返還額の

多さに気付かされる。指定取り消しにより事業の継続が困難になった場合、施設利用者等に与

える影響は計り知れないものがある。したがって、サービスの質の向上を求める声が高まり、

介護施設側がその声に応えようとすればするほど、入所検討者や施設利用者等にとって、サー

ビスの質を客観的に担保する情報が必要になると考えられる。

さて、介護施設から発信される情報の一つに会計情報がある。本スタディ・グ、Jレープでは、

介護施設にかかわる会計情報をサービス情報と財務情報に区分し、中間報告(Ii'社会関連会計研

究』第15号所収)において、財務情報の一つである介護施設の決算書作成にかかわる会計制度
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の現状と問題点について検討した。そして、現行制度下、異なる設置主体によって経営される

各種の介護施設問で異なる会計規制が適用されており、指定を受けた介護サービス事業者には、

実施主体別の計算書作成の参考例を示した厚生労働省の通知はあるものの、それは必ずしも施

設利用者等を対象として開示することを意図したものではないということと同時に、決算書類

を中心とする会計情報の入手困難性を指摘した。

ところで入所検討者や施設利用者等が、会計情報を用いて意思決定できるような基盤を整備

するためには、一方で介護施設に関する会計情報を積極的に開示する方策を考察する必要があ

るだろうし、他方で設置主体に横断的に適用できる比較可能な会計情報のあり方を考察する必

要があるだろう。

本スタデ、イ・グループは、介護施設に関する会計情報を積極的に開示する方策を念頭に置き

つつも、とくに比較可能な会計情報のあり方に焦点をしぼり、それを考察するために、まずもっ

て開示の実態と課題の把握が重要であるとの認識のもと、行政、具体的には北海道の市区の介

護担当窓口と、介護施設に対して、対面によるヒアリング調査を行った [2J [3J。

介護施設は、まさに入所検討者が「選択する場」であり、施設利用者が「介護を受ける場」

である。この介護施設の情報開示に関する調査は、これまでのところなかったわけではない(た

とえば、全国社会福祉施設経営者協議会や日本会計研究学会スタディ・グループでのアンケー

ト調査)。しかし、それらは、もっぱら社会福祉法人に限定したもので、あって、介護保険法上、

介護施設として位置付けられた諸施設を、設置主体別に調査したものでもなければ、株式会社

が設置する有料老人ホームをも対象にしたものでもない。また、行政については、これまであ

まり考察の対象にはならなかったように思われる。国(厚生労働省)や地方公共団体(都道府

県や市町村)は、介護保険制度について、広く一般に情報を開示している。その中で各市区町

村の介護担当窓口は、介護サービスを受けるために必要な介護認定を行う「窓口」であり、入

所検討者が最初にかかわりを持つ「窓口」である。つまり入所検討者と介護施設(のみならず

介護サービス事業者)をつなぐ r要J として位置付けられる。このことから、介護担当窓口に

よる介護施設情報の開示が入所検討者に与える影響は少なくないだろうし、その実態を把握し、

介護担当窓口による情報開示のあり方を考察することは、比較可能な会計情報のあり方の検討

において有用であると考えられる。

本稿は、介護担当窓口と介護施設に対するヒアリング調査の結果をまとめ、現行制度に基づ

く情報開示の実態を把握し、現行制度下における会計情報開示の課題を明らかにしながら、今

後の方向性を展望しようとするものである。介護担当窓口が保有する情報、あるいは入所検討

者に開示する情報内容の実態と開示に対する姿勢、介護施設の設置主体ごとの開示の態様、サー

ビス情報や財務情報の内容にかかわる実態をまとめることは、比較可能な会計情報の生成とそ

の内容に関する方向性を見定める礎になるものと思われる。
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1 介護担当窓口による介護施設情報開示の実態と課題

1.介護担当窓口による情報開示の実態

(1) 入所検討者・施設利用者等に対する情報提供と対応

介護保険制度における保険者は、各市町村(特別区を含む)である。そのため、各市町村は、

介護保険制度の概要、介護サービスと保険料の関係、介護サービスの利用申請手続きの情報を、

地域住民が十分に理解できるように、パンフレットや広報誌、インターネットのホームページ

などの方法によって明らかにしている。札幌市 (2003)の事例では、要介護認定を受ける被保

険者に対して、介護施設の種類に応じた1日当たりの自己負担額と職員配置状況の情報が開示さ

れている(資料1を参照)。

他方、各市町村の介護担当窓口では、入所検討者に対して、所轄地域のサービス事業者や施

設、あるいは介護支援専門員(以下、「ケアマネージャー」という)の大部分が所属する居宅介

護支援事業者の連絡先等の情報が記載された冊子やパンフレツトなどを配布している。あるい

は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設という 3種類の介護保険施設

や有料老人ホームなどに関するそれぞれの施設の概要と施設側からのPR記述を含む情報を冊

子として編集し、入所検討者および施設利用者等の要望に応じて閲覧させている。小樽市(2003)

の事例では、「高齢福祉サービス事業者ガイドブック』が閲覧されている(資料2を参照)。

さて、介護担当窓口の担当者を対象にしたヒアリング調査の結果から、入所検討者および施

設利用者等から寄せられる相談内容として、入所に関する事柄、すなわち、「いつから入所でき

るかjという質問が大部分を占めていることがわかった。介護老人保健施設の利用者からは、「退

所期限が間近に追っており、早く次の入所先を探してほしい」という切実な相談も寄せられて

いた。これ以外の相談内容としては、利用料、サービスの内容、施設における処遇があった。

また、介護サービスに対する苦情処理の対応が制度化されていることから、苦情相談も寄せ

られている。一般的に、施設利用者等から寄せられるサービス事業者に対する苦情や不満は、

まずはサービス利用者担当のケアマネージャーあるいは介護担当窓口の担当者に相談がなされ、

それでも当事者が納得できない場合には、国民健康保険団体連合会(国保連)に設置されてい

る苦情処理機関に改善の要求がなされている。

以上のような相談内容に対して、通常、施設サービスの利用者が入所を希望する施設に直接

申込みと契約を行っていること、施設サービスに関する介護サービス計画(ケアプラン)が当

該施設で作成されること、その介護サービス計画に即応して施設サービスが実践されることか

ら、介護担当窓口では、施設利用者等に対する直接的な対応や指導は行っていない。他方、入

所検討者に対しては、どこの施設を選んでいいかわからないという相談について、入所検討者

から利用したいサービス内容を聞きながら、諸条件に照らして適当と見込まれるいくつかの施

設の施設名や所在地、連絡先を紹介するのみである。
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このように、介護担当窓口においては、施設利用者等からの相談内容や苦情に関する情報を

ある程度は持ち合わせている。しかしながら、個人のプライパシ一保護や個別事情の相違の観

点から、それらを閲覧可能な情報として明らかにすることはなく、あくまでも対面相談の場面

において、過去の事例の紹介として口頭で伝えることもあるという程度に留まっている。

(2) 高齢者介護の施策に関する情報収集と公表

ところで、介護保険制度の導入に際しては、保健・医療・福祉が一体となった諸施策を展開

することが保険者である各市町村に要請されている。そのため、各市町村においては、介護施

設に関する情報の収集・分析を意図しつつ、高齢者介護の施策を立案する資料作成の必要性の

観点から、実態調査の実施と、その結果の分析を取りまとめている状況にある。

苫小牧市 (2003)の事例では、平成15年3月に『高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』が

策定されており [4]、そこでは、市独自の観点から、要介護認定者の介護サーピスに対する意

識や利用意向の把握、また介護老人福祉施設入所者の状況を把握するための実態調査の結果が

明らかにされている。その調査内容は、①要介護認定者(利用者)調査、②要介護認定者(未

利用者)調査、③介護サービス利用意向調査、および④介護老人福祉施設入所申込者状況調査

である。このうち、介護施設に関連する調査項目の④では、入所申込者数、申込者実数の居場

所・要介護度、入所希望時期に関するそれぞれの実態調査の結果が示されている [5]。

このような調査結果の公表は、入所検討者や施設利用者等の実情の把握と将来的な高齢者介

護の施策には有用である。しかしながら、現時点では、調査項目を通じて施設ごとの実態を明

確にする内容が整っていない。各市町村が、保険者の立場から、積極的に介護施設ごとの実態

調査を行い、それを入所検討者や施設利用者等に情報提供することができるならば、施設サー

ビス事業者にある一定の緊張感が生まれ、情報の不均衡が是正されるものと思われる。

2.介護担当窓口に生起する介護施設情報開示の課題

(1) 介護施設情報の不十分性について

ヒアリング調査の結果から、介護担当窓口では、入所検討者や施設利用者等に提供する介護

サービス事業者や施設に関する情報が限定的であるように思われる。例えば、前述した小樽市

のガイドブックには、それぞれの施設サービスに関連する介護度別あるいは所得別の自己負担

額(減免額)、個室ユニットの場合の加算料金に関する情報は記載されていない。また、介護担

当窓口では、後述するような各施設が個別的に実施する自己点検・自己評価、第三者機関によ

る評価、あるいは、事業運営に関するサービス情報や財務情報について、施設ごとの情報開示

が不十分であると思われる。

介護担当窓口での情報開示が限定的である要因のーっとして、公務員としての過度の「公平

性」に対する意識がその背景にあると考えられる。ヒアリング調査に際して、例えば、「民間の
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事業内容にあれこれ口出しをすることはできないJ r民間の事業者の競争をあおるようなことは

したくないJr民間の事業運営が悪化して撤退・縮小されると高齢者介護の施策が困難になるJ

という回答を得ていることから、介護担当窓口が介護施設サービスの需給バランスを考慮して、

サービス事業者に対して情報の開示を要請していないこと、施設利用者等とサーピス事業者と

は直接的な契約関係で結ぼれており、介護担当窓口が私的契約に介入しないという姿勢を堅持

しているものと思われる。

(2) 決算情報の必要性について

ヒアリング調査の結果から、介護担当窓口では、いずれも所轄する施設ごとの決算情報を収

集していない状況であるように思われる。この理由には、介護担当窓口において、入所検討者

や施設利用者等からそのような決算情報に関する相談や問い合わせがないこと、設置基準を満

たしている介護施設の事業運営に信頼を寄せていること(解散や倒産を想定していないこと)、

介護施設に関する決算情報を収集したとしても、それは各施設の個別的な案件であり、入所検

討者や施設利用者等に開示するものではないというものがある。この場合、決算情報に関する

質問がないから決算書類を収集しないという姿勢は極めて消極的であると思われる。

もっとも、各市町村において、各施設(設置主体)が作成する決算書類を『収集すること」と、

介護担当窓口がそれを「開示すること」とは、その意味合いが異なるかもしれない。しかしな

がら、新聞紙上において、介護施設を取り巻く不正受給に関する事件、施設利用者の獲得のた

めの有料老人ホームにおける誇大広告などが問題になっている。また、福祉サービスを手がけ

る特定非営利活動法人 (NPO法人)の社会福祉法人への転換事例の出現や社会福祉サービス

の多様化に伴うグループホームの増加などが紹介されている。これらは、大別すると、現行事

業者の問題と新規参入事業者の事例として理解することができる。このことから、いずれの施

設であろうとも、指定された介護サーピスを提供している限り、国保連を経由して各市町村か

ら介護報酬が支払われていること、その介護報酬の度合いに応じて施設の経営基盤が揺れ動く

ことを勘案すると、介護担当窓口が施設に関する決算内容に無関心でいることはできないと思

われる。

『情報が少なく、どの業者を選んでよいのか、判断できないJ (北海道新聞、 2003年8月3日付

朝刊)という介護サービス利用者の意見は、現状における各市区町村および各施設の対応に満

足していないことを意味するものと恩われる。したがって、介護担当窓口では、今後、口頭で

の個別相談に加えて、適時的な各施設のサービス情報を開示するとともに [6]、このサービス

情報の裏付けとなる財務情報もまた、開示すべき情報として位置づける必要性がある。
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おり、事実上、自己評価を実施していることになる。これらの年度方針と実施状況は、当該法

人が発行する広報誌の「施設運営の状況」において開示されている。

(2) r介護保険サービス評価に関する北海道基準」に基づいて自己評価しているケース

「介護保険サービス評価に関する北海道基準J (以下、『自己評価基準」とする)に基づいて

サービスの自己評価を行っている施設には、医療法人開設の施設と社会福祉法人開設の施設が

ある。

介護保険の事業者・施設の指定基準では、事業者によるサービス内容・水準の自己評価に基

づく改善に向けた取り組みが義務づけられている。北海道では、サービスの改善をめざし、事

業者による自己評価を早期に実施に移すため、 2000(平成12)年度から 3年聞にわたり「介護

保険サービス評価手法検討事業」を行い、その結果として策定されたのが『自己評価基準J で

ある(北海道保健福祉部介護保険課、 pp.2・3)。そして2000(平成12)年度に訪問介護と介護老

人福祉施設(特別養護老人ホーム)の評価基準、 2001(平成13)年度に訪問看護と介護老人保

健施設の評価基準、 2002(平成14)年度に利用者の視点を取り入れた「利用者等評価基準」の

策定が行われた。

「自己評価基準」は、①基本的事項、②事業の運営・管理、③サービスの提供体制、および

④サービスの提供内容の4つに区分されており、それぞれについて詳細な評価基準項目が設定さ

れている。事業者は、評価基準項目ごとに、その内容が達成できている場合には rOJ、達成で

きていない場合には rXJを付すことによって自己評価を行う(北海道保健福祉部介護保険課、

pp.5-6)。

『手Ij用者等評価基準』は、利用申込時の対応、サービス提供体制、サービス提供内容、利用

者への接し方、および総合的な満足度の5つに区分されている。利用者は各項目について、提

供されるサービスがその内容に合致していると考える場合には rOJ、合致していないと考える

場合には rXJを付すことにより評価を行う。事業者は利用者の評価に基づいて、上記の5項目

について、 r好評」、「おおむね好評」、 r普通」、「やや不評」、および「不評」の5段階で評価を

行う。 5段階評価の基準は、「利用者等評価実施要領」によって、 rOJ の数により定められて

し、る。

『自己評価基準J ならびに『利用者等評価基準」に基づく自己評価の結果は、事業者の広報

誌への掲載、事業者のホームページへの掲載、事業所内での閲覧、関係市町村への送付、およ

び地域の居宅介護支援事業者への送付といった方法で公表することが義務づけられている。ホー

ムページで公表している事業所のうち、了解が得られた事業所については北海道のホームペー

ジに掲載している(北海道保健福祉部介護保険課、 p.7)。

今回、ヒアリング調査した施設で、『自己評価基準」によって自己評価を実施している施設の

うち、医療法人開設の介護老人保健施設けあ・ばんけいではホームページ [7]、社会福祉法人
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開設の施設があり、当該施設では、役所、同業者、教会、および後援会等にも広報誌を発送し

ている。奈井江町立やすらぎの家では、議会に報告された情報は、町の広報誌を通して住民に

開示される。その他に、要求があれば施設利用者等および入所検討者以外にも情報を開示する

施設(有料老人ホーム)や、主な情報開示対象を施設利用者等や入所検討者に絞り、同業者同

士で、あっても情報交換はなく、他の施設の運営やサービス提供状況について、あまり関心がな

いと回答した医療法人設立の施設もある。

(3) 開示される情報の内容

開示される情報の内容には、サービス情報と財務情報とがある。広報誌等においては、施設

が提供する介護サービス、施設の運営方針、施設の行事、職員紹介、寄附・善意の報告、施設

利用者(入居者)の状況、施設利用者(入居者)・家族等の声、施設・サービスの利用料、およ

び決算情報が開示される。介護サービスの具体的内容としては、リハピリテーション、医療ケ

ア、食事、行事・サークル活動、健康管理、および日常生活に関するもの(理・美容、クリー

ニング等)がある。職員紹介の具体的内容は、職種(医師、看護師、介護福祉士等)ごとの職

員数、職員の名前、顔写真および自己紹介等であり、施設利用者(入居者)の状況の具体的内

容は、入居者数や生活の様子等である。サービスの利用料は、主に利用者の自己負担の内容と

その金額についてである。

施設が開示する情報には上述のようにさまざまなものがあるが、決算情報以外は、どの施設

においても何らかの方法で開示している。寄附・善意の報告については、寄附を受けていない

施設ではもちろん対象外である。

決算情報の開示については、開設主体によって異なる。奈井江町立やすらぎの家では、議会

に予算と決算についての提案を行い、これらは議会の承認を得た後、要求すれば誰でも閲覧す

ることができる。主に広報誌で決算情報を開示している施設(社会福祉法人開設の施設)、何ら

かの決算情報を開示しているという施設(有料老人ホーム)などもあるが、 Nで触れるように、

その程度は施設によって異なる。

2.介護施設によるサービス評価の実態

提供するサービスが妥当かどうかについて自己点検したり、第三者評価を受けている施設は、

開設主体を問わず少なくない。以下、サービス評価を行っている施設の事例を紹介していく。

(1) 独自の方法で自己評価をしているケース

独自の方法でサービスの自己評価を行っている施設には、社会福祉法人開設の施設がある。

当該施設では、「利用者の援助J、「職員の質の向上」、および r地域社会・ボランティア等との

連携」について、それぞれ3~4つの年度方針と、それぞれについての実施状況を記述している。

ここでは年度方針が目標とするサービスの内容を示し、実施状況が年度方針の達成度を示して
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おり、事実上、自己評価を実施していることになる。これらの年度方針と実施状況は、当該法

人が発行する広報誌の『施設運営の状況J において開示されている。

(2) r介護保険サービス評価に関する北海道基準」に基づいて自己評価しているケース

「介護保険サービス評価に関する北海道基準J (以下、「自己評価基準」とする)に基づいて

サービスの自己評価を行っている施設には、医療法人開設の施設と社会福祉法人開設の施設が

ある。

介護保険の事業者・施設の指定基準では、事業者によるサービス内容・水準の自己評価に基

づく改善に向けた取り組みが義務づけられている。北海道では、サービスの改善をめざし、事

業者による自己評価を早期に実施に移すため、 2000(平成12)年度から 3年聞にわたり「介護

保険サーピス評価手法検討事業」を行い、その結果として策定されたのが「自己評価基準」で

ある(北海道保健福祉部介護保険課、 pp.2・3)。そして2000(平成12)年度に訪問介護と介護老

人福祉施設(特別養護老人ホーム)の評価基準、 2001(平成13)年度に訪問看護と介護老人保

健施設の評価基準、 2002(平成14)年度に利用者の視点を取り入れた「利用者等評価基準」の

策定が行われた。

「自己評価基準J は、①基本的事項、②事業の運営・管理、③サービスの提供体制、および

④サービスの提供内容の4つに区分されており、それぞれについて詳細な評価基準項目が設定さ

れている。事業者は、評価基準項目ごとに、その内容が達成できている場合には rOJ、達成で

きていない場合には rXJを付すことによって自己評価を行う(北海道保健福祉部介護保険課、

pp.5-6)。

「利用者等評価基準」は、利用申込時の対応、サービス提供体制、サービス提供内容、利用

者への接し方、および総合的な満足度の5つに区分されている。利用者は各項目について、提

供されるサービスがその内容に合致していると考える場合には rOJ、合致していないと考える

場合には rXJを付すことにより評価を行う。事業者は利用者の評価に基づいて、上記の5項目

について、「好評」、「おおむね好評」、「普通」、「やや不評」、および「不評」の5段階で評価を

行う。 5段階評価の基準は、「利用者等評価実施要領」によって、 rOJ の数により定められて

し、る。

「自己評価基準」ならびに『利用者等評価基準」に基づく自己評価の結果は、事業者の広報

誌への掲載、事業者のホームページへの掲載、事業所内での閲覧、関係市町村への送付、およ

び地域の居宅介護支援事業者への送付といった方法で公表することが義務づけられている。ホー

ムページで公表している事業所のうち、了解が得られた事業所については北海道のホームペー

ジに掲載している(北海道保健福祉部介護保険課、 p.7)。

今回、ヒアリング調査した施設で、「自己評価基準」によって自己評価を実施している施設の

うち、医療法人開設の介護老人保健施設けあ・ばんけいではホームページ [7]、社会福祉法人
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開設の特別養護老人ホーム栄和荘では広報誌「ひだまれによって、それぞれ自己評価結果を

公表している。

(3) 第三者評価を実施しているケース

第三者評価を実施している施設には、社会福祉法人開設の特別養護老人ホーム静苑ホームが

ある。

静苑ホームでは、福祉に関するオンブズ、マンから第三者評価を受けている。評価は、①施設

による自己評価、②オンブ、ズ、マンによる実地調査、③オンブズマンによる「サービス内容等評

価結果報告書j (以下、「評価結果報告書」とする)の作成、④施設による「評価結果に対する

回答j (以下、「回答」とする)の作成、というプロセスで行われる。①では、第三者評価の前

に、全国老人福祉施設協議会が作成した『施設運営チェックリスト」に基づいて、施設が自己

評価を実施する。②では、オンブズマンが2回にわたって実地調査を行う。③では、施設の自己

評価の分析と実地調査の結果に基づいて、オンブズマンが「評価結果報告書」を作成する。「評

価結果報告書」の内容は、「施設運営チェックリスト」に基づいた5項目(経営理念、適切なサー

ビスの実施、生活の安全管理、地域との連携、および経営管理)についての当該施設の現状、

当該施設における自己評価とオンブ、ズ、マンとしての分析結果、およびオンブズ、マンとしての提

案事項である。④では、「評価結果報告書」の内容を受けて、施設が「回答」を作成する。「回

答」では評価内容である5項目について、改善予定や検討事項が述べられている。なお、「評価

結果報告書」と「回答」は、現在、公表していないが、公表に向けて検討中であるとのことで

ある。

静苑ホーム以外では、有料老人ホーム、光ハイツ・ヴェラス石山が第三者評価を実施してい

る。当該施設では、消費者センターがオンブ、ズマンとして実地調査を行い、評価をしている。

3.サービス情報開示のための今後の課題

どの施設でも何らかのサービス情報を開示しているが、施設によって開示される情報量およ

び開示程度は異なる。サービス評価についても何らかの方法で実施し、その結果を公表してい

る施設も少なくない。しかし、すべての施設がサービス評価を実施しているわけではないし、

サービス評価を実施していても、自己評価で実施する施設もあれば、第三者評価で実施する施

設もある。また、施設によって、評価内容、評価基準および評価方法もまちまちである。

このようにサービス情報が開示されていても、施設利用者等ならびに入所検討者にとっては、

きわめて利用しにくい状況となっている。施設利用者等ならびに入所検討者が、施設の選択に

あたってサービス情報を利用しやすくするためには、ある程度、統一された形式のもとで比較

可能性のあるものが望ましい。さらにいえば、サービス情報の開示は、第三者によって評価さ

れた客観性のあるものが望ましいと考えられる。
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厚生労働省では、介護サービスの質の向上への取組のーっとして、 2003年度から介護サービ

スの第三者評価の実施方法および評価基準等を具体的に検討しており、 2004年度においては、

その成果を踏まえてモデノレ事業を実施することとしている(厚生労働省、 2004)。ヒアリング調

査では、調査の直前に報道された、厚生労働省による第三者評価制度導入に関する新聞記事(日

本経済新聞、 2003年7月28日朝刊)を示し、それについて各施設の考えを聞いた。

第三者評価についての施設の反応は概ね好意的であり、否定的な反応はなかった。その理由

のほとんどは、これによりサービスの均質化が期待できるからというものである。しかし、こ

れとともに第三者評価制度の実施に関して、いくつかの間題点も指摘された。

第1は、第三者評価制度は、厚生労働省が期待する事業者聞の競争促進と悪質な業者の排除に

結びつくかについてである。新聞記事では第三者評価のねらいのーっとして、評価結果を公表

することによって、事業者間の競争が促され、悪質な業者が排除されるとあるが、この問題を

指摘した施設は、第三者評価そのものは好ましいことではあるが、それによってサービスの向

上を目指した事業者聞の競争には繋がらないだろし、ましてや閉鎖される施設はないだろうと

述べている。その理由として、施設入所の待機者が多いため、施設利用者等および入所検討者

は、施設に空きがあればすぐに入所することを希望しているという現状がある。そのため施設

利用者等および入所検討者は、施設の評価が良いことに越したことはないと考えていても、実

際には入所できるかどうかが重要なので、第三者評価の結果によって施設の選択をすることは

ないだろうし、選択の余地もないだろうということであった。

第2は、第三者評価機関についてである。すなわち第三者評価機関として、どの機関がどのよ

うな立場で第三者評価を実施するのか、ということである。新聞記事では、客観的な評価能力

があると認めたNPOなどの民間法人を、各都道府県が評価機関として指定するとあるが、問

題なのは、『客観的な評価能力がある」評価機関をどのように選定するのかである。この問題点

を指摘した施設は、第三者評価そのものには賛成しながらも、適正な評価が行われるかどうか

については疑問があるようであった。

第3は、評価の内容についてである。評価は、ただ単に基準を満たしているかどうかというサー

ビスの量に関する評価だけではなく、サービスの質を評価するものでなければ意味がない。真

のサービス評価とは、介護プランを立案 (Plan)し、それに基づいて介護サービスを提供 (Do)

し、その結果施設利用者等が満足したかを検証 (See)するものでなければならないと、この問

題を指摘した施設は述べている。

第4は、第三者評価実施後の対応についてである。評価機闘がただ単に第三者評価を実施し、

評価の結果と問題点を指摘するだけでは、サービスの向上に繋がらない。評価機関は、問題点

の改善策についても提示することが必要であるという指摘があった。

厚生労働省は、ヒアリング調査時点において第三者評価の具体的な実施方法や内容は明らか

にしていないため、施設側は第三者評価には賛成していても、それが有効に機能することには
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疑問を抱いていた。しかし、第三者によるサービス評価は、客観性を確保するためには必要で

ある。そして、それを有効に機能させるには、適正な評価が行われること、サービスの量と質

の両方に関して評価が実施され、開示されることが重要である。とりわけサービスの質は、主

観に左右されがちなものであるため、これを適正に評価することは困難である。そこで、サー

ビスの質の評価方法を確立することが今後の検討課題となる。

w.介護施設による財務情報開示の実態と課題

1.財務情報の開示内容

ここでは、介護施設が開示する情報のうちの財務情報について、対面によるヒアリング調査

等で明らかになった実態と課題を検討する。施設が開示する財務情報としては、利用料情報と

決算情報とがある。

(1) 利用料情報について

先に、 II. 1 . (1)で検討したように、介護担当窓口では施設の種類ごとの利用料や個別具体的

な施設の利用料の概要に関する'情報開示は行っているものの、詳細な利用料情報については、

入所希望者が直接個別施設から入手するようになっている。資料3は、施設が開示する利用料

情報の例(社会福祉法人北海道友愛福祉会介護老人保健施設友愛ナーシングホームと有料老人

ホームベネッセホームくらら山鼻)である。これらの例から、各施設では先に見た介護担当窓

口の情報よりも格段に詳細な利用料情報を開示していることがわかろう。

しかし、他方、各施設では介護担当窓口で開示していたような、個別の施設を一覧できるよ

うな情報の開示は行っていないため、通常、他の施設の情報は入手できない。このため、要介

護状態になり、入所についての緊急性の高い入所希望者やその家族は、詳細な利用料情報を入

手しようとする場合、自ら施設ごとに情報収集に回らなくてはならない。

(2) 決算情報について

決算情報に関する制度上の仕組みについては中間報告でまとめたので、その内容については

ここでは割愛し、主にヒアリング訪問で得た実例について述べることとする。今回ヒアリング

を行った結果、制度上決算情報の開示が求められていない医療法人については、開示していな

いのみならず開示の必要性についての認識も薄いことがわかった。その反対に地方自治体立の

施設、奈井江町立やすらぎの家(特養)については、公営企業会計方式をとっており、決算は

議会に報告され、それが承認された後に住民(一般)に開示されている。このため決算情報の

入手は容易である。「奈井江町老人総合福祉施設事業会計決算報告書』には、損益計算書や貸借

対照表が明示されている。その主な区分と科目として、損益計算書では「事業収益」として施

設介護サービス費、居宅介護サービス費等が、「事業費用J として給与費、材料費等が、『事業



100 社会関連会計研究第 16号

外収益」として受取利息配当金、一般会計負担金等が、『事業外費用J として支払利息及び企業

債取扱費、サービス利用者外給食材料費等が挙げられている。また、貸借対照表は一般の企業

会計と同様の流動性配列法、同様の勘定科目が用いられている。

有料老人ホームでは、上場している株式会社の場合であれば、制度上決算情報は開示される

ことになる。しかし、上場していない場合や、上場していても事業活動の中に占める有料老人

ホーム事業の比重が低い場合などでは、個別施設の決算情報の開示は求められていない。今回

訪問した有料老人ホームはいずれも後者の場合である。したがって、決算情報の開示は任意と

なる。事実、ベネッセホームくらら山鼻は非公開であった。一方、光ハイツ・ヴェラス石山は

入所者には開示し、入所検討者等には必要に応じて開示するとしており、その『運営報告書』

には株式会社光ハイツ・ヴェラス全体 (2001年度当時3つの施設を設置)の貸借対照表と損益計

算書、そして光ハイツ・ヴェラス石山のみの収支報告が開示されている。

社会福祉法人については、入所者・入所検討者に対して決算情報の閲覧開示が行われている。

実際我々が訪問した際には、閲覧用決算書が備え付けられ閲覧に供されていた。しかし決算書

の配布に関しては、今後内部検討を要するというケースや、すでに決算書の概要版を広報誌に

織り込んでおり広く開示しているケースなど様々であった。

なお、貸借対照表を開示している場合は、法人全体をまとめて開示しているケースと施設ご

とに開示しているケースとがある。

2.財務情報開示の課題

(1) 利用料情報の開示について

利用料情報については、先に述べたように行政の介護担当窓口で比較可能な情報開示が行わ

れるようになってきている。しかし、そこで開示される情報は概ね介護保険対象部分(自己負

担1割)に限定される。他方、各介護施設では、介護保険対象外部分についても利用料情報を開

示しているが、他施設の利用料情報は開示していない。したがって、入所希望者は各施設を回っ

て情報を入手せざるを得ない。

しかし、介護保険対象部分の利用料は施設問でそれほど大きく変わらない。施設によって差

が出るのは介護保険対象外部分であるが、この部分に付いては介護窓口でも介護施設でも比較

可能な形での情報開示は行われていない。したがって、利用者の立場からは保険対象外部分に

ついても各施設を比較できるような情報開示窓口が必要である。さらに、老親と遠隔地に子供

が住む場合や、老後は福祉の充実した地域に住みたいという場合を勘案して、情報開示窓口で

は全国規模での情報を開示できる体制が必要である。

なお、有料老人ホームは他の老人介護施設と別枠のように取扱われ、他の施設と一体的な情

報開示がなされない。しかし、廉価な施設は入所待機者がおりなかなか入所できない現在の状

況では、入所の緊急性の高い要介護者は有料老人ホームのような施設を選択の視野に入れるこ
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とになるため、これらも含めた一体的な情報開示が求められよう。

(2) 決算情報の開示について

比較可能性の確保には、会計基準のあり方まで含めて検討する手法と、外部開示用の決算情

報に絞って検討する手法が考えられる。前者については、各法人の所管省庁の違い、設立目的

の違い、個別の実務がすでに浸透していることなどから、長期的課題として更に慎重な検討が

必要と考えられる。そこでここでは、利用者の施設選択に資するという視点から、後者につい

て検討を加えたい。介護施設は、通常、介護保険の適用事業所であれば法人ごとの会計基準に

基づく決算書のほかに、厚生労働省の『介護保険の給付対象事業における会計の区分に付いて」

(老振発第18号)に基づく損益計算書を作成している。つまり、内部的には各法人が同ーの指

針に基づく決算書を事業所または施設単位で作っており、ほぼ均一な決算報告を作成する情報

の蓄積があると考えられる。このため、これをもとにして外部開示用の比較可能な決算書を作

成できる可能性があるといえよう(同通達による損益計算書及び事業活動計算書のひな型につ

いては資料4参照)。

開示用の比較可能な決算書とするためには、利用者の理解可能性に配慮した簡略化されたひ

な型(以下、簡略フォーム)の作成が有用であろう。介護施設における決算書としては、安定

収入である介護保険収入や、サービスの質を担保するとともに、支出に占める割合が経常的に

大きな人件費等の状況が重要と考えられるため、これらを明示する形で簡略フォームの作成を

検討することが必要であろう。厚生労働省 (2002b)は『平成14年度介護事業経営実態調査結果』

の中で介護保険施設の種類ごとに収支を明らかにしている。ここでは、収支を r介護事業収益」

(介護料収益、保険外の利用料収益、補助金収入等)、「介護事業費用J (給与費、減価償却費等)、

「介護事業外収益J (借入金利息補助金収入)、『介護事業外費用J (借入金利息)、「特別損失J (本

部費繰入等)の 5つに区分しており(括弧内はその区分に含まれる主な事項)、これらの区分は、

簡略フォームを検討する際の方向性を示唆するように思われる。

(3) 決算情報開示の必要性について

介護施設の情報開示の内容として、サービス情報やサービスの具体的対価である利用料につ

いては、開示の必要性が施設側、利用者の双方に認識されていると考えられる。しかし、決算

情報については開示が進んでいるとはいえず、また開示の必要性についての認識も高いとはい

えない。そこでここでは、決算情報開示の必要性について検討してみたい。

まず、介護施設は、個別の介護サービスを提供する主体であるが、そこで提供されるサービ

スは人聞の尊厳にかかわるサービスである。このため、提供されるサービスの質が問われるこ

とになる。良質なサービスは財政的裏付けの上に提供されることを考えれば、財政状況を見る

ことができる決算情報をサービス情報とともに開示することが必要である。
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また、介護施設は、その財源を高齢者のみならず勤労世代、事業主、国や地方公共団体など

様々な主体が負担する介護保険料に負っており、そこで提供される介護サービスは加齢ととも

にほとんどすべての人にかかわるものであるため、公・民といった設置主体の違いにかかわら

ず社会的インフラととらえることができる。このため介護施設の財務情報は、介護サービス『受

給予備軍J であり、かっ介護保険料の負担者である中年層にも開示される必要があろう。つま

り現在、主な情報開示対象者は入所者及び入所検討者であるが、更に広く中高年層を「将来入

所者J としてその対象者と考えても良かろう。確かに社会的インフラを担う事業は他にも多く

あるが、介護施設は実質的に終の棲家になるケースが多い点において他の事業と性質を異にす

る。終の棲家であるからこそ、そのサービスの提供が安定的・継続的に行われる必要がより切

実に求められる。したがって、事業体としてのゴーイング・コンサーン情報である決算情報を

『将来入所者」であり、費用負担者である中高年層に開示することが不可欠であるといえよう。

現在、介護施設の需給状況を見ると圧倒的な売手市場である。このため、決算情報の開示に

ついての必要性の認識が高いとはいえない。しかし社会福祉法人民営化の波、社会福祉法人で

のユニットケア導入時の自己負担増による充足率の低下、医療法人の経営悪化、有料老人ホー

ムの倒産等といった状況が深刻化するにしたがい、経営状況に対する関心は高まると予想され

る。さらに、介護施設の建設が抑制される中、新しいタイプの施設として増加しているグルー

プホームは設置主体に制約がない。行政へのヒアリング調査では、行政の関与がほとんどなく、

また、有限会社立の場合決算情報の開示は行われていない。現行の施設の設立主体ごとの財務

情報開示規制のみでは、新しいタイプの主体を網羅することができない。施設介護が終の棲家

となるという点に着目し、介護サービスを提供する主体を横断的に規制する財務情報開示の新

たな仕組みが必要であろう。

v.むすびに代えて

介護担当窓口と介護施設を対象にした会計情報開示に関するヒアリング調査から、その実態

と課題をまとめると次のようになろう。

まず、介護担当窓口における施設に関する会計情報の開示が必要かつ十分なのか大いに疑問

の余地がある。介護担当窓口が介護認定の「窓口」という、介護保険サービスを受けるための

入り口に位置するものであると考えれば、入所検討者や施設利用者等が施設決定を行う際に参

考となる十分な情報の収集が必要であろうし、そしてその内容を積極的に開示することは、地

域福祉の向上を目的とする地方自治体の責務であろう。また、介護保険法の施行によって、介

護は措置から利用契約に制度変更されたが、この変更は『利用者本位」の仕組みを指向したも

のであると特徴付けられている(厚生統計協会、 p.195)。介護保険法がそのように特徴付けら

れるならば、入所検討者や施設利用者等と介護施設をつなぐ「要」として位置する行政には、
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利用者の立場に立ったさらなる情報開示サービスが望まれる。

介護施設に目を転じれば、サービスの質の向上に関する意識は一様に高まっており、サービ

ス情報についても一定程度の情報開示が行われている。しかし提供する施設サービスの違いに

よる設置主体聞の財務情報、とりわけ決算情報開示の必要性についての意識は、相当の格差が

見られた。また施設聞においても意識の差となって顕在化した。

もっとも、決算情報開示についての設置主体問の格差は見られたものの、すでに見たように、

決算書類に基づく開示方法に関して、厚生労働省や社会福祉法人での試みには、いくつかの工

夫が見られる。これは、その他の設置主体を含めた個別の決算情報開示の方向性を考える上で

参考にできる事例であろう。また医療法人においても、制度的に異なる開設主体聞における会

計情報の比較可能性を確保するための「開設主体別病院会計準則適用ガイドライン」の必要性

が検討されており(厚生労働省、 2003a)、介護施設の会計情報開示に向けた取り組みや動きが

見え始めていることも事実である [8]。

すでに紹介したように、厚生労働省は、 2005年度には全国規模ですべての介護保険サービス

事業者(在宅サービス事業者を含む)を対象に、外部の客観的な評価を受けることを義務付け

る制度を導入する意向である。こういったサービスの質の評価制度の導入やその基準設定に際

して、介護担当窓口での情報開示拡充の方策や、施設の評価項目のーっとして、施設利用者等

への対応状況とともに、施設全体(ひいては法人全体)の財政的状況を評価する項目の採用が

必要であろう。

我々は、考察対象を介護施設に限定し、中間報告では、各設置主体にかかわる制度的な現状

と問題点を指摘した。そして本年度では介護施設と施設利用者等をつなぐ介護担当窓口と介護

保険が適用される施設を対象に情報開示に関するヒアリング調査を行い、会計情報開示の実態

と課題を考察した。とくに決算情報に関しては、個別に規定された会計基準等に基づいて作成

された決算書類、そして個別の会計基準等を前提とした厚生労働省の通知による計算書のひな

型等から得られた情報を前提とした比較可能性と課題を探ったものであった。

しかし、介護保険制度は施設介護だけに限定されたものではなく、むしろ制度的には在宅介

護(デイサービスやデイケア、あるいは訪問介護など)に重点が置かれており、その意味では、

介護サービスを開示するすべての組織体に範囲を広げた会計情報の比較可能性の検討も重要で

あろう。

またとくに、決算情報に関して、統一的な会計基準等によって作成された決算書類に基づく

比較が、入所検討者や施設利用者等にとって、もっとも直接的で有用性が高いものであると考

えれば、現在、個別に規定されている会計基準等の統合可能性の検討も必要となるだろう。
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注

1.介護保険法上、施設サービスは介護保険施設で行われるサーピスをいう。つまり介護福祉施設サーピス、

介護保健施設サービス、介護療養施設サーピスである。しかし、中間報告でも述べたように、本スタディ・

グループでは、比較の必要性から、特定施設入所者生活介護が行われる株式会社等によって設置経営され

ている有料老人ホームも考察対象にしている.

なお、本文では、施設名公表の許可が取れた施設については実名で記述している。

2.今回実施したヒアリング調査は、行政側として、道央圏に位置する3市4か所の介護サービス担当窓口に

対して行った。また、施設側は、行政が設置経営する空知管内の老人総合福祉施設(特別養護老人ホーム)、

社会福祉法人が設置経営する道央圏の特別養護老人ホーム5か所、医療法人が設置経営する道央圏の介護

老人保健施設、介護療養型医療施設各1か所、株式会社が設置経営する道央圏の有料老人ホーム2か所で実

施し、原則として、施設長またはそれに相当する担当者に対して行った。

なお、ヒアリングはメンバーが分担して行ったが、調査項目については事前に統一を図っている。

3.調査対象として北海道を選択したのは、介護施設の利用に関して地域的な特性が見られるからである。

その一つが『居宅介護サービスおよび施設介護サーピス受給者割合』で、その比率は、全国平均で69.9%: 

30.1%ながら、北海道は、施設介護サーピス受給者が38.0%と、高知県 (41.4%)、富山県 (39.7%)、福

井県 (38.4%)に次いで高いことである。また、「居宅サーピスおよび施設サービス保険給付支給額割合J

においても、その比率は、全国平均で39.0%: 61.0%ながら、北海道は施設サービス保険給付支給額の割

合が73.3%と、高知県 (73.7%)に次いで高い割合を示しており(厚生労働省，2003b)、北海道は、居宅

(在宅)サービスより施設サービスに依存する割合が高いという特性がある。

4.この計画は、老人福祉法第20条の8の規定および老人保健法第46条の18の規定にもとづく高齢者保健福

祉計画と、介護保険法第117条の規定にもとづく介護保険事業計画とを一体化したものである。また、こ

の計画は、実施状況を毎年度点検評価して3年ごとに見直しを行うため、次回の見直しは平成17年度に行

われる。

5.そのアンケート調査の結果によれば、①入所申込者の実数は、市内5ヶ所の介護老人福祉施設の定員数

340人に対して、入所申込者総数が428人であるものの、他市町村からの申込者数57人と市内の重複申込者

数46人を差し引き325人であった。②申込者実数の居場所と要介護度は、居場所として、「介護老人保健施

設』が46.5%と最も多く、順次、「在宅」が24.6%、『病院・療養所」が16.0%であった。また、要介護度

として、「要介護2Jが31.1%と最も多く、順次、『要介護度lJが23.1%、「要介護度3Jが19.7%、「要介

護度4Jが16.6%、「要介護度5Jが7.1%であった。③入所希望時期は、在宅、病院・療養所、軽費老人ホー

ム・グループホーム、養護老人ホームを居場所とする介護保険施設以外の143人の申込者実数を対象とす

ると、「今すぐJが11.9%、『指定なし」が86.7%であった。また、居場所別では、在宅での「今すぐ」が

16.3%であり、病院・療養所などでの「今すぐ」が6.3%であった(苫小牧市、 pp.110・111)。

6.最近では、入所検討者や施設利用者等がインターネットのホームページを通じてそれぞれの施設に関す

る情報を入手することが可能になりつつある。インターネットを利用することによって全国どこでも施設

情報を入手できる利便性がある.しかしながら、パソコンやインターネットは、操作上、高齢者にとって

扱いにくい場合もあり、その利用には工夫が必要である。

7.北海道保健福祉部介護保険課のホームページでは、『自己評価基準」に基づいて評価を実施した施設に

ついて、その公表方法を掲載している.けあ・ばんけいは、北海道のホームページで自己評価結果を公表

することを了承しているので、当該施設の自己評価結果の詳細については、以下の北海道保健福祉部介護

保険課のホームページを参照されたい。
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http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf.kaigo/hou・xls

8.こうした動きと並行するように、社会福祉法人や医療法人に対する外部監査制度導入も進む方向にある。

社会福祉法人では、 2002年8月30日に、一定の条件(資産額100億円以上もしくは負債額が50億円以上また

は収支決算額が10億円以上)を満たした法人は2年にl回程度、その他の法人でも5年に1回程度の外部監査

を受けるよう通知がなされ(雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長「社会福祉法人審査基

準及び社会福祉法人定款準則の一部改正についてJ)、医療法人でも公認会計士による外部監査の必要性が

検討されている(厚生労働省、 2002a)。こういった監査制度の導入は介護施設から開示される会計情報に

一定の「お墨付き」を与えることになる。

参考文献

厚生労働省 (2002a) rこれからの医業経営の在り方に関する検討会中間報告書J

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/ s0325-2. html 

厚生労働省 (2002b)r介護事業経営概況調査結果」

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/ osirase/keiei/index. html 

厚生労働省 (2003a)rこれからの医業経営の在り方に関する検討会最終報告書」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/ s0326-8b. html 

厚生労働省 (2003b)r平成 13年度介護保険事業状況報告(年報)J

http://www.mhlw.go.jp/toukei/ saikin/hw /kaigo/jokyo01/ gaiyo. html 

厚生労働省 (2004) r全国高齢者保健福祉・介護保険担当課長会議資料J

http://www . mhiw . go・jp/ topics/kaigo/kaigi/040219/index. htm1#2・4

(財)厚生統計協会 (2002)Ii'国民の福祉の動向2002年』、第49巻第12号。

全国社会福祉施設経営者協議会 (2000)Ii'全国経営協会員法人基礎調査報告書』

苫小牧市保健福祉部高齢者支援室介護保険課 (2003)Ii'高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』

日本経済新聞、 2003年7月28日朝刊

日本会計研究学会スタディ・グループ (2001)Ii'非営利組織体の会計最終報告』

日本社会関連会計学会スタデ、イ・グループ (2003)r非営利組織体の会計~介護施設を例として(第1年度.

中間報告)JIi'社会関連会計研究』第15号所収、 pp.79-97。

北海道新聞、 2003年8月3日朝刊

北海道保健福祉部介護保険課 (2003)r介護サーピス評価の推進のためにー全ての介護サービス事業者が自

己評価に取り組むことを目指してー」

http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-kaigo/s-houkoku .jtd 
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資料 1 介護施設に関する情報の開示例

施設の種類 日 額 職員配置

介護老人福祉施設 およそ686~971円+ 入所者3人当たり介護・看護職

(特別養護老人ホーム) (食費、標準負担額780円) 員l人配置の場合

介護老人保健施設 およそ829~1 ， 041円+

(老人保健施設) (食費、標準負担額780円)

介護療養型医療施設 およそ830~ 1 ， 377円+ 入所者4人当たり介護職員1人、

(療養病床など) (食費、標準負担額780円) 入所者6人当たり看護職員l人

配置の場合

より一部抜粋)(札幌市「なるほど実になる介護保険J (2003年3月)

資料 2 介護施設情報に関するガイドブックの記述例
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資料3:利用料の具体例

① 友愛ナーシングホームの場合

利用料金(いずれも日額)

【介護保険対象}

要介護 1 880円

要介護2 930円

要介護3 980円

要介護4 1，030円

要介護5 1，080円

【介護保険対象外]

食費 780円

1床個室 1，200円

2床個室 800円

日常生活タオル用品 150円

入浴用品費 135円

テレビ使用料 100円

冷蔵庫使用料 100円

保清用品費 25円

(社会福祉法人北海道友愛福祉会 介護老人保健施設友愛ナーシングホーム資料)

② くらら山鼻の場合

期間設定型契約一ご利用対象年齢、原則満65歳以上一

(月額自己負担見込額)要支援 298，599円(日額概算 9，953円)

(費用の内訳)

共 通 費

家賃相当額

生活費 食 費

光熱費

運営費

要介護 1 298，599円(日額概算 9，953円)

要介護2 310，876円(日額概算10，362円)

要介護3 323，153円(日額概算10，771円)

要介護4 334，430円(日額概算11，147円)

要介護5 347，890円(日額概算11，596円)

用 介 護 費

78，000円
くらら上乗せ
介護 費用

50，000円 要支援 93，320円

30，000円 要介護 1 83，832円

40，000円 要介護 2 94，063円

要介護 3 104，294円

要介護 4 114，525円

要介護 5 124，908円

(介護付有料老人ホームベネッセホームくらら山鼻パンフレツトより抜粋)

用

介護保険1割
負 担 分

7，269円

16，767円

18，813円|

20，859円

22，905円

24，982円



資料 4:厚生労働省による事業活動計算書のひな型(一部抜粋)

介雑老人保健施政会計経耳ll$則
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味
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首
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郡
安
局
〉
ゆ
刊
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ー
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叫
瞬
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剛沖品
川き
~川

「
ぺ

(柚明日

雨明
周
知
器
榊
哨
四
時
)

]
(

{

〕

ω

保険料
交瞭費

諸会費
租挽公想
徴収不能捌央
雑費

4 委託費
番託費

5 研修費

謝企
図書費
旅費交通費
研修雑費

6 減価償却費
建物減価償却費
建物附属股備減価償却費
構築物減価慣却費
医療用器輔[絹J'，競価慣却費
車両船舶備品減価償却費
その他の器融(術品瞳価慣却費

その他の有形画定冒藍揖恒慣却費
量形固定賢産融価慣却費

7 本部費
本部費

8 在員報酬
世回報酬

日

合 普|
介護保健施般 短期入所 通所リハピリ 0 0介護
サーピス 棟襲介 !I テ ー シ ョ ン

[施政運世世事聾事捌業益計算]
I 施般連 収益

l 介損介保健施般介護料収益
績報酬収益

利用者負担金収益
越本企理解サ ピス費

2 居宅介積料収益

介11報酬収益
利用昔負担金収益

3 居宅介護支援介護料収益
4 利用者等利用料収益

介護眼健姥般利用料収益

居そ宅の介他軍のサ利ービス利用料眼韮
用料収益

5 そ(の介他誕報の事酬業収益
査定減)

肘
日 施段運営事業費用

l 給与費

常勤職員給与
医師給
帯護婦給

介護職員給
支援相談員給
理学班出土又は作聾療法土結
虚報筏術員結

事務員結
技能労務員結
非常勤続員給与
医師給

帯謹摘給

支介護援職員結
相談員桔

理学県陸士又は停車車桂土枯
医療技術員給

事務員給
技能労務員給
退職給与引当金繰入

法定協利費
2 材料費

医薬品費
給賞用材料費

施股療襲材料費
その他の材料喪
施般療襲消耗器具備品費

3 経費

福利厚生費
旅費貫通費
職且被月日費

通信費
消粍品費
消耗密具備品費

車両費
会披費
光黙水費

修繕費
賃借料

月

介護サーピス事業別損益計算書

年月日 豆平成年自平成

施般名



H
H
O
 

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指針

施設名

洋
胤
W
E出
附
ゆ
球
温
満
開

満

Hm
咽・

燃料費

本人支給金

(一般管理費)

福利厚生費

旅費交通費

研修費

通信運搬費
事務消耗品費

印刷製本費

広報費

会議費

修繕費

保守費

賃借料

保険料

渉外費
諸会費

租税公課

委託費

雑費

減価償却費

徴収不能額

引当金繰入

徴収不能引当金繰入

賞与引当金繰入

日

勘 定 科 目 合計
介護老人 短期入所

通所介餓 訪問介護
その他

福抱蹴叡 生樹T鰻 の事業

介護保険施設介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入
収 基本食事サービス費収入

居宅介護料収入

介鐘報酬収入

利用者負担金収入
事 居宅介護支援介穫料収入

利用者等利用料収入

業
介聾福祉施設利用料収入

居宅介獲サービス利用料収入

その他の利用料収入

活 その他の事業収入

補助金収入

動
市町村特別事業収入

入 受託収入

国庫補助金等特別積立金取崩額

に {介護報酬査定減)

事業活動収入計(1)

よ
人件費

役員報酬

職員俸給

る 支 職員諸手当

非常勤職員給与

収
退職金

退職共済掛金

法定福利費

支 経費支出

(直接介護費}

給食用材料費

介護用品費

出 教養娯楽費

医薬品費

日用品費

被服費

月

介護サービス事業別事業活動計算書

年月日 至平成年平成自

(厚生労働省老健局振興線長 r介護保険の給付対象事業における会計の区分について」
老振発第18号(平成13年3月28日))



学会行事

第16固年次大会 2003 (平成15)年10月10日(金)"'11日(土)

大会準備委員長:勝山 進(日本大学)

10月10日(金) 会場:日本大学会館

11 : 00'" 12 : 30 理事会

13 : 00"'14 : 00 会員総会

14 : 10"'14・50 スタディ・グループ最終報告(報告25分、質疑応答15分)

委員長:大原昌明(北星学園大学)

報告テーマ r非営利組織体の会計 ~介護施設を例として」

司会:川口修(松蔭大学)

15 : 00'" 16 : 20 自由論題報告(報告25分、質疑応答15分)

角田 浩(社団法人北海道未来総合研究所)

「農業農村整備事業における環境配慮の評価方法」

司会:須田一幸(神戸大学)

野村健太郎(大分大学)

『国立大学の独法化と会計改革」

司会:大島正克(!iR細車大学)

16 : 30'" 18 : 20 記念講演

18 : 30'" 

10月11日(土)

真船洋之助(元日本大学)

「環境経営研究の方法と課題」

小倉紀雄(東京農工大学名誉教授)

「水環境保全に果たす市民の役割」

懇親会

会場:日本大学会館

統一論題 rステークホルダーの台頭と会計

~会計はステークホノレダーの要請にどう応えるのか"'J

(各報告30分、語句確認5分)

座長:勝山進(日本大学)

9 : 30"'10 : 05 村井秀樹(日本大学)

「温室効果ガス (GHG)を取り巻くステークホルダーと会計」
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10 : 05""' 10 : 40 向山敦夫(大阪市立大学)

「環境情報開示におけるステークホルダーの人間観J

10 : 50""' 11 : 25 宮崎修行(国際基督教大学)

「環境情報の簿記会計的表現 ~ステークホルダー・フレンドリーな環

境会計の探求""'J

11 : 25""' 12 : 00 松尾章正(関西大学)

「環境報告書の利用と利用目的」

13 : 30""' 15 : 20 統一論題討論

「ステークホルダーの台頭と会計」

座長:勝山進(日本大学)

討論者:村井秀樹(日本大学)

向山敦夫(大阪市立大学)

宮崎修行(国際基督教大学)

松尾宰正(関西大学)

東日本部会 2003 (平成15)年 6月21日(土)

会場:北星学園大学 A館703教室

大会準備委員長:大原昌明(北星学園大学)

13 : 00""'14 : 00 公開講演会

瀧谷和隆(NPO法人エーピーアイ・ジャパン(公益のための会計団)代表)

「日米における会計専門家による社会貢献活動」

14 : 10""'15 : 10 長岡正(朝日大学)

『環境管理会計におけるコスト概念の考察」

司会:宮崎修行(国際基督教大学)

15 : 15""'16 : 15 井出健二郎(和光大学)

rNPO経営に有用な会計制度の改革一病院会計をケースとして」

司会:石津寿恵(北星学園大学)

16 : 20""' 17 : 20 佐藤清和(青森公立大学)

「非営利情報を用いた裁量的会計行動の分析ーキャッシュ・フロー分岐

点に基づく裁量性の識別指標」

司会:菊谷正人(国士舘大学)

18 : 00""' 懇親会



西日本部会 2003 (平成15)年7月5日(土):日本管理会計学会との共同開催

会場:関西大学百周年記念会館

大会準備委員長:松尾孝正(関西大学)

1.大学院生セッション

第 1会場(報告25分、質疑10分) 司会:向山敦夫(大阪市立大学)

9 : 30""10 : 05 宮武記章(関西学院大学大学院博士後期課程)

『環境ノ号フォーマンス情報の開示に関する一考察

一特に廃棄物情報に注目して一」

10 : 10"" 10 : 45 堀口真司(神戸大学大学院後期博士課程)

『オートポイエシス・システム論に基づく会計研究』

第2会場(報告25分、質疑10分) 司会:西村重富(大阪学院大学)

9 : 30""10 : 05 唐楽寧(関西大学大学院後期博士課程)

「知的資産と企業価値 一人的資産を中心としてー」

10 : 10""10 : 45 堀井悟志(京都大学大学院後期博士課程)

「戦略経営に対する管理会計システムの対応

-BSCによるプログラミング概念の明確化ー」

2. 自由論題(報告30分、質疑10分) 司会:梶浦昭友(関西学院大学)

11 : 00"" 11 : 40 梨岡英理子(地球環境戦略研究機関・関西センター)

園部克彦(神戸大学)

「日本企業の環境会計情報開示・経年分析と新しい動向J

11 : 40"" 12 : 10 松尾貴巳(大阪府立大学)

rABCの導入事例研究」

統一論題:r現代企業経営における環境会計の現状と展望J (各報告35分)

座長:水野一郎(関西大学)

13 : 20"" 13 : 55 今井伸一(松下電器産業環境本部企画チーム)

「松下電器の環境経営」

13 : 55""14 : 30 河野裕司(田辺製薬(株)財務経理部経理課)

「環境経営におけるマテリアルフローコスト会計の有効性」

休憩

14 : 40""15 : 15 平井孝治(立命館大学)

「環境会計における費用対効果の現状と課題」
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15 : 15'" 15 : 50 冨増和彦(奈良産業大学)

「マテリアノレフローと環境報告書:

持続可能な環境パフォーマンス<脱化石資源>に向けて」

休憩

16 : 00'" 16 : 20 コメンテーター:上総康行(京都大学)

16: 20"'17 : 10 統一論題討論

17 : 20'" 18 : 30 懇親会

郡司健(大阪学院大学)
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「日本社会関連会計学会」会則

(名称)

1 )本会は、日本社会関連会計学会と称する。

(目的)

2)本会は、会計学とくに社会関連会計の研究と、その研究にたずさわる者の連絡および懇親

をはかることを目的とする。

(事業)

3)本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

(1) 年1回の会員総会の開催

(2) 年 1回以上の研究発表会の開催

(3) 年 1回の研究に関する刊行物の発行

(4) その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業

(会員)

4)大学その他において会計学の研究にたずさわる者およびそれに準ずるものは、理事会の承

認をへて、本会の会員となることができる。

(会費)

5)会員は、毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。

(1) 会費の年額は、会員総会の承認をへて決定するものとする。

(2) 3年間以上会費を滞納した会員は原則として退会者として取り扱う。

(役員)

6)本会に次の役員をおく。

(1) 会長 l名

(2) 副会長 2名(東日本部会長・西日本部会長)

(3) 理事 20名(東日本側10名、西日本側10名)

仏)監事 2名 幹事若干名

(5) 顧問理事・その他

(役員の選出)

7)役員の任期は別表・役員選挙規則により決定する。

(役員の任期)

8)役員の任期は、別表・役員選挙規則のとおりとする。

(会員総会)

9)会員総会において、当年度の事業および会計を報告し、次年度の予算案の承認を求める。
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なお、議長は会員総会で、その都度、選出する。

(その他)

10)その他細則は、理事会で別に定め、会員総会の議をへて行う。

(会則の変更)

11)会則の変更は、会員総会の承認をへて行う。

(附則)

1 この会則は、昭和63年9月より実施する。

2 会費は年額7，000円とする。なお、学生会員は年額3，500円とする。

3 本会の事務局は、大阪市立大学商学部内におく。

平成2年9月13日『一部改正」

平成4年12月5日「一部改正」

平成5年10月8日「一部改正」

平成8年10月19日『一部改正J

平成9年10月18日「一部改正」

平成10年11月20日「一部改正」

平成12年11月24日「一部改正J



117 

日本社会関連会計学会役員選挙規則

第1条学会役員について

当学会の役員と定員は下記の通りとする。これらすべての役員が理事会の構成メンバーとす

る。

t32 』 長 1名

副会長 2名

顧問理事 若干名

理 事 20名

監 事 2名

幹 事 若干名

ただし、理事は東日本部会より 10名、西日本部会より 10名選出する。

第2条会長の選出方法

会長は被選挙権者を全会員とし、全会員による選挙で選出する。なお、会員とは選挙実施直

前の理事会で入会を承認されたものまでを含み、過去3年以上の会費未納入者は含まない。こ

の会員の定義は本規則のすべての条項において共通である。

第3条副会長の選出方法

副会長は選出された理事の中から東日本側から1名、西日本側からl名選出する。東日本副会

長の選出には東日本側選出理事および会長の11名が投票権を有し、西日本側副会長の選出には

西日本側選出理事および会長の11名が投票権を有する。

第4条理事の選出方法

理事は被選挙権者を全会員とし、全会員による選挙で選出する。会長に当選したものが理事

にも当選した場合は、理事としての当選は無効になる。

第5条顧問理事の選出方法

会長は理事会と会員総会の承認を得て、理事以外の会員の中から顧問理事を委嘱することが

できる。ただし、会長経験者は顧問理事として理事会を構成する。

第6条監事および幹事の選出方法

理事会が監事および幹事候補を推薦し、会員総会の承認を得て、会長が委嘱する。

第7条役員の任期と再選の可否について

1.会長の任期は3年とし、連続2期を務めることはできない。

2.理事の任期は3年とし、再任を妨げない。

3.顧問理事の任期は3年とし、再任を妨げない。

4.監事の任期は3年とし、連続3期を務めることはできない。
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5.幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。

6.平成9年以前の会長および理事の任期については、上記の再選禁止規定を適用しない。

第8条選挙方法

郵送方式による選挙とし、全会員は会長1名および理事20名(東日本部会から10名、西日本部

会から10名)の投票権をもっ。

第9条投票期間および開票

投票期間は 1ヶ月程度とし、開票は選挙管理委員会が行う。開票結果については開票直後の

年次大会で公表する。

第10条得票数が同数の場合の対応

会長選挙において最高得票者が複数以上出た場合は、選挙直後に開催される会員総会におい

て再度投票による選挙を行って当選者を決定する。理事選挙において、最下位当選者の得票数

が同数のため定員を上回る場合は、選挙管理委員会による抽選によって当選者を確定する。

第11条当選者辞退の場合

会長もしくは理事当選者が辞退した場合は、次点者を繰り上げ当選させる。

第12条欠員の補充

会長に欠員が生じた場合は、理事会の承認のもとで副会長のうちl名が会長を兼任する。理事

に欠員が生じた場合の処置については理事会に一任する。

第13条選挙管理委員会の設置について

選挙管理委員会は選挙の前年度の会員総会において設置する。選挙管理委員会は本規則に従っ

て、選挙を実施・管理する。

(附則)

本規則は、平成10年10月1日より施行する。

(備考)

・関東部会、関西部会は、それぞれ東日本部会、西日本部会に名称、を変更する。

-東日本と西日本の境は、富山県、岐阜県、愛知県以西を西日本部会所属とする。

・部会の所属は移住地(現住所)とする。

・海外会員は東日本に所属するものとする。

平成13年10月12日『一部改正J
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日本社会関連会計学会 スタディ・グループ規程

日本社会関連会計学会の研究促進を目的として、スタディ・グループを設置する。

1.スタディ・グループの研究期聞は2年とする。

2. 2年のスタディ・グ、ループの研究期間終了後、新たなスタディ・グループを募集する。

ただし、理事会が認めた場合は、スタディ・グ、/レープの研究期間中であっても、新たなス

タテ、イ・グループを採用することができる。

3.研究補助金は、年額100，000円 (2年間で計200，000円)とする。

4.研究代表者は、以下の事項を記載した申請書 (A4用紙2枚・横書き)を全国大会の1ヶ月

前までに事務局宛に提出しなければならない。

(1) 研究代表者と研究協力者(非学会員も可とする)の氏名と所属

(2) 研究テーマ

(3) 研究目的

(4) 研究計画

5.スタディ・グループの採用については、全国大会での理事会で決定し、総会に報告する。

6.採用されたスタディ・グループは以下の義務を負う。

(1) 全国大会での報告(中間報告と最終報告)

ただし、中間報告については部会での報告でも可とする。

(2) 学会誌『社会関連会計研究』への投稿(中間報告と最終報告)

(附則)

1.本規程は平成13年10月12日から施行する。

平成15年10月10日「一部改正」
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『社会関連会計研究a 投稿規程

1.基本的に、最近1年間での日本社会関連会計学会全国大会、東日本部会および西日本部会で

の報告者および講演者に投稿を依頼する。

2.論文・講演の場合、字数は200字X70枚以内(刷り上がり 10ページ以内:図表を含む)とす

る。

3.学会員の著書について、書評を掲載する。書評の場合、字数は200字x30枚以内(刷り上が

り5ページ以内:図表を含む)とする。

4.全国大会終了後、報告者に執筆調査をおこなう。執筆者はフロッピーとハード、コピーを事

務局まで提出し、原稿提出の際に、英文タイトルと抜刷希望部数を記載する。

5.校正は2回とし、 3回目は事務局での校正とする。
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